
令和７年度第２回群馬県地域職業能力開発促進協議会 議事次第           

令和 8 年 2 月 20 日(金) 14:00～16:00 

群馬労働局９階大会議室 

 

 

１ 開会 

 

 

 

２ 主催者挨拶 

 

 

 

３ 会長（議長）選任 

 

 

 

４ 議題 

（１）ハロートレーニング（離職者向け）の令和６年度実績  （資料１） 

（２）令和７年度の公的職業訓練実施状況について      （資料２） 

（３）令和８年度群馬県地域職業訓練実施計画（案）について （資料３-１） 

                             （資料３-２） 

（４）ワーキンググループによる検証対象となる 

訓練分野の選定（案）について （資料４） 

（５）その他                        

                                

 

 

５ 閉会 

 

 

 

【説明資料】 

P1   資料１   ハロートレーニング（離職者向け）の令和６年度実績 

P5   資料２   令和７年度 公的職業訓練の訓練計画数及び実施状況 

P7   資料３-１  令和８年度 群馬県地域職業訓練実施計画（案） 

P17  資料３-２  令和８年度 分野別計画 

P19  資料４   群馬県における公的職業訓練の効果検証について 

 

【参考資料】 

P21  参考資料１－１～１－４ 群馬県地域職業能力開発促進協議会設置要綱 等 

P33  参考資料２ 令和７年度第２回中央職業能力開発促進協議会の資料（抜粋） 

P113 参考資料３ 教育訓練機関のみなさま 

P115 参考資料４－１～４－３ 公的職業訓練（ハロートレーニング）の概要等 



番号 所　　　属 役職名 氏名 構成区分

1 公立大学法人高崎経済大学
地域政策学部

准教授
若林　隆久 有識者

2 一般社団法人　群馬県経営者協会 専務理事 五十嵐　亮二

3 群馬県中小企業団体中央会 専務理事 大澤　伸一郎

4 一般社団法人　群馬県商工会議所連合会 専務理事 上山　英人

5 群馬県商工会連合会 専務理事 浦部　賢徳

6 日本労働組合総連合会群馬県連合会 事務局長 磯田　孝友

7
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
群馬支部

支部長 福嶋　正人

8 一般社団法人　群馬県専修学校各種学校連合会 副会長 中島　慎太郎

9 群馬県職業能力開発協会 専務理事 星野　恵一

10 一般財団法人日本医療教育財団 支部長 赤坂　弘子

11 株式会社パソナ マネージャー 河野　智昭
職業紹介事業者

（公募）

12 群馬県産業経済部 部　　長 板野　浩二

13 群馬県健康福祉部 部　　長 國代　尚章

14 群馬労働局 局　　長 上野　康博

※敬称略・順不同

15 群馬労働局職業安定部 職業安定部長 水野　憲一

16 群馬労働局職業安定部 訓練課長 松本　圭介

17 群馬労働局職業安定部 訓練課長補佐 生方　和美

18 群馬県産業経済部
労働政策課
技術人材係
副主幹

鈴木　崇之

19
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
群馬支部
群馬職業能力開発促進センター

訓練課長 鎌田　大輔

20
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
群馬支部
群馬職業能力開発促進センター

求職者支援課長 持永　久子

労使団体

教育訓練機関等

令和７年度群馬県地域職業能力開発促進協議会委員名簿

行政機関

事務局
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令和７年度　公的職業訓練の訓練計画数及び実施状況

令和７年度　計画数及び受講者数（４月～11月）

定員数
（人）

入校者数
（人）

受講者数
（人）

定員充足率
計画数に対
する実施率

機構 456 288 209 209 72.6% 45.8%

県 904 649 437 484 67.3% 53.5%

機構 1,684 ー ー 59.4%

県 1,775 ー ー 16.9%

県 280 280 148 219 52.9% 52.9%

県 50 32 50.0% 32.0%

局・機構 885 465 77.4% 40.7%

（注）１　受講者数は当該年度在校者。（入校者＋年度繰越者）

      ２　学卒者訓練の計画数及び定員数は、入校者に対するものであり、２年生は含めない。

　　　３　年度繰越者がない訓練は、入校者を受講者として整理。

　　　４　定員数は当該年度中に開講した訓練コースの定員の数

　　　５　充足率は、当該年度入校者数を訓練定員で除して算出したもの。

令和７年度　離職者訓練（施設内訓練）実施状況（４月～11月）

コース数 定員数（人） 応募者数（人） 受講者数（人） 定員充足率

60 4 2 30 27 22 73.3%

40 2 1 20 9 9 45.0%

60 3 2 40 47 38 95.0%

60 4 3 45 39 34 75.6%

60 4 3 45 42 37 82.2%

36 2 1 18 4 3 16.7%

40 2 2 40 19 18 45.0%

40 2 1 20 26 21 105.0%

10 2 1 5 9 8 160.0%

15 2 1 10 3 3 30.0%

15 2 1 5 2 1 20.0%

20 2 1 10 23 15 150.0%

456 31 19 288 250 209 72.6%

（注）「計画数」（年間）と「コース数」（年間）は、当初計画数

　　　「定員充足率」は「定員数」に対する充足率

区　　分

施設内訓練

資料　2

公共職業訓練
（離職者訓練）

施設内訓練

委託訓練

ー

ー

1001

300

公共職業訓練
（在職者訓練）

公共職業訓練
（学卒者訓練）

訓練開始日が令和7年４月から11月末まで
計画数
（人）

（年間）
実施主体

公共職業訓練
（障害者訓練） 16

360

訓練開始日が令和7年４月から11月末まで

コース数
（年間）

求職者支援訓練

コース別
計画数
（人）

（年間）

委託訓練

CADものづくりエンジニア科

ものづくり実践科（機械系）

CADものづくりサポート科

電工テクノ科（管理コース）

電工テクノ科（施工コース）

電気技術実践科（若年者向けコース）

デジタルエンジニア科

スマート制御システム科

橋渡し訓練［CADものづくりエンジニア科］

橋渡し訓練［ものづくり実践科（機械系）（若年者向けコース）］

橋渡し訓練［電気技術実践科（若年者向けコース）］

橋渡し訓練［スマート制御システム科］

合　計
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令和７年度　委託訓練実施状況（４月～11月）

コース数 定員数（人） 応募者数（人） 受講者数（人） 定員充足率

271 34 31 226 169 137 60.6%

100 8 4 55 40 34 61.8%

276 12 10 228 192 165 72.4%

119 9 6 48 43 34 70.8%

108 6 5 92 89 67 72.8%

30 2 ー ー ー ー ー

904 71 56 649 533 437 67.3%

（注）　「計画数」（年間）、「コース数」（年間）は当初計画数

　　　　「コース数」は当該年度中に開講したコース及び当該年度以前から開始し当該年度に実施したコースの数

　　　　「定員数」は当該年度中に開講したコースの定員の数

　　　　「受講者数」は当該年度中に開講したコースに入校した者の数

令和７年度　求職者支援訓練実施状況（４月～11月）

コース数 定員数(人) 応募者数(人) 受講者数（人） 定員充足率

220 ― 4 57 48 37 64.9%

665 ― 30 408 406 323 79.2%

200 ― 6 100 97 82 82.0%

150 ― 7 87 58 47 54.0%

75 ― 4 45 51 40 88.9%

195 ― 10 131 130 109 83.2%

45 ― 3 45 70 45 100.0%

885 ― 34 465 454 360 77.4%

（注）　「計画数」（年間）は当初計画数

    「コース数」（年間）は令和７年１２月までの計画数、追加認定によりコース数が追加される可能性がある。

合　計

コース別

計画数
（人）

（年間）

コース数
（年間）

訓練開始日が令和7年４月から11月末まで

訓練開始日が令和7年４月から11月末まで

分
野
別

計画数
（人）

（年間）

コース数
(年間）

技術系

事務系

ＩＴ系

その他

ｅラーニング

コース別

介護・医療・福祉系

その他（営業・販売・事務分野）

ｅラーニング

合　計

基礎コース

実践コース

デジタル系
（ＩＴ分野及びデザインコース）

介護分野

医療事務分野
分
野
別

- 6 -



  

 （案） 

 

令和８年度 
 

群 馬 県 地 域   

職業訓練実施計画 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

群     馬     県 

群  馬  労  働  局 

独立行政法人高齢・障害・求職者 
雇 用 支 援 機 構 群 馬 支 部 

資 料 ３ - １ 

- 7 -



 

目   次 

 

 

１ 総 説  

（１）計画のねらい 

（２）計画期間 

（３）計画の改定 

 

２ 人材ニーズ、労働市場の動向と課題等 

 

３ 令和８年度の公的職業訓練の実施方針 

 

４ 令和８年度の公的職業訓練（ハロートレーニング）の
対象者数等 

 
（１）公共職業訓練（離職者訓練）の対象者数等 

（２）公共職業訓練（在職者訓練）の対象者数等 

（３）公共職業訓練（学卒者訓練）の対象者数等 

（４）公共職業訓練（障害者委託訓練）の対象者数等 

（５）求職者支援訓練の対象者数等 

（６）県、局及び機構が行うべき事項等 

 

５ その他、職業能力の開発及び向上の促進のための取組

等 

 

 

- 8 -



2 

１ 総 説 

（１）計画のねらい 

   産業構造の変化、技術の進歩その他の経済的環境の変化の中で、職業の安定、労働者の地位

の向上及び経済社会の発展を図るためには、これらによる業務の内容の変化に対する労働者

の適応性を増大させ、及び円滑な就職に資するよう、労働者に対して適切な職業能力開発を行

う必要がある。 

このため、事業主等が行う職業能力開発に関する自主的な努力を尊重しつつ、雇用失業情勢

等に応じて、職業能力開発促進法（以下「能開法」という。）第 16条第１項の規定に基づき設

置する公共職業能力開発施設（以下「公共職業能力開発施設」という。）において実施する職

業訓練（能開法第 15条の７第３項の規定に基づき実施する職業訓練（以下「委託訓練」とい

う。）を含む。以下「公共職業訓練」という。）及び職業訓練の実施等による特定求職者の就職

の支援に関する法律（以下「求職者支援法」という。）第４条第１項の規定により厚生労働大

臣の認定を受けた職業訓練（以下「求職者支援訓練」という。）の充実を図ることにより、労

働者の十分な職業能力開発の機会を確保する必要がある。 

本計画は、現下の雇用失業情勢等を踏まえ、本計画の対象期間（以下「計画期間」という。）

中における公共職業訓練及び求職者支援訓練（以下「公的職業訓練(ハロートレーニング)」と

いう。）の対象者数等を明確にし、計画的な公的職業訓練の実施を通じて、職業の安定、労働

者の地位の向上等を図るものである。 

また、本計画を実施する際に、群馬県(以下「県」という。)、群馬労働局(以下「局」とい

う。)及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構群馬支部（以下「機構」という。）が

連携を図り、効率的かつ効果的な公的職業訓練の実施を図るものとする。 

 

（２）計画期間 

計画期間は、令和８年４月１日から令和９年３月３１日までとする。 

 

（３）計画の改定 

本計画は、公的職業訓練の実施状況等を踏まえ、必要な場合には改定を行うものとする。 

 

 

２ 人材ニーズ、労働市場の動向と課題等 

群馬県内における雇用情勢は、求人が求職を上回って推移しているものの、求人は緩やかに

減少しており、物価上昇等が雇用に与える影響に留意する必要がある。 

一方、生産年齢人口の減少に伴って人手不足感が深刻化し、社会全体での有効な人材活用が

必要となっている。加えてDXの進展といった大きな変革を受けて、生産性や技能・技術の向上

のために必要とする人材の確保、育成が求められている。 

こうした変化への対応が求められる中で、地域のニーズに合った人材の育成を推進するた

めには、離職者の就職の実現に資する公的職業訓練や、産業界や地域の人材ニーズに合致した

在職者の生産向上等、多様な職業能力開発の機会を確保・提供することが重要である。 
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3 

３ 令和８年度の公的職業訓練の実施方針 

  令和６年度の離職者向け公的職業訓練の実施状況を分析すると、 

① 就職率が高く、応募倍率が低い分野（「介護・医療・福祉分野」）があること。 

② 応募倍率が高く、就職率が低い訓練分野（デジタル分野）があること。 

③ デジタル人材が質・量とも不足、都市圏偏在があること。 

といった課題がみられた。 

 これらの課題の解消を目指し、令和８年度の公的職業訓練は以下の方針に基づいて実施する。 

① 求職者にとって応募・受講しやすい募集・訓練日程となっているか（同時期・同一地域に

おいて同じ分野のコース設定を避けること）を検討の上で実施するとともに、訓練コース

の内容や効果を踏まえた受講勧奨を強化する。 

② 求人ニーズに即した訓練内容になっているか検討を重ねるとともに、適切な受講あっせん

に資するようハローワーク職員の ITリテラシー等の更なる向上を図る。あわせて、訓練

修了者のスキルが活用できる求人等の確保の推進や、オンラインを活用した訓練を受講す

る求職者への適切な情報提供、就職に向けた意識付けとともに、就職支援の充実を図る。 

③ デジタル分野のコース割合を維持しつつ、デジタル以外の分野においても基礎的ＩＴリテ

ラシー要素を加味した訓練コースの設定を意識して、受講勧奨を継続していく。 

 
 

４ 令和８年度の公的職業訓練（ハロートレーニング）の対象者数

等 
 
（１）公共職業訓練（離職者訓練）の対象者数等 

① 機構の施設内訓練に係る実施規模と分野 

    主にものづくり分野において訓練を行うこととするが、地域のニーズを踏まえた訓練を

実施する。                    

 ※以下（ ）内は前年度の計画数 
 

施 設 名 定 員 科 目 名 

ポリテクセンター群馬 

（群馬職業能力 

開発促進センター） 

456 人 

(456 人) 

ＣＡＤものづくりエンジニア科 

ものづくり実践科（機械系）（デュアルシ

ステム） 

ＣＡＤものづくりサポート科 

電工テクノ科（管理コース） 

電工テクノ科（施工コース） 

電気技術実践科（デュアルシステム） 

デジタルエンジニア科 

スマート制御システム科 
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4 

 

② 県の委託訓練に係る実施規模と分野 

「エッセンシャルワーカーの育成・女性のキャリア形成の支援」、「デジタルスキルの向

上支援」、を柱とし、関係機関との連携によるきめ細かな就職支援を推進する。 
 
 

分 野 別 コース数 定 員 訓練科名 

２年課程 
30 

(30) 

141 人 

(140 人) 

介護福祉士、保育士、栄養士、准看護師、デジタル人材

育成 

介護系 
6 

(8) 

120 人 

(160 人) 
介護職員初任者研修、介護福祉士実務者研修 

技術系 
6 

(8) 

75 人 

(100 人) 

建築ＣＡＤオペレーター、大型自動車一種ドライバー育
成、フォークリフト運転技術、ビル設備管理 

事務系 
13 

(12) 

274 人 

(276 人) 

簿記・パソコン実践、簿記・パソコン基礎、医療事務(デ

ュアルシステム)、労務管理・経理事務 

共通分野 
8 

(11) 

124 人 

(198 人) 

IT エンジニア育成、パソコン基礎（育児等両立支援短時
間）、Web デザイン、パソコン IT、ビジネス実践 

ｅラーニング 
0 

(2) 

0 人 

(30 人) 
デジタルスキル、OA スキル 

合 計 
63 

(71) 

734 人 

(904 人) 
 

 

（２）公共職業訓練（在職者訓練）の対象者数等 

  ① 機構では、産業の基盤を支える高度な職業能力を有する人材を育成するため、在職者に対

し、事業主のニーズ等に基づき、適切かつ効果的な職業訓練を実施する。 

（163 コース、1,631 人の定員を設定し、目標数 1,040 人で実施する。） 

 
 

施 設 名 コース数 定 員 訓練分野 

ポリテクセンター群馬 
（群馬職業能力開発促進センター） 

163 コース 

(164 コース) 

1,631 人 

(1,684 人) 

機械系 
 
電気・電子系 

 

② 県では、在職者のキャリアステージ（新入社員、中堅職員、管理者等）に応じて、初心者 

向け、資格・検定対策、応用編等、地域の中小企業のニーズを踏まえた多様なコースを設定

する。（169 コース、1,775 人の定員を設定し、令和 8 年度までに、年間受講者数 800 名を

目指す。） 
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施 設 名 コース数 定 員 主な訓練分野 

前橋産業技術専門校 
 
高崎産業技術専門校 
 
太田産業技術専門校 

169 コース 

(157 コース) 

1775 人 

(1,580 人) 

機械加工、電気工事、電気機器 
 
溶接、機械製図、自動車整備 
 
管理監督者コース(ＴＷＩ) 

合 計 
169 コース 

(157 コース) 

1775 人 

(1,580 人) 
 

 

（３）公共職業訓練（学卒者訓練）の対象者数等 

地域産業のニーズに対応したカリキュラムを設定し、本県の基幹産業である「ものづくり分

野」を担う若年技能者の育成を着実に行う。 
 

施 設 名 定  員 訓 練 科 名 

前橋産業技術専門校 80 人 
機械技術科、電気技術科、ＣＡＤ技術科 
溶接技術科 

高崎産業技術専門校 100 人 
溶接エキスパート科、機械技術科、住まいづくり科 
塗装システム科、自動車整備科 

太田産業技術専門校 100 人 
機械技術科、電気技術科、自動車整備科 
ＣＡＤシステム科、溶接技術科 

合 計 
280 人 

(280 人) 
 

 

（４）公共職業訓練（障害者委託訓練）の対象者数等 

関係機関等からの要望やニーズを踏まえ、知識・技能習得訓練コースでは、「介護職員初任

者研修科」を継続する。eラーニングコースでは、「Web 作成スキル習得科」を継続する。  

また、特別支援学校早期訓練コース及び実践能力習得訓練コースでは、個々の障害特性に応

じた訓練が可能であり、修了後の就職にも結びつきやすい「企業実習型訓練」を関係機関との

連携により、重点的に推進していく。 
 
 

 訓練コース 内 容 訓練期間 定 員 

知識・技能習得訓練 

コース 

介護職員初任者 

研修科 3 か月 
9 人（ 3 人×3 コース） 

(9 人) 

e-ラーニングコース 
Ｗｅｂ作成 

スキル習得科 
3 か月 

3 人（ 3 人×1 コース） 

(3 人) 

特別支援学校早期訓練

コース 
企業実習型訓練 

３か月以内 

(1～2 か月) 

2 人（ 1 人×2 コース） 

 (4 人) 

実践能力習得訓練 

コース 
企業実習型訓練 

３か月以内 

(1～2 か月) 

 18 人（1 人×18 コース） 

(28 人) 

合計   32 人 (44 人) 
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（５）求職者支援訓練の対象者数等 

① 対象者数及び就職率に係る目標 

計画期間中に実施する求職者支援訓練の対象者数は、非正規労働者や自営廃業者などの

雇用保険の基本手当を受給することができない者に対する雇用のセーフティネットとして

の機能が果たせるよう、必要な訓練機会を提供するため、訓練認定規模 885 人程度を上限

とすることとする。 

雇用保険適用就職率は、基礎コースで 60％、実践コースで 63％を目指す。 
 

② 求職者支援訓練の内容 

ア 求職者支援訓練については、基礎的能力のみを習得する職業訓練（基礎コース）及び基

礎的能力から実践的能力までを一括して習得する職業訓練（実践コース）を併せて実施す

ることとし、各コースの割合は、中央協議会で承認された割合を踏まえ、基礎コース 20％、

実践コース 80％とする。なお、実践コースの設定に当たっては、成長分野、人材不足分

野とされている分野・職種に重点を置くとともに、地域における産業の動向及び求人ニー

ズを踏まえたものとする。 

また、就職氷河期世代の安定就労促進のため、短期間で資格等の習得ができる職業訓

練や、コミュニケーション能力等の課題を有する生活困窮者等である対象者について、

その特性・訓練ニーズに応じた職業訓練の設定にも努めることとする。 
 

    地域別 

コース別 
中 毛 西 毛 北 毛 東 毛 合 計 割合 

基礎コース 
180人 

(220人) 

180人 

(220人) 
20％ 

実践コース 
705人 

(665人) 

705人 

(665人) 
80％ 

 実践コース内訳    

 
介護系 155人(150人) 

155人 

(150人) 
（22％） 

 
医療事務系 75人 (75人) 

 75人 

(75人) 
（11％） 

 デジタル系(IT分野・W

ebデザイン) 
210人(200人) 

210人 

(200人) 
（30％） 

 その他系(営業・販売・

事務分野を含む) 
 220人 (195人) 

 220人 

(195人) 
（31％） 

 
ｅラーニング 45人 (45人) 

 45人 

 (45人) 
（6％） 

 
 合   計 

885人 

(885人) 
100％ 

  
＜地域内訳＞ 

   中毛：前橋市、伊勢崎市、佐波郡 

          西毛：高崎市、藤岡市、富岡市、安中市、多野郡、甘楽郡 

          東毛：桐生市、太田市、館林市、みどり市、邑楽郡 

           北毛：沼田市、渋川市、北群馬郡、吾妻郡、利根郡 
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イ デジタル人材の育成・確保が重要かつ喫緊の課題となっていることから、「デジタル系」 

の計画数を、実践コースの約 30％で計画する。 

なお、「デジタル系」の内訳は、ＩＴ分野及びデザイン分野のうち Web デザイン系コース

を加えたものである。 

 

ウ 県の施策と密接に連携でき、求人数が多い分野である「営業・販売・事務系」を地域ニ 

ーズ枠とし訓練認定規模の約 25％で設定する。 

 
 

エ 求職者支援訓練のうち、次の値を上限として求職者支援訓練に新規参入となる職業 

訓練を認定する。 

・ 基礎コース 30％ (30％) 

・ 実践コース 30％ (30％) 

 

オ 求職者支援訓練は、職業訓練実施計画に則して、４半期ごとに認定するものである。 

申請対象期間の設定数を超える認定申請がある場合は、 

a 新規参入枠については、職業訓練の案等が良好なものから 

b a 以外については、求職者支援訓練の就職実績等が良好なものから認定する 

 ものとする。 

なお、定員枠の優先順位は、１）新規参入枠、２）実績枠とする。 

 

  カ 同一市町村において、同一分野・同一月における開講は１コースを原則とする。 

 

 

  キ ｅラーニングコースについては、実践コース全体の共有枠として 45 人で計画し、ｅラー

ニングコースの設定内でも新規参入の上限を適用する。 

 

 

ク 実践コースについて、余剰定員が生じた場合、同一認定単位期間の他分野への振替を可と

する。但し、ｅラーニングコースへの振替は行わないこととする。 

また、認定コースの定員数が少なかった場合の繰り越し分及び中止コース分については、

同一年度の次期以降の認定単位期間への振替を可とする。また、第４四半期においては、基

礎・実践間の振替を可とする。 

 

 

（６）県、局及び機構が行うべき事項等  

①連携内容 

公的職業訓練（ハロートレーニング）の担い手である県、局及び機構が連携し、地域全体の

人づくりの視点で求人ニーズや求職ニーズ等について情報共有しながら、訓練コースの開催

時期や地域等について十分に調整を行うとともに、訓練から就職までの一貫した支援を効果

的に実施する。 

また、ワーキンググループ等を活用し、定員充足率および就職率の低調な訓練、中止率の高

い訓練分野のカリュキラム内容等の見直しを協議し、地域における訓練ニーズを踏まえたよ

り効果的な職業訓練となるよう改善を図る。 
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②群馬県地域職業能力開発促進協議会の開催 

令和８年度においても、群馬県地域職業能力開発促進協議会を開催して、関係者の連携・協

力の下に、地域の実情を踏まえた、計画的で実効ある職業訓練の推進に資することとする。 

     群馬県地域職業能力開発促進協議会においては、必要に応じ、地域の産業ニーズを踏まえて

訓練内容等の検討を行うワーキンググループを開催する。 

 

③ 受講生の能力及び適性に応じた公的職業訓練（ハロートレーニング）の実施 

   公的職業訓練受講希望者には、ハローワーク等におけるキャリア・コンサルティングを通

じ、適切な訓練コースの選択を支援する。 

   訓練受講中、訓練修了後においては、訓練実施機関とハローワークが連携し、訓練実施機関

が評価したジョブ・カード（職業能力証明シート）を活用したキャリア・コンサルティングの

実施や訓練分野の求人情報の提供や求人開拓など積極的な就職支援を行い、就職率の向上を図

る。 

 

 

５ その他、職業能力の開発及び向上の促進のための取組等 

 

（１）地域におけるリスキリングの推進に関する事業 

   地域に必要な人材確保のため、デジタル・グリーン等成長分野に関するリスキリングの推進 

  に資する、①「経営者等の意識改革・理解促進」、②「リスキリングの推進サポート等」、及び

③「従業員の理解促進」・「リスキリング支援等」の事業を、地方単独事業として実施する。 

なお、令和８年度に実施する地域リスキリング推進事業については、実施地方公共団体・事

業名・事業概要等を記載した一覧を令和８年度に開催される地域職業能力開発促進協議会に

報告する。 
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群馬県地域職業能力開発促進協議会設置要綱 

 
 
１ 名称 

協議会の名称は「群馬県地域職業能力開発促進協議会」とする。 
 
２ 目的 

群馬労働局及び群馬県（以下「関係機関」という。）は、職業能力開発促進法
（昭和 44 年法律第 64 号）第 15 条の規定に基づき、群馬県の区域において、地
域の関係機関が参画し、以下の事項について協議を行う地域職業能力開発促進
協議会を設置する。 
（１） 職業能力開発促進法第 16 条第１項の規定に基づき設置する公共職業能力

開発施設において実施する職業訓練（同法第 15 条の７第３項の規定に基づき
実施する職業訓練を含む。）及び職業訓練の実施等による特定求職者の就職の
支援に関する法律（平成 23 年法律第 47 号）第４条第１項に規定する認定職
業訓練（両訓練を合わせて、以下「公的職業訓練」という。）を実施するに当
たり、地域における人材ニーズを適切に反映した訓練コースの設定の促進及
び訓練効果の把握・検証を通じた訓練内容の改善等 

（２） 雇用保険法（昭和 49 年法律第 116 号）第 60 条の２第１項に規定する教育訓練
給付について、地域の訓練ニーズを踏まえた指定講座の拡大等 
なお、設置主体については、関係機関の両者とする。  

 
３ 構成員 

群馬県地域職業能力開発促進協議会（以下「協議会」という。）は、以下に掲げる者
を構成員とする。 
（１） 群馬労働局 
（２） 群馬県 
（３） 職業訓練若しくは職業に関する教育訓練を実施する者又はその団体 
（４） 労働者団体 
（５） 事業主団体 
（６） 職業紹介事業者若しくは特定募集情報等提供事業者又はその団体 
（７） 学識経験者 
（８） その他関係機関が必要と認める者 

 
４ ワーキンググループ 
   協議会は、協議事項の検討に必要なワーキンググループを設置することができる。 
 
５ 会長 

（１） 協議会に会長を置き、委員の互選により選任する。 
（２） 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。 
（３） 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 

 
６ 協議会の開催 
   年 2 回以上の開催とする。 
 
７ 協議事項 
   次に掲げる事項について協議する。 

（１）  公的職業訓練について、地域の人材ニーズ及び実施状況を踏まえた訓練コー
スの設定に関すること。  

（２） 公的職業訓練について、訓練効果の把握・検証等に関すること。  
（３） キャリアコンサルティングの機会の確保その他の職業能力の開発及び向上の促進

のための取組に関すること。 
（４） 公的職業訓練の実施にあたり年度計画の策定に関すること。 

参考資料 １－１ 
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（５）  地域の訓練ニーズを踏まえた教育訓練給付制度による訓練機会の確保等に関

すること。 
（６） その他必要な事項に関すること。 

 
８ 事務局 

協議会の事務局は、群馬労働局職業安定部訓練課に置く。 
 
９ その他 

（１） 協議会資料及び議事録等については、協議会において申し合わせた場合を除き、
公開とする。 

（２） 協議会の事務に従事する者又は従事した者は、職業能力開発促進法第 15 条第
３項の規定により、正当な理由なく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らして
はならない。 

（３） この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は別に定める。 
 

10 附則 

この要綱は、令和４年１１月２５日から施行する。 

この要綱は、令和５年１１月２７日から施行する。 

この要綱は、令和６年２月２９日から施行する。 
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地域職業能力開発促進協議会実施要領 

 

令和４年 10 月１日から適用する。 

令和５年 12 月 27 日 改正 

 

１ 開催 

地域職業能力開発促進協議会（以下「協議会」という。）は、年２回以上の開催と

し、次年度の公的職業訓練の訓練設定時期等を考慮して開催する。 

 

２ 構成員 

「地域職業能力開発促進協議会設置要綱」（以下「設置要綱」という。）３に掲げ

る協議会の構成員（以下「構成員」という。）について、具体的には以下の者を想

定していること。 

（１）公共職業能力開発施設を設置する市町村 
横浜市 

（２）職業訓練若しくは職業に関する教育訓練を実施する者又はその団体（以下「訓 

練・教育機関」という。） 
次の①から④については必ず構成員とするが、このうち②から④については団

体又は団体が推薦する者とする。 
また、⑤については、社会人を対象とするコースを設置している大学等であっ

て協議会への参画を希望する者を構成員とすること。 
① 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構都道府県支部（以下「雇用支 
援機構」という。） 

② 都道府県専修学校各種学校協会 
③ 都道府県職業能力開発協会 
④ 一般社団法人全国産業人能力開発団体連合会 
⑤ リカレント教育を実施する大学等 

（３）労働者団体 
日本労働組合総連合会都道府県連合会 

（４）事業主団体 
① 都道府県経営者協会 
② 都道府県中小企業団体中央会 
③ 都道府県商工会議所 
④ 都道府県商工会連合会 
⑤ 必要に応じて、①から④の他に職業訓練コースの設定に関係する業界団体等 
 の参画を求めることができる。 
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（５）職業紹介事業者若しくは特定募集情報等提供事業者又はその団体（以下「職業

紹介事業者等」という。） 
管内に事業所のある者 

（６）学識経験者 
職業能力の開発及び向上の促進に関する分野に精通している者 

（７）その他関係機関が必要と認める者 
協議会の開催毎に定めることとするが、特に以下の者については積極的に構成

員としての参画を求めること。 

① 職業訓練を受講する求職者のニーズ等を把握するための関係者 

効果的な職業訓練の実施にあたって、利用する求職者のニーズ等を踏まえる

ことも有用であることから、協議会が取り上げるテーマに沿って、その都度、当

事者又は支援団体等の参画を求めること。 

（例） 

・ 求職者のうち女性、高齢者、障害者等が受講する職業訓練について協議

する場合には、その当事者やＮＰＯ等の支援団体 

・ 求職者のうち生活困窮者が受講する職業訓練について協議する場合には、   

地方自治体の生活困窮者自立支援制度主管部局 

② 職業訓練を積極的に設定する成長分野等の専門家 

地域における今後の産業展開も踏まえた訓練コースを設定するにあたり、デ

ジタル化、ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）など成長分野の職業訓練

について協議する場合は、当該分野の専門家や地域において先進的取組を実施

している企業等の参画を求めること。 

 

３ 具体的な進め方等 

設置要綱７の協議事項について、具体的な内容及び進め方は以下のとおりとする。 

（１）地域の人材ニーズの把握 

協議会の構成員からの説明や構成員間の意見交換等を通じて地域の人材ニー

ズを把握する。 

   各構成員に期待する内容は以下のとおりである。 

・ 都道府県労働局からは、管内の雇用失業情勢等の説明 

・ 都道府県からは、産業政策、企業誘致の情報等の説明 

・ 労働者団体からは、スキルアップ等に関する求職者・労働者の声の紹介 

・ 事業主団体からは、人材ニーズ、スキルニーズ等に関する企業の声の紹介 

・ 職業紹介事業者等からは、ハローワークを利用しない求職者や求人者の動

向等について説明 

（２）公的職業訓練の実施状況の検証 

地域職業訓練実施計画に基づき、適切に公的職業訓練が行われているか検証す

る。 

離職者向け公的職業訓練については別途通知する様式を用いて取りまとめの
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上、都道府県、市町村及び雇用支援機構から所管部分について、前年度の地域職

業訓練実施計画と比較しながら説明を行う。 

また、当該年度の離職者向け公的職業訓練の進捗状況についても取りまとめの

上、都道府県、市町村及び雇用支援機構から、当該年度の地域職業訓練実施計画

と比較しながら説明を行う。 

公的職業訓練のうち在職者訓練、学卒者訓練及び障害者訓練については、地域

職業訓練実施計画との比較が可能な任意の様式で取りまとめ、資料配付すること

とし、説明は省略して差し支えない。 

（３）公的職業訓練の効果の把握・検証 

地域の人材育成を効果的に実施するため、訓練コースの内容がニーズに即した

ものとなっているか、訓練効果等が上がっているか等の検証や、当該検証結果を

踏まえた見直しを行うこととするが、具体的な検証等は、設置要綱４のワーキン

ググループを設置して行わせることができる。その場合、ワーキンググループの

名称は「公的職業訓練効果検証ワーキンググループ」とし、具体的な進め方等は、

別添「公的職業訓練効果検証ワーキンググループ実施要領」のとおりとする。 

（４）キャリアコンサルティングの機会の確保その他の職業能力の開発及び向上の

促進の取組の共有 

① 構成員のうちキャリアコンサルティングを実施する機関から取組状況を説明

し、構成員による意見交換を行う。 

・ 都道府県労働局から、ハローワークにおけるキャリアコンサルティング事

例等の説明 

・ 都道府県、市町村、訓練・教育機関等から、職業訓練等に関わるキャリアコ

ンサルティングの実施状況、事例等の説明 

② 都道府県内でリカレント教育を実施している大学等からその取組内容を説明 

し、関係者で意見交換を行う。 

（５）次年度の地域職業訓練実施計画の策定 

地域の人材ニーズに即した効果的な人材育成を行っていくために、公的職業訓

練全体としての総合的な計画として、地域職業訓練実施計画を策定する。地域職

業訓練実施計画の策定については別途通知する。 

（６）地域の訓練ニーズを踏まえた教育訓練給付制度による訓練機会の確保等につ

いて 

都道府県労働局管轄内における教育訓練給付制度の実施状況（指定講座数や受

給者数）について、全国の状況と比較しながら説明し、関係者で意見交換を行う。 

（７）協議会が独自に定めるテーマ 

各協議会において、職業訓練関係で課題となっているテーマを必要に応じて取

り上げ、意見交換を行う。 

 

４ 協議内容の公表及び国への報告 
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協議会資料は、原則公表する。協議会の議事録又は議事概要とともに、各都道

府県労働局のＨＰに掲載すること。 

また、協議会資料、議事録等については、協議会開催後速やかに厚生労働省に

報告すること。 

 

５ 構成員の守秘義務 

協議会及びワーキンググループにおいて、構成員が、個別の訓練コースに係る

効果分析等の調査や情報共有・意見交換の機会に訓練修了者等の個人情報や企業

秘密等の情報を取得することが想定される。 

こうした非公知の事実であって、実質的にもそれを秘密として保護するに値す

るものについては、構成員に守秘義務が課される。 

 （具体例） 

・ 採用企業における経営上の秘密に属しうる事項も含む経営戦略等の内容 

・ 訓練修了者や訓練修了者を採用した企業等からのヒアリング内容のうち個

人情報等にあたる内容 

 

６ その他 

他の会議等について、協議会と構成員が概ね同じ場合、関連する議題を取り扱

う場合等であって、協議会と同一期日に開催することが効率的と考えられるとき

は、弾力的に運用することができる。 
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 (別添) 

 

公的職業訓練効果検証ワーキンググループ実施要領 

 

１ 目的 

公的職業訓練効果検証ワーキンググループ（以下「ＷＧ」という。）は、適切

かつ効果的な職業訓練を実施していくため、個別の訓練コースについて、訓練修

了者や採用企業からのヒアリングも含め、訓練効果を把握・検証し、訓練カリキ

ュラム等の改善を図ることとする。 

 

２ ＷＧの構成員 

「地域職業能力開発促進協議会設置要綱」の３の構成員のうち、都道府県労働

局、都道府県及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構とし、必要に応

じて、地域職業能力開発促進協議会（以下「協議会」という。）構成員の中から

任意の者を追加する。 

なお、協議会の構成員として委任した者と同一のものとする必要はなく、構成

員の機関・団体の職員等で差し支えないが、協議会の事務に従事する者として、

正当な理由なく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならな

い。                                                                                                                             

 

３ 検証手法 

検証手法は、公的職業訓練の訓練修了者、訓練修了者の採用企業及び訓練実施

機関に対するヒアリングにより行うものとする。 

なお、各種データの統計処理による分析については、訓練カリキュラムの改善

に資する場合に限り各協議会で実施することも可能であるが、都道府県労働局職

員以外の者が直接関わって分析を実施する場合は、①分析するデータの種類・範

囲、②分析手法、③分析の実施者等を明らかした上で、事前に、本省に協議する

こと。 

 

４ ＷＧの具体的な進め方  

（１）検証対象コースの選定 

ア 予め協議会にて検証対象となる訓練分野を選定しておき、ＷＧでは当該

訓練分野の中で訓練修了者が比較的多い訓練コースを３コース（ただし、

異なる訓練実施機関が実施するものとすること。）以上選定する。 

イ 検証対象は、アで選定したコースの訓練実施機関と、各訓練コースにつ

き訓練修了者１人以上、当該訓練修了者を採用した採用企業１社以上とす

る。具体的には、３コースを選定すると、訓練実施機関３者、訓練修了者

参考資料 １－３ 
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３人以上及び採用企業３社以上が対象となる。 

  なお、ヒアリングの対象とする訓練修了者の選定にあたっては、同一の

性別又は年齢層に偏らないよう配慮すること。 

その他、就職氷河期世代、就職困難者、ひとり親等といった様々な事情

を抱える方々について検証することも有意義であることから、訓練修了者

のうちの一人は、例えば離職期間が長い、離転職を繰り返している等の履

歴のある者をできる限り選定することが望ましい。 

（２）ヒアリングの内容等 

ア ヒアリングは直接又は web 会議のいずれでも差し支えない。 

イ ヒアリング内容は以下の項目を必須とし、協議会独自に質問項目を追加

しても差し支えない。 

① 訓練実施機関へのヒアリング 

・訓練実施にあたって工夫している点 

・訓練実施機関が行っているキャリアコンサルティングの状況 

・訓練実施にあたっての国への要望、改善して欲しい点 

     ② 訓練修了者へのヒアリング 

       ※訓練機関の接遇など、受講中の満足度ではないことに留意。 

・訓練内容のうち、就職後に役に立ったもの 

・訓練内容のうち、就職後にあまり活用されなかったもの 

・就職後に感じた、訓練で学んでおくべきであったスキル、技能等 

③ 訓練修了者を採用した企業へのヒアリング 

・訓練により得られたスキル、技能等のうち、採用後に役に立って

いるもの 

・訓練において、より一層習得しておくことが望ましいスキル、技  

能等 

・訓練修了者の採用について、未受講者（未経験者）の採用の場合

と比較して期待していること（同程度の経験等を有する者同士を

比較。採用事例がない場合は想定） 

（３）ヒアリングを踏まえた効果検証等 

（２）のヒアリングを踏まえ、調査した訓練コースを含む分野全体におい

て、訓練効果が期待できる内容及び訓練効果を上げるために改善すべき内容

について整理する。 

（４）効果検証結果を踏まえた検討 

（３）の効果検証結果を踏まえ、訓練カリキュラム等の改善促進策（案）

等を検討し、協議会への報告事項を整理する。 

【訓練カリキュラムの改善促進策（例）】 

○ 委託訓練について、 
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・説明会資料又は委託要綱等の内容に追加 

・公募条件又は入札の加点要素として付加 

○ 汎用性の高い訓練（就職支援）内容について、 

・求職者支援訓練において、訓練実施期間中に独立行政法人高齢・

障害・求職者雇用支援機構が行う実施状況の確認の際に周知 

・申請・認定事務の際に周知 

・求職者支援訓練の実施機関開拓の際に周知   

（５）協議会への報告 

ＷＧの効果検証結果及び訓練カリキュラムの改善促進策（案）等につい

ては協議会に報告する。 
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練
効

果
の

把
握

・
検

証
（

W
Gの

結
果

報
告

）

④
次

年
度

地
域

職
業

訓
練

実
施

計
画

の
方

針
等

次
の

事
項
の

協
議

を
実

施
。

①
公

的
職
業

訓
練

の
実

施
状

況
の

（
今

年
度

の
進

捗
）

②
次

年
度
地

域
職

業
訓

練
実

施
計

画
（

案
）

③
効

果
検
証

（
分

野
決

定
等

）
等

Ｗ
Ｇ

に
よ
る
効

果
検
証

検
証

対
象

コ
ー

ス
の

選
定

ヒ
ア

リ
ン

グ

○
訓

練
実
施

機
関

○
訓

練
修
了

者

○
採

用
企
業

人
材

ニ
ー
ズ

情
報

収
集

（
常

時
）

次
年
度

計
画

の
た

た
き

台
作

成

前
年
度

の
訓

練
実

績
の

把
握

ヒ
ア

リ
ン

グ
結

果
の

整
理

訓
練
効

果
の

把
握

・
検

証
（

案
）

取
り

ま
と

め

協
議
会

開
催

に
向

け
た

都

道
府
県

等
の

打
合

せ
等

今
年

度
の

訓
練

実
績

の
把

握
中

央
協
議
会
②

開
催

中
央

協
議
会
①

開
催

参考資料 １－４
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第
２
回
中
央
職
業
能
力
開
発
促
進
協
議
会
資
料
（
抜
粋
）

・
資
料
１

令
和
７
年
度

第
１
回
地
域
職
業
能
力
開
発
促
進
協
議
会
【
概
要
】

・
資
料
２

各
地
域
に
お
け
る
取
組
事
例

・
資
料
３
-１

令
和
８
年
度
全
国
職
業
訓
練
実
施
計
画
（
案
）

・
資
料
３
-２

令
和
８
年
度
全
国
職
業
訓
練
実
施
計
画
（
案
）
に
お
け
る
令
和
７
年
度
か
ら
の
主
な
変
更
点

・
資
料
３
-３

ハ
ロ
ー
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
（
離
職
者
向
け
）
の
令
和
６
年
度
実
績

・
参
考
資
料
６

ハ
ロ
ー
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
（
公
的
職
業
訓
練
）
の
実
施
状
況
（
全
体
版
）

・
参
考
資
料
７

ハ
ロ
ー
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
に
対
す
る
民
間
教
育
訓
練
実
施
機
関
か
ら
の
主
な
ご
意
見
・
ご
要
望
に
対
す
る
回
答

（
令
和
７
年
度
上
半
期
分
）

参
考
資
料
２
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令
和
７
年
度
第
１
回
地
域
職
業
能
力
開
発
促
進
協
議
会
【
概
要
】

【
地
域
独
自
に
招
聘
し
た
参
加
者
な
ど
】

リ
カ

レ
ン

ト
教

育
を

実
施

す
る

大
学

等
の

参
画

計
2
8
 地

域
社

会
福

祉
協

議
会

の
参

画
計

９
地

域
そ

の
他

・
地

方
自

治
体

の
各

部
局

か
ら

の
説

明
･共

有
・

リ
カ

レ
ン

ト
教

育
を

実
施

す
る

大
学

等
か

ら
の

説
明

･共
有

・
そ

の
他

、
職

業
紹

介
事

業
者

か
ら

の
報

告

地
域
の
人
材
ニ
ー
ズ
等
を
踏
ま
え
た
訓
練
計
画
策
定
の
方
針
を
協
議
し
た
ほ
か
、
訓
練
効
果
の
把
握
・
検
証
（
W
G
）
や
教

育
訓
練
給
付
制
度
に
お
け
る
地
域
の
ニ
ー
ズ
の
把
握
に
係
る
報
告
、
職
業
能
力
開
発
に
関
す
る
取
組
を
関
係
者
間
で
共
有
。

【
主
な
協
議
内
容
】

①
令

和
６

年
度

公
的

職
業

訓
練

の
実

施
状

況
に

つ
い

て
②

訓
練

効
果

の
把

握
・

検
証

（
W

G
）

に
係

る
報

告
に

つ
い

て
③

令
和

８
年

度
地

域
職

業
訓

練
実

施
計

画
の

策
定

に
向

け
た

方
針

に
つ

い
て

④
教

育
訓

練
給

付
制

度
に

お
け

る
地

域
の

ニ
ー

ズ
の

把
握

等
に

つ
い

て
⑤

そ
の

他
の

職
業

能
力

開
発

及
び

向
上

の
促

進
の

た
め

の
取

組

令
和

７
年

1
0
月

2
9
日

第
１

回
愛

媛
県

地
域

職
業

能
力

開
発

促
進

協
議

会
の

風
景

国
と
都
道
府
県
の
共
催
に
よ
り
、
令
和
７
年
1
0
月
か
ら
1
2
月
に
か
け
て

全
都
道
府
県
に
お
い
て
開
催
。

別
添

４

別
添

１
～

３

資
料

１

開
催
状
況

令
和

７
年

1
0
月

2
9
日

第
１

回
長

野
県

地
域

職
業

能
力

開
発

促
進

協
議

会
の

風
景
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令
和
７
年
度
第
１
回
地
域
職
業
能
力
開
発
促
進
協
議
会
【
具
体
的
な
協
議
①
】

【
地

域
協

議
会

で
の

意
見

等
】

【
方

針
】

別
添
１
－
１

群
馬

〇
デ

ジ
タ

ル
人

材
の

育
成

・
確

保
も

重
要

で
あ

る
が

、
各

業
界

（
介

護
・

建
設

・
運

輸
分

野
）

・
業

種
で

人
手

不
足

が
深

刻
で

あ
り

、
人

材
確

保
が

必
要

で
は

な
い

か
と

の
意

見
。

〇
委

託
訓

練
で

は
、

引
き

続
き

、
デ

ジ
タ

ル
分

野
の

訓
練

コ
ー

ス
の

拡
充

を
図

り
つ

つ
、

介
護

、
建

設
、

運
輸

分
野

の
エ

ッ
セ

ン
シ

ャ
ル

ワ
ー

カ
ー

と
呼

ば
れ

る
職

種
の

人
材

育
成

・
確

保
を

基
本

方
針

の
１

つ
に

掲
げ

て
取

り
組

む
。

地
域
協
議
会
で
の
意
見
等
を
踏
ま
え
た
各
地
域
で
の
対
応
方
針

福
島

〇
県

の
求

人
・

求
職

状
況

か
ら

見
え

る
課

題
と

し
て

、
中

高
年

齢
者

の
求

職
者

（
ハ

ロ
ー

ワ
ー

ク
利

用
者

）
が

半
数

以
上

を
占

め
、

6
5
歳

以
上

の
高

齢
者

の
新

規
求

職
申

込
者

が
増

加
傾

向
に

あ
る

。
併

せ
て

、
若

年
層

の
求

職
者

は
減

少
傾

向
に

あ
り

、
職

業
訓

練
の

受
講

者
も

減
少

し
て

い
る

。
現

在
開

講
し

て
い

る
訓

練
コ

ー
ス

と
求

人
ニ

ー
ズ

と
の

乖
離

が
あ

る
と

の
意

見
。

〇
県

内
の

産
業

構
造

及
び

求
人

者
ニ

ー
ズ

を
鑑

み
、

中
高

年
齢

者
の

キ
ャ

リ
ア

チ
ェ

ン
ジ

に
対

応
す

る
新

た
な

コ
ー

ス
を

設
定

す
る

。

「
地
域
の
人
材
ニ
ー
ズ
の
把
握
」
に
つ
い
て

高
知

〇
公

共
職

業
訓

練
の

み
な

ら
ず

求
職

者
支

援
訓

練
に

お
い

て
も

、
指

摘
の

あ
っ

た
分

野
の

訓
練

実
施

施
設

の
開

拓
に

向
け

、
労

働
局

・
高

知
県

・
機

構
で

情
報

共
有

し
つ

つ
取

り
組

ん
で

い
く

。

〇
高

知
県

は
、

農
林

漁
業

の
女

性
就

労
支

援
に

力
を

入
れ

て
い

る
と

こ
ろ

、
「

農
業

分
野

」
訓

練
が

実
施

さ
れ

て
い

な
い

。
ま

た
「

旅
行

・
観

光
分

野
」

訓
練

に
つ

い
て

も
実

施
さ

れ
て

お
ら

ず
、

高
知

県
の

産
業

育
成

か
ら

す
る

と
、

こ
れ

ら
の

分
野

の
訓

練
を

増
や

し
て

い
く

こ
と

が
地

域
産

業
、

訓
練

受
講

生
に

と
っ

て
プ

ラ
ス

に
な

る
の

で
は

な
い

か
と

の
意

見
。

神
奈
川

〇
Ｉ

Ｔ
分

野
の

職
業

訓
練

の
実

施
状

況
を

見
る

と
、

一
時

の
ブ

ー
ム

は
過

ぎ
去

っ
た

よ
う

に
感

じ
る

。
こ

れ
か

ら
は

、
仕

事
で

使
え

る
Ｉ

Ｔ
が

何
な

の
か

を
再

確
認

し
、

そ
れ

を
踏

ま
え

た
訓

練
内

容
に

し
て

い
く

必
要

が
あ

る
と

の
意

見
。

ま
た

、
全

て
の

職
種

で
Ｉ

Ｔ
や

生
成

Ａ
Ｉ

が
必

要
に

な
っ

て
き

て
い

る
。

今
ま

で
人

間
が

や
っ

て
き

た
業

務
の

多
く

が
生

成
Ａ

Ｉ
に

取
り

替
わ

る
こ

と
を

前
提

に
、

企
業

が
何

を
求

め
て

い
る

の
か

を
把

握
し

、
訓

練
の

内
容

に
反

映
し

て
い

く
必

要
が

あ
る

と
の

意
見

。

〇
Ｉ

Ｔ
分

野
に

お
け

る
求

人
者

ニ
ー

ズ
・

求
職

者
ニ

ー
ズ

の
把

握
に

努
め

、
Ｉ

Ｔ
自

体
が

全
産

業
共

通
の

技
術

要
素

で
あ

る
こ

と
を

踏
ま

え
つ

つ
、

各
訓

練
実

施
機

関
、

Ｈ
Ｗ

連
携

し
て

カ
リ

キ
ュ

ラ
ム

の
見

直
し

を
図

る
。
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令
和
７
年
度
第
１
回
地
域
職
業
能
力
開
発
促
進
協
議
会
【
具
体
的
な
協
議
②
】

【
方

針
】

別
添
１
－
２

【
地

域
協

議
会

で
の

意
見

等
】

地
域
協
議
会
で
の
意
見
等
を
踏
ま
え
た
各
地
域
で
の
対
応
方
針

「
公
的
職
業
訓
練
の
実
施
状
況
」
に
つ
い
て

新
潟

〇
ビ

ジ
ネ

ス
マ

ナ
ー

を
身

に
つ

け
る

カ
リ

キ
ュ

ラ
ム

を
実

施
し

て
も

ら
う

と
求

人
事

業
主

と
し

て
は

あ
り

が
た

い
こ

と
。

ま
た

、
デ

ジ
タ

ル
分

野
の

職
業

訓
練

修
了

後
の

仕
上

が
り

像
を

求
人

事
業

主
に

も
伝

え
て

い
た

だ
く

と
、

就
職

促
進

に
も

つ
な

が
る

と
の

意
見

。

〇
ビ

ジ
ネ

ス
マ

ナ
ー

を
身

に
つ

け
る

カ
リ

キ
ュ

ラ
ム

を
多

く
盛

り
込

ん
だ

求
職

者
支

援
訓

練
（

基
礎

コ
ー

ス
）

の
設

定
に

つ
い

て
は

、
引

き
続

き
重

点
的

に
取

り
組

む
。

ま
た

、
求

人
事

業
主

に
対

し
て

は
、

職
業

訓
練

受
講

後
の

就
職

事
例

や
訓

練
修

了
者

及
び

採
用

企
業

等
の

コ
メ

ン
ト

な
ど

を
掲

載
し

た
求

人
事

業
主

向
け

の
資

料
を

作
成

し
、

デ
ジ

タ
ル

分
野

の
求

人
事

業
主

を
は

じ
め

デ
ジ

タ
ル

分
野

以
外

の
求

人
事

業
主

に
対

し
て

も
、

デ
ジ

タ
ル

分
野

の
訓

練
修

了
者

の
採

用
を

促
す

働
き

か
け

を
行

う
。

愛
知

〇
応

募
倍

率
が

1
0
0
％

を
超

え
て

い
る

コ
ー

ス
に

お
い

て
も

、
定

員
充

足
率

が
8
0
％

程
度

に
と

ど
ま

っ
て

い
る

場
合

が
あ

る
。

そ
の

要
因

に
は

入
学

辞
退

者
の

存
在

が
あ

る
が

、
一

定
数

の
辞

退
者

の
発

生
（

目
減

り
率

）
を

想
定

し
た

合
格

者
を

出
す

こ
と

、
補

欠
合

格
枠

を
設

け
る

こ
と

な
ど

、
多

く
の

人
に

受
講

機
会

を
提

供
し

て
い

く
こ

と
、

定
員

充
足

率
を

向
上

し
て

い
く

取
組

が
必

要
で

は
な

い
か

と
の

意
見

。

〇
現

時
点

に
お

い
て

、
定

員
数

を
超

え
る

合
格

者
は

出
し

て
お

ら
ず

、
ま

た
、

補
欠

合
格

枠
も

設
け

て
い

な
い

た
め

、
今

後
、

関
係

機
関

（
愛

知
県

・
JE

E
D

等
）

と
調

整
の

上
、

そ
れ

ら
の

仕
組

み
の

設
定

に
つ

い
て

検
討

す
る

。

島
根

〇
訓

練
の

実
施

は
一

定
進

ん
で

い
る

が
、

制
度

の
存

在
自

体
や

訓
練

の
成

果
が

十
分

に
伝

わ
っ

て
い

な
い

。
修

了
者

の
声

や
、

訓
練

が
就

職
・

定
着

・
生

産
性

向
上

に
つ

な
が

っ
た

事
例

が
見

え
に

く
く

、
採

用
側

に
も

訓
練

の
評

価
が

伝
わ

っ
て

い
な

い
と

の
意

見
。

〇
ア

ン
ケ

ー
ト

や
ヒ

ア
リ

ン
グ

結
果

を
も

と
に

、
修

了
者

の
就

職
状

況
を

整
理

し
、

訓
練

の
成

果
を

適
切

に
伝

え
る

方
策

を
検

討
す

る
。

高
知

〇
「

医
療

事
務

分
野

」
「

介
護

・
医

療
・

福
祉

分
野

」
の

応
募

が
低

調
で

あ
る

状
況

を
踏

ま
え

、
公

的
職

業
訓

練
の

広
報

に
つ

い
て

、
構

成
員

そ
れ

ぞ
れ

の
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
を

活
用

し
て

周
知

に
協

力
し

て
い

き
た

い
と

の
意

見
。

〇
各

構
成

員
へ

の
情

報
共

有
の

内
容

、
時

期
や

方
法

に
つ

い
て

協
議

し
、

広
報

の
協

力
依

頼
を

行
っ

て
い

く
。
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令
和
７
年
度
公
的
職
業
訓
練
効
果
検
証
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
【
概
要
】

目
的

令
和
７
年
度
の
対
象
分
野

令
和

７
年

度
下

半
期

令
和

７
年

度
上

半
期

令
和

６
年

度

中
央

職
業

能
力

開
発

促
進

協
議

会

地
域

職
業

能
力

開
発

促
進

協
議

会

ワ
ー

キ
ン

グ
グ

ル
ー

プ
（

Ｗ
Ｇ

）
選

定
分

野
の

う
ち

３
コ

ー
ス

×
３

者
（

修
了

者
、

採
用

企
業

、
実

施
機

関
）

協
議

会
開

催

ヒ
ア

リ
ン

グ
等

結
果

整
理

改
善

促
進

策

（
案

）
検

討

協
議

会

開
催

１
月

協
議

会

開
催

協
議

会

開
催

９
月

地
域

協
議

会
か

ら
検

討
結

果
を

報
告

協
議

会
開

催

２
～

３
月

検
証

対
象

訓
練

分
野

を
選

定

協
議

会
開

催

1
0
月

～
1
2
月

Ｗ
Ｇ

か
ら

報
告

①
④

②
③

２
～

３
月

１
月

適
切

か
つ

効
果

的
な

職
業

訓
練

を
実

施
し

て
い

く
た

め
、

個
別

の
訓

練
コ

ー
ス

に
つ

い
て

訓
練

修
了

者
等

へ
の

ヒ
ア

リ
ン

グ
等

を
通

じ
、

訓
練

効
果

を
把

握
・

検
証

し
、

訓
練

カ
リ

キ
ュ

ラ
ム

等
の

改
善

を
図

る
。

デ
ジ

タ
ル

分
野

１
９

県
Ｉ

Ｔ
分

野
２

県

デ
ジ

タ
ル

分
野

：
北

海
道

・
青

森
・

岩
手

・
茨

城
・

千
葉

・
福

井
・

静
岡

・
三

重
・

和
歌

山
・

鳥
取

・
島

根
・

広
島

・
徳

島
・

愛
媛

・
福

岡
・

長
崎

・
熊

本
・

宮
崎

・
鹿

児
島

IT
分

野
：

滋
賀

・
山

口

介
護

・
医

療
・

福
祉

分
野

(一
部

の
み

を
含

む
。

)１
８

県
山

形
・

福
島

・
栃

木
・

千
葉

・
神

奈
川

・
富

山
・

石
川

・
山

梨
・

長
野

・
岐

阜
・

京
都

・
大

阪
・

兵
庫

・
奈

良
・

香
川

・
高

知
・

大
分

・
沖

縄

営
業

・
販

売
・

事
務

分
野

(一
部

の
み

を
含

む
。

) 
８

県
宮

城
・

秋
田

・
群

馬
・

新
潟

・
島

根
・

岡
山

・
佐

賀
・

熊
本

※
上

記
の

分
野

の
ほ

か
、

医
療

事
務

分
野

（
山

梨
）

、
旅

行
・

観
光

分
野

（
東

京
）

、
製

造
分

野
（

埼
玉

・
愛

知
）

、
建

設
関

連
分

野
（

愛
知

）
が

選
定

さ
れ

た
。

（
複

数
分

野
選

定
し

た
県

も
あ

り
。

）

＜
参
考
＞
検
討
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

別
添
２
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ヒ
ア
リ
ン
グ
実
施
結
果
概
要
①
（
デ
ジ
タ
ル
分
野
）

訓
練

実
施

に
あ

た
っ

て
工

夫
し

て
い

る
点

知
識

の
習

得
だ

け
で

な
く

、
実

務
に

近
い

環
境

で
の

演
習

を
積

極
的

に
取

り
入

れ
、

訓
練

生
が

現
場

で
必

要
と

さ
れ

る
対

応
力

や
問

題
解

決
力

を
育

成
し

て
い

る
。

【
徳

島
県

】

訓
練

実
施

に
あ

た
っ

て
課

題
で

あ
る

点

W
eb

デ
ザ

イ
ン

を
行

う
上

で
の

よ
り

幅
広

い
知

識
や

技
術

【
改

善
案

等
】

【
ヒ

ア
リ

ン
グ

の
内

容
等

】
訓
練
実
施
機
関

訓
練
修
了
生
採
用
企
業

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
力

や
仕

事
に

取
り

組
む

姿
勢

、
積

極
性

な
ど

の
社

会
人

基
礎

力
も

重
要

【
島

根
県

】

Ｃ
Ｍ

な
ど

の
広

報
を

通
じ

て
職

業
訓

練
に

も
っ

と
付

加
価

値
を

つ
け

て
欲

し
い

。

【
島

根
県

】

訓
練
修
了
者

採
用

に
あ

た
り

重
視

す
る

ス
キ

ル
等

周
知

動
画

を
制

作
し

、
訓

練
の

具
体

的
な

成
果

と
活

用
事

例
を

“見
え

る
化

”す
る

。

ま
た

、
作

成
動

画
を

協
議

会
構

成
機

関
が

共
通

の
素

材
と

し
て

活
用

し
、

訓
練

の
社

会
的

認
知

度
を

高
め

る
。

【
島

根
県

】

訓
練

内
容

の
う

ち
就

職
後

に
役

に
立

っ
た

も
の

職
業

訓
練

に
対

す
る

意
見

デ
ジ

タ
ル

分
野

の
企

業
求

人
が

少
な

い
た

め
、

訓
練

後
の

出
口

が
少

な
い

。
求

人
数

も

少
な

く
、

経
験

や
知

識
が

必
須

の
者

が
多

い
た

め
応

募
可

能
な

求
人

が
限

ら
れ

て
く

る
。

【
福

井
県

】

職
業

訓
練

に
対

す
る

意
見

求
人

の
確

保
お

よ
び

経
験

や
知

識
が

必
須

の
求

人
に

対
し

て
の

要
件

緩
和

の
提

案
を

行
う

。
ま

た
訓

練
情

報
に

つ
い

て
求

人
企

業
に

対
し

て
の

広
報

を
強

化
す

る
。

【
福

井
県

】

よ
り

一
層

習
得

し
て

お
く

こ
と

が
望

ま
し

い
ス

キ
ル

他
部

署
と

の
連

携
が

重
要

に
な

り
、

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
力

が
必

要
な

た
め

、
実

務

に
即

し
た

課
題

解
決

の
た

め
の

グ
ル

ー
プ

ワ
ー

ク
や

グ
ル

ー
プ

デ
ィ

ス
カ

ッ
シ

ョ
ン

が

あ
る

と
よ

い
。

【
三

重
県

】

チ
ー

ム
で

作
業

を
行

う
業

務
で

あ
る

た
め

、
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

能
力

が
重

要
で

あ
る

。

【
北

海
道

】

企
業

は
専

門
分

野
の

知
識

に
限

ら
ず

、
基

本
的

な
ビ

ジ
ネ

ス
ス

キ
ル

や
コ

ミ
ュ

ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
能

力
等

の
習

得
も

求
め

て
い

る
こ

と
に

着
目

し
、

カ
リ

キ
ュ

ラ
ム

の
見

直
し

等
を

推
進

。
【

北
海

道
】

チ
ー

ム
作

業
や

プ
レ

ゼ
ン

テ
ー

シ
ョ

ン
等

は
就

職
後

も
役

立
っ

て
い

る
。

【
和

歌
山

県
】

サ
イ

バ
ー

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

の
重

要
性

は
認

識
さ

れ
て

い
た

が
、

訓
練

で
は

十
分

に
扱

わ

れ
て

い
な

か
っ

た
。

実
務

で
は

、
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
は

非
常

に
重

要
で

あ
る

た
め

、
よ

り

深
く

学
べ

た
ら

よ
か

っ
た

と
思

う
。

【
徳

島
県

】

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

に
お

け
る

情
報

漏
洩

や
サ

イ
バ

ー
攻

撃
の

リ
ス

ク
が

高
ま

っ
て

い
る

こ
と

を
踏

ま
え

、
カ

リ
キ

ュ
ラ

ム
等

に
、

デ
ジ

タ
ル

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

や
サ

イ
バ

ー
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
に

関
す

る
知

識
の

取
得

を
提

案
【

徳
島

県
】

別
添
３
－
１

訓
練

内
容

や
仕

上
が

り
像

を
明

確
化

す
る

た
め

に
、

よ
り

分
か

り
や

す
い

資
料

や
説

明
、

体
験

会
等

が
あ

れ
ば

良
か

っ
た

。
【

広
島

県
】

事
前

説
明

会
に

お
け

る
資

料
や

説
明

の

さ
ら

な
る

具
体

化
等

に
よ

り
、

訓
練

の

受
講

に
よ

り
得

る
こ

と
が

で
き

る
知

識
・

技
能

に
つ

い
て

の
よ

り
一

層
の

見

え
る

化
を

図
る

。
【

広
島

県
】

「
プ

ロ
グ

ラ
マ

ー
養

成
科

」
と

い
う

名
称

が
企

業
に

誤
解

を
招

く
可

能
性

が
あ

る
。

よ
り

実

態
に

即
し

た
名

称
の

方
が

企
業

と
の

マ
ッ

チ
ン

グ
率

が
高

ま
る

の
で

は
。

【
徳

島
県

】

訓
練

コ
ー

ス
の

名
称

に
つ

い
て

、
内

容

や
目

的
に

即
し

た
、

よ
り

適
切

な
名

称

へ
の

見
直

し
を

提
案

。
【

徳
島

県
】

就
職

後
に

感
じ

た
訓

練
で

学
ん

で
お

く
べ

き
で

あ
っ

た
ス

キ
ル

職
業

訓
練

に
対

す
る

意
見
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ヒ
ア
リ
ン
グ
実
施
結
果
概
要
②
（
介
護
･医
療
･福
祉
分
野
）

介
護

現
場

で
よ

く
あ

る
ケ

ー
ス

ス
タ

デ
ィ

を
用

い
た

ロ
ー

ル
プ

レ
イ

を
積

極
的

に

実
施

し
て

い
る

。
【

香
川

県
】

【
改

善
案

等
】

【
ヒ

ア
リ

ン
グ

の
内

容
等

】

実
習

等
で

実
際

に
触

っ
て

、
体

験
し

て
い

る
こ

と
。

人
と

対
し

た
と

き
に

力
の

加
え

方
な

ど
不

安
が

生
じ

る
の

で
、

そ
こ

に
免

疫
が

あ
る

こ
と

が
大

事
。

【
大

分
県

】
採

用
に

あ
た

り
重

視
す

る
ス

キ
ル

訓
練

実
施

に
あ

た
っ

て
工

夫
し

て
い

る
点

訓
練

実
施

に
あ

た
っ

て
課

題
で

あ
る

点

職
業

訓
練

に
対

す
る

意
見

訓
練

コ
ー

ス
の

設
定

の
都

度
、

介
護

施
設

等
の

介
護

従
事

者
に

講
師

を
依

頼
し

て
い

る
が

、

介
護

現
場

は
人

手
不

足
の

状
況

で
あ

り
、

講
師

を
依

頼
す

る
こ

と
が

容
易

で
は

な
く

、
講

師
の

確
保

が
厳

し
い

状
況

【
福

島
県

】

よ
り

一
層

習
得

し
て

お
く

こ
と

が
望

ま
し

い
ス

キ
ル

全
体

的
な

Ｐ
Ｒ

だ
け

で
な

な
く

、
介

護
の

よ
う

な
充

足
率

が
低

い
分

野
に

は
個

別

コ
ー

ス
の

周
知

な
ど

に
も

協
力

し
て

ほ
し

い
。

【
石

川
県

】

講
師

の
負

担
を

軽
減

す
る

た
め

に
、

一
部

オ
ン

ラ
イ

ン
形

式
で

行
う

方
法

を
計

画
・

検
討

。
【

福
島

県
】

ハ
ロ

ー
ワ

ー
ク

と
訓

練
実

施
機

関
が

連
携

し
、

Ｓ
Ｎ

Ｓ
等

を
活

用
し

て
職

業
訓

練
制

度
の

更
な

る
周

知
を

図
る

と
と

も
に

、
積

極
的

な
受

講
勧

奨
に

取
り

組
む

。
【

石
川

県
】

職
業

訓
練

に
対

す
る

意
見

介
護

記
録

を
タ

ブ
レ

ッ
ト

端
末

で
行

う
が

、
操

作
に

苦
慮

す
る

者
も

あ
る

。
現

場
に

お
け

る
IT

機
器

の
広

が
り

を
踏

ま
え

る
と

、
IT

関
係

の
訓

練
内

容
を

組
み

込
め

る
と

よ
い

。

【
岐

阜
県

】

多
様

な
種

類
の

施
設

で
実

習
・

見
学

を
行

い
、

各
施

設
の

雰
囲

気
に

接
し

て
も

ら
う

機
会

を
多

く
と

っ
て

ほ
し

い
、

そ
う

す
る

こ
と

で
ミ

ス
マ

ッ
チ

に
よ

る
離

職
も

防
げ

る
と

思
う

。

【
石

川
県

】

利
用

者
と

直
接

触
れ

合
う

作
業

が
役

に
立

っ
た

。
【

大
分

県
】

訓
練

カ
リ

キ
ュ

ラ
ム

の
中

で
、

利
用

者
と

の
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

に
関

す
る

内
容

、
例

え
ば

カ
ス

タ
マ

ー
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
や

ア
ン

ガ
ー

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

な
ど

の
講

義
も

必
要

で
あ

る
。

【
福

島
県

】

訓
練

内
容

の
う

ち
就

職
後

に
役

に
立

っ
た

も
の

就
職

後
に

感
じ

た
訓

練
で

学
ん

で
お

く
べ

き
で

あ
っ

た
ス

キ
ル

職
業

訓
練

に
対

す
る

意
見

職
場

実
習

や
職

場
見

学
は

、
も

っ
と

い
ろ

ん
な

種
類

の
施

設
に

行
っ

て
み

た
か

っ
た

。
そ

れ
に

よ
っ

て
、

就
職

活
動

が
よ

り
ス

ム
ー

ズ
に

進
め

ら
れ

る
と

思
う

。
【

神
奈

川
県

】

実
技

の
授

業
、

職
場

実
習

・
職

場
見

学
等

の
充

実
な

ど
就

職
後

の
ミ

ス
マ

ッ
チ

を
防

ぐ
よ

う
、

カ
リ

キ
ュ

ラ
の

内
容

を
見

直
す

。

【
神

奈
川

県
】

職
場

実
習

や
見

学
等

を
通

じ
て

実
際

の
就

労
現

場
を

想
定

で
き

る
よ

う
、

訓
練

内
容

の
充

実
を

図
る

よ
う

提
案

す
る

。
【

石
川

県
】

別
添
３
－
２

現
場

に
お

い
て

IT
機

器
が

活
用

さ
れ

て
い

る
状

況
を

踏
ま

え
、

IT
機

器

（
パ

ソ
コ

ン
、

タ
ブ

レ
ッ

ト
）

の
能

力
に

関
す

る
講

習
時

間
の

確
保

。

【
岐

阜
県

】

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
能

力
向

上
を

特
に

重
要

と
す

る
意

見
が

多
く

、
ま

た
、

職
場

内
で

の
人

材
育

成
を

行
う

余
裕

が
な

い
と

の
意

見
か

ら
、

現
場

で
活

用
で

き
る

ス
キ

ル
を

身
に

付
け

ら
れ

る
よ

う
、

カ
リ

キ
ュ

ラ
ム

の
内

容
を

見
直

す
。

【
福

島
県

】

訓
練
実
施
機
関

訓
練
修
了
生
採
用
企
業

訓
練
修
了
者
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ヒ
ア
リ
ン
グ
実
施
結
果
概
要
③
（
営
業
･販
売
･事
務
分
野
）

【
改

善
案

等
】

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
力

や
仕

事
に

取
り

組
む

姿
勢

、
積

極
性

な
ど

の
社

会
人

基
礎

力
も

重
要

【
島

根
県

】

訓
練

実
施

に
あ

た
っ

て
工

夫
し

て
い

る
点

実
際

に
就

職
し

て
役

立
つ

ビ
ジ

ネ
ス

マ
ナ

ー
や

パ
ソ

コ
ン

の
基

本
操

作
等

を
カ

リ

キ
ュ

ラ
ム

に
組

み
込

ん
で

い
る

。
【

岡
山

県
】

【
ヒ

ア
リ

ン
グ

の
内

容
等

】

訓
練

を
修

了
出

来
な

い
方

や
就

職
意

欲
が

欠
如

し
て

い
る

方
（

健
康

状
態

が
悪

い
、

制
度

不
理

解
、

受
講

意
欲

の
欠

如
等

）
に

対
す

る
受

け
入

れ
の

厳
格

化
が

必
要

。
【

秋
田

県
】

職
業

訓
練

に
対

す
る

意
見

公
共

職
業

訓
練

の
認

知
度

は
依

然
と

し
て

低
く

、
ハ

ロ
ー

ワ
ー

ク
で

の
説

明
会

や
イ

ベ
ン

ト

な
ど

を
通

じ
て

、
今

後
も

認
知

拡
大

に
努

め
、

定
員

充
足

の
向

上
を

図
っ

て
い

た
だ

き
た

い
。

【
宮

城
県

】

採
用

に
あ

た
り

重
視

す
る

ス
キ

ル
等

職
業

訓
練

に
対

す
る

意
見

よ
り

一
層

習
得

し
て

お
く

こ
と

が
望

ま
し

い
ス

キ
ル

訓
練

内
容

の
う

ち
就

職
後

に
役

に
立

っ
た

も
の

就
職

後
に

感
じ

た
訓

練
で

学
ん

で
お

く
べ

き
で

あ
っ

た
ス

キ
ル

職
業

訓
練

に
対

す
る

意
見

求
人

票
に

W
o
rd

、
E
xc

e
lの

基
本

操
作

が
必

要
と

あ
る

と
応

募
を

躊
躇

し
て

い
た

が
、

訓
練

受
講

に
よ

り
「

W
o
rd

、
E
xc

e
lの

基
本

操
作

は
で

き
ま

す
」

と
自

信
を

持
っ

て
言

え
る

よ
う

に
な

っ
た

。
【

新
潟

県
】

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
や

ビ
ジ

ネ
ス

マ
ナ

ー
に

関
し

て
、

簡
単

な
説

明
程

度
の

内
容

で

あ
っ

た
た

め
、

仕
事

に
活

か
せ

る
よ

う
な

充
実

し
た

内
容

を
望

む
。

【
秋

田
県

】

P
C
基

礎
力

が
身

に
つ

い
て

い
れ

ば
、

ス
テ

ッ
プ

ア
ッ

プ
し

た
と

こ
ろ

か
ら

新
規

採
用

研
修

す
る

こ
と

が
で

き
業

務
効

率
化

に
繋

が
っ

て
い

る
。

【
群

馬
県

】

エ
ク

セ
ル

で
マ

ク
ロ

を
使

っ
た

り
し

た
が

、
今

は
ア

ク
セ

ス
を

よ
く

使
っ

て
い

る

の
で

、
も

う
少

し
や

っ
て

お
け

ば
よ

か
っ

た
。

【
岡

山
県

】

パ
ソ

コ
ン

訓
練

に
つ

い
て

は
、

初
級

科
も

必
要

で
は

あ
る

が
、

そ
の

上
位

レ
ベ

ル
で

あ
る

中

級
科

や
上

級
科

な
ど

レ
ベ

ル
分

け
し

た
コ

ー
ス

を
設

定
し

て
も

い
い

。
【

秋
田

県
】

訓
練

実
施

に
あ

た
っ

て
課

題
で

あ
る

点

企
業

に
お

け
る

基
本

的
な

P
C
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
の

習
得

を
期

待
す

る
。

【
岡

山
県

】

PC
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
対

策
に

関
す

る

カ
リ

キ
ュ

ラ
ム

の
充

実
。

【
岡

山

県
】

引
き

続
き

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

や
Ｓ

Ｎ
Ｓ

、

関
係

機
関

と
の

連
携

に
よ

る
イ

ベ
ン

ト
等

を
活

用
し

た
訓

練
の

周
知

・
体

験
・

広
報

を
行

い
、

訓
練

内
容

の
認

知
を

図
る

。
【

宮
城

県
】

パ
ソ

コ
ン

中
級

科
の

コ
ー

ス
設

定

に
向

け
、

開
講

時
期

や
開

催
地

域

等
も

含
め

て
検

討
す

る
。

【
秋

田

県
】

別
添
３
－
３

訓
練

実
施

機
関

に
対

し
、

訓
練

内
容

に
盛

り
込

ま
れ

て
い

る
コ

ミ
ュ

ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
能

力
や

ビ
ジ

ネ
ス

マ

ナ
ー

を
重

視
す

る
声

が
あ

る
こ

と
を

伝
え

、
そ

の
重

要
性

に
つ

い
て

の
認

識
を

共
有

す
る

。
【

秋
田

県
】

訓
練
実
施
機
関

訓
練
修
了
生
採
用
企
業

訓
練
修
了
者

受
講

生
送

り
出

し
に

際
し

、
ハ

ロ
ー

ワ
ー

ク
窓

口
に

て
就

職
の

た
め

の
訓

練
制

度
で

あ
る

旨
の

趣
旨

説
明

を
徹

底
す

る
。

【
秋

田
県

】

よ
り

高
度

な
ス

キ
ル

や
知

識
が

必

要
な

場
合

に
は

、
他

分
野

の
適

切

な
コ

ー
ス

を
案

内
。

【
岡

山
県

】
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令
和
７
年
度
第
１
回
地
域
職
業
能
力
開
発
促
進
協
議
会
【
共
有
事
例
な
ど
】

愛
媛

愛
媛
大
学

か
ら

し
ま

な
み

未
来

社
会

人
材

育
成

プ
ラ

ッ
ト

フ
ォ

ー
ム

お
よ

び
地

域
共

創
型

リ
カ

レ
ン

ト
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
実

施
状

況
等

に
つ

い
て

説
明

、
情

報
共

有
。

兵
庫

県
の
教
育
委
員
会
事
務
局

よ
り

、
高

校
生

に
対

す
る

キ
ャ

リ
ア

教
育

の
一

環
と

し
て

教
育

委
員

会
が

実
施

し
て

い
る

イ
ン

タ
ー

ン
シ

ッ
プ

事
業

及
び

高
度

熟
練

技
能

者
等

が
特

別
非

常
勤

講
師

と
し

て
実

技
指

導
を

行
う

事
業

等
に

つ
い

て
説

明
、

情
報

共
有

。

愛
知

中
部
経
済
産
業
局

か
ら

、
中

小
企

業
庁

が
作

成
し

た
人

材
育

成
ガ

イ
ド

ブ
ッ

ク
の

活
用

方
法

に
つ

い
て

説
明

が
あ

り
、

同
ガ

イ
ド

ブ
ッ

ク
に

は
企

業
が

直
面

す
る

経
営

課
題

へ
の

対
応

、
人

材
に

関
す

る
支

援
策

、
人

材
戦

略
の

取
り

組
み

ポ
イ

ン
ト

が
整

理
さ

れ
て

い
る

こ
と

な
ど

に
つ

い
て

、
情

報
共

有
。

リ
カ
レ
ン
ト

教
育
を
実
施

す
る
大
学
等

地
方
自
治
体

の
各
部
局

そ
の
他職
業
能
力
開
発
に
関
わ
る
様
々
な
情
報
共
有

別
添
４

宮
城

宮
城
大
学

か
ら

「
D

o
w

n
st

re
a
m

か
ら

学
ぶ

D
X
」

(※
)の

取
組

み
を

発
表

、
共

有
。

（
※

）
県

内
の

中
小

企
業

の
デ

ジ
タ

ル
人

材
の

不
足

が
指

摘
さ

れ
る

中
、

県
内

産
業

の
D

X
推

進
を

加
速

化
さ

せ
る

こ
と

を
目

的
と

し
て

開
催

す
る

プ
ロ

グ
ラ

ム
で

あ
り

、
対

象
は

県
内

の
中

小
企

業
に

勤
務

す
る

在
職

者
2
0
名

と
な

っ
て

い
る

。

愛
媛

県
の
経
済
労
働
部
産
業
雇
用
局
労
政
雇
用
課

か
ら

、
県

で
実

施
し

て
い

る
デ

ジ
タ

ル
人

材
育

成
の

た
め

の
施

策
、

IT
人

材
確

保
の

た
め

外
国

人
材

受
入

・
定

着
サ

ポ
ー

ト
デ

ス
ク

を
開

設
し

た
こ

と
、

県
外

大
学

と
の

就
職

支
援

連
携

協
定

の
締

結
つ

い
て

説
明

、
情

報
共

有
。

長
野

長
野
県
専
修
学
校
各
種
学
校
連
合
会

か
ら

、
若

年
者

へ
の

産
業

理
解

の
た

め
の

取
組

と
し

て
文

部
科

学
省

の
委

託
事

業
を

活
用

し
、

メ
タ

バ
ー

ス
空

間
を

活
用

し
た

企
業

紹
介

や
産

業
案

内
の

取
組

に
つ

い
て

説
明

、
協

力
依

頼
が

さ
れ

た
。

広
島

中
国
経
済
産
業
局

か
ら

、
「

人
材

育
成

に
か

か
る

企
業

側
の

受
け

入
れ

体
制

の
整

備
、

意
識

醸
成

に
向

け
て

の
取

組
」

に
つ

い
て

の
説

明
、

情
報

共
有

。
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①
デ

ジ
タ

ル
分

野
の

定
員

充
足

率
（

9
月

末
）

R
6
年

度
6
8
.6

％
→

R
7

年
度

7
1

.4
%

 

②
プ

ロ
グ

ラ
ミ

ン
グ

分
野

の
訓

練
コ

ー
ス

の
中

止
コ

ー
ス

数
（

9
月

末
）

R
6
年

度
2
コ

ー
ス

→
  

R
7

年
度

０
コ

ー
ス

0

【
ワ

ー
キ

ン
グ

グ
ル

ー
プ

の
検

証
結

果
等

を
踏

ま
え

た
P

D
C

A
の

取
組

】

新
潟

県
に

お
い

て
は

、
官

民
で

連
携

し
て

県
内

産
業

の
D

X
を

推
進

す
る

上
で

、
人

材
が

最
た

る
課

題
R

5
は

デ
ジ

タ
ル

分
野

全
体

の
検

証
を

行
っ

た
が

、
新

潟
県

が
提

唱
す

る
「

県
内

産
業

の
D

X
化

の
推

進
」

の
面

の
検

証
が

不
十

分
で

あ
っ

た
と

分
析

令
和

６
年

度
ワ

ー
キ

ン
グ

グ
ル

ー
プ

に
よ

る
効

果
検

証

デ
ジ

タ
ル

分
野

の
中

で
も

、
特

に
D

X
人

材
に

有
効

と
さ

れ
て

い
る

P
y
th

o
n
、

Ja
v
a
S
cr

ip
t、

P
H

P
等

の
ス

キ
ル

を
習

得
で

き
る

訓
練

コ
ー

ス
に

絞
り

効
果

検
証

を
実

施

各
地
域
に
お
け
る
取
組
事
例
【
新
潟
】

P
y
th

o
n
、

Ja
v
a
S
cr

ip
t、

P
H

P
等

の
デ

ジ
タ

ル
ス

キ
ル

の
習

得
は

、
県

内
企

業
の

人
材

ニ
ー

ズ
に

対
応

し
て

お
り

、
有

益
な

カ
リ

キ
ュ

ラ
ム

一
方

で
、

求
職

者
に

は
、

デ
ジ

タ
ル

分
野

の
訓

練
の

魅
力

や
訓

練
修

了
後

の
仕

上
が

り
像

、
就

職
先

の
イ

メ
ー

ジ
等

が
十

分
に

伝
わ

っ
て

い
な

い
た

め
、

以
下

の
よ

う
な

課
題

も 訓
練

の
申

込
み

に
結

び
つ

い
て

い
な

い
訓

練
修

了
後

の
就

職
先

選
定

時
に

お
け

る
ミ

ス
マ

ッ
チ

等

改
善

策
の

実
施

（
令

和
７

年
度

の
取

組
）

「
訓

練
プ

ラ
ス

P
R

情
報

」

訓
練

修
了

後
の

就
職

先
の

イ

メ
ー

ジ
や

訓
練

で
習

得
し

た

ス
キ

ル
の

活
用

場
面

等
を

ま

と
め

た
「

訓
練

プ
ラ

ス
P
R

情

報
」

を
作

成

デ
ジ

タ
ル

訓
練

の
魅

力
等

を

求
職

者
に

ア
ピ

ー
ル

求
職

者
の

関
心

を
引

く

訓
練

科
名

の
設

定

訓
練

の
仕

上
が

り
像

や
学

習
レ

ベ
ル

等
に

応
じ

た
求

職
者

の
関

心
を

引
く

訓
練

課
名

や
サ

ブ
タ

イ
ト

ル
を

設
定

H
W

職
員

の
デ

ジ
タ

ル
知

識
向

上

訓
練

実
施

施
設

に
よ

る
訓

練
説

明
会

職
員

を
対

象
と

し
た

訓
練

実
施

施
設

見
学

会

求
人

事
業

主
に

対
す

る
周

知
・

啓
発

デ
ジ

タ
ル

分
野

の
訓

練
修

了
者

の
認

知
度

向

上
及

び
採

用
促

進
に

向
け

た
働

き
か

け

訓
練

修
了

後
の

就
職

を
見

据
え

た
的

確
な

受
講

あ
っ

せ
ん

訓
練

修
了

者
歓

迎
求

人
を

確
保

プ
ロ

グ
ラ

ミ
ン

グ
科

デ
ー

タ
に

強
く

な
れ

る
！

プ
ロ

グ
ラ

ミ
ン

グ
科

D
S
プ

ロ
グ

ラ
マ

ー
養

成
科

企
業

実
習

付
き

！

未
経

験
か

ら
チ

ャ
レ

ン
ジ

！

プ
ロ

グ
ラ

マ
ー

養
成

科

取
組

実
績

（
令

和
７

年
度

）

ワ
ー

キ
ン

グ
グ

ル
ー

プ
の

検
証

結
果

等
を

踏
ま

え
た

改
善

策
を

実
施

実
施

し
た

改
善

策
に

つ
い

て
検

証
を

行
い

、
更

な
る

改
善

策
を

検
討

・
実

施 実
績

等
を

踏
ま

え
た

更
な

る
改

善

「
訓

練
プ

ラ
ス

P
R

情
報

」
が

受
講

率
向

上
に

効
果

求
職

者
支

援
訓

練
の

コ
ー

ス
で

必
須

に

訓
練

修
了

生
の

就
職

促
進

に
は

、
求

人
部

門
と

連
携

し
た

取
組

が
不

可
欠

求
人

部
門

担
当

者
も

訓
練

実
施

施
設

見
学

会
に

参
加

※
作

成
実

績
：

延
べ

８
施

設
1
7
コ

ー
ス

（
R

7
.1

1
）

【
設

定
事

例
】

資
料

２
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各
地
域
に
お
け
る
取
組
事
例
【
高
知
】

【
ハ

ロ
ー

ト
レ

ー
ニ

ン
グ

・
メ

デ
ィ

ア
ツ

ア
ー

の
実

施
】

メ
デ

ィ
ア

関
係

者
に

「
見

て
・

体
験

し
て

・
知

っ
て

」
も

ら
う

こ
と

で
、

ハ
ロ

ー
ト

レ
ー

ニ
ン

グ
の

理
解

を
深

め
、

そ
の

魅
力

を
発

信

報
道

さ
れ

る
た

め
に

1

来
年

度
に

向
け

た
課

題
等

ド
ロ

ー
ン

操
作

は
興

味
を

示
さ

れ
る

一
方

、
放

映
さ

れ
な

い
内

容
も

新
た

な
体

験
内

容
等

を
検

討

注
目

度
の

高
い

イ
ベ

ン
ト

と
同

日
の

開
催

と
な

っ
た

た
め

、
参

加
を

辞
退

す
る

メ
デ

ィ
ア

も

ギ
リ

ギ
リ

ま
で

他
イ

ベ
ン

ト
の

日
程

を
見

極
め

工
夫

①

報
道

「
映

え
」

す
る

体
験

メ
ニ

ュ
ー

を
用

意

工
夫

③

参
加

メ
デ

ィ
ア

を

「
ハ

ロ
ー

ト
レ

ー
ニ

ン
グ

体
験

大
使

」

に
任

命

工
夫

②

「
た

し
か

め
た

ん
」

（
厚

生
労

働
省

労
働

基

準
局

広
報

キ
ャ

ラ
ク

タ
ー

）
と

「
く

ろ
し

お

く
ん

」
（

高
知

県
広

報
キ

ャ
ラ

ク
タ

ー
）

が

参
加

者
と

一
緒

に
職

業
訓

練
を

体
験

す
る

と

と
も

に
、

高
知

県
の

地
域

別
最

低
賃

金
の

Ｐ

Ｒ
活

動
を

実
施

ド
ロ

ー
ン

飛
行

操
作

体
験

住
宅

C
A

D
 リ

フ
ォ

ー
ム

技
術

科

（
ポ

リ
テ

ク
セ

ン
タ

ー
高

知
）

電
気

カ
ー

ト
の

仕
組

み
と

乗
車

体
験

自
動

車
整

備
科

（
県

立
高

知
高

等
技

術
学

校
）

飾
り

切
り

技
術

の
体

験

調
理

師
科

（
R

K
C

 調
理

製
菓

専
門

学
校

）

工
夫

④

メ
デ

ィ
ア

に
対

し
て

、
繰

り

返
し

参
加

依
頼

を
実

施

定
例

記
者

会
見

の
場

に
お

い
て

、
労

働
局

長
か

ら
参

加
を

依
頼

県
内

の
全

メ
デ

ィ
ア

に
対

し
て

、
訪

問
・

電
話

に
よ

る
参

加
依

頼
を

実
施

報
道

実
績

高
知

さ
ん

さ
ん

テ
レ

ビ

ロ
ー

カ
ル

ニ
ュ

ー
ス

番
組

で
約

3
分

間
の

放
映

高
知

ケ
ー

ブ
ル

テ
レ

ビ

情
報

番
組

で
約

８
分

間
の

放
映

※
再

放
送

含
め

2
0
回

の
放

映

※
他

の
1
7
局

（
他

県
の

1
1
局

含
む

）
の

ケ
ー

ブ
ル

テ
レ

ビ
で

も
放

映

R
K
C
 高

知
放

送

ロ
ー

カ
ル

ニ
ュ

ー
ス

番
組

で
約

２
分

間
の

放
映

充
足

率
の

強
化

等
の

観
点

か
ら

、
「

介
護

分
野

」

の
体

験
メ

ニ
ュ

ー
も

用
意

当
日

、
労

働
局

長
か

ら
任

命
書

を
交

付

高
知

さ
ん

さ
ん

テ
レ

ビ
R
K
C

高
知

放
送

高
知

ケ
ー

ブ
ル

テ
レ

ビ

参
加

メ
デ

ィ
ア
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各
地
域
に
お
け
る
取
組
事
例
【
長
崎
】

令
和
６
年
度
第
１
回
の
当
協
議
会
で
取
り
上
げ
た
、
長
崎
労
働
局
主
催
の

「
ハ
ロ
ー
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
フ
ェ
ス
2
0
2
4
」
実
施
に
よ
る
成
果
等

令
和

５
年

度

2

令
和

７
年

度

「
ハ

ロ
ー

ト
レ

ー
ニ

ン
グ

フ
ェ

ス
2

0
2

4
」

令
和

６
年

度

第
２

弾
「

ハ
ロ

ー
ト

レ
ー

ニ
ン

グ
フ

ェ
ス

2
0

2
4

」

【
開

催
日

】
令

和
６

年
２

月
2
5
日

（
日

）
【

開
催

場
所

】
出

島
メ

ッ
セ

長
崎

【
開

催
方

式
】

単
独

開
催

「
ハ

ロ
ー

ト
レ

ー
ニ

ン
グ

フ
ェ

ス
2

0
2

6
」

開
催

に
当

た
っ

て
の

工
夫

し
た

事
項

開
催

場
所

の
選

定

長
崎

駅
近

く
の

中
心

地
に

あ
り

、
イ

ベ
ン

ト
会

場
（

2
0
2
1
年

オ
ー

プ
ン

）
と

し
て

の
認

知
度

が
高

く
、

ま
た

、
交

通
の

便
が

良
く

遠
方

か
ら

の
参

加
も

可
能

周
知

広
報

F
M

長
崎

で
１

月
か

ら
毎

週
ハ

ロ
ト

レ
関

係
の

周
知

を
実

施
長

崎
駅

前
広

場
に

設
置

さ
れ

て
い

る
大

型
ビ

ジ
ョ

ン
で

動
画

（
1
5
秒

）
を

放
映

成
果

等

参
加

者
数

1
9
7
名

ハ
ロ

ト
レ

を
知

ら
な

か
っ

た
・

ハ
ロ

ト
レ

は
知

っ
て

い
た

が
ど

の
よ

う
な

訓
練

コ
ー

ス
が

あ
る

の
か

知
り

た
か

っ
た

と
の

回
答

が
7
2
名

と
、

一
定

の
周

知
効

果
あ

り

一
方

で
、

企
業

の
人

事
担

当
者

に
も

ハ
ロ

ト
レ

を
ア

ピ
ー

ル
し

た
が

っ
た

が
、

参
加

が
少

な
く

、
企

業
の

集
客

が
課

題

要 改 善

【
開

催
日

】
令

和
６

年
1
1
月

3
0
日

（
土

）
【

開
催

場
所

】
出

島
メ

ッ
セ

長
崎

【
開

催
方

式
】

他
の

イ
ベ

ン
ト

と
同

日
開

催

前
年

度
の

開
催

結
果

等
を

踏
ま

え
た

改
善

事
項

開
催

方
式

の
見

直
し

企
業

を
含

め
、

さ
ら

な
る

集
客

を
期

待
し

て
、

労
働

局
主

催
の

他
の

イ
ベ

ン
ト

（
学

卒
向

け
企

業
交

流
会

、
就

職
氷

河
期

世
代

向
け

企
業

説
明

会
）

と
の

同
日

・
同

会
場

で
の

開
催

を
実

施

周
知

広
報

F
M

長
崎

で
の

周
知

を
、

職
業

訓
練

に
特

化
し

た
内

容
か

ら
、

潜
在

求
職

者
や

求
人

者
等

の
ハ

ロ
ー

ワ
ー

ク
の

利
用

促
進

も
念

頭
に

お
い

た
内

容
に

変
更

駅
前

広
場

の
大

型
ビ

ジ
ョ

ン
で

放
映

し
て

い
る

動
画

を
Y
o
u
T
u
b
e
広

告
で

も
配

信

成
果

等

参
加

者
数

2
3
3
名

ハ
ロ

ト
レ

を
知

ら
な

か
っ

た
・

ハ
ロ

ト
レ

は
知

っ
て

い
た

が
ど

の
よ

う
な

訓
練

コ
ー

ス
が

あ
る

の
か

知
り

た
か

っ
た

と
の

回
答

が
5
8
名

と
、

昨
年

度
と

同
様

一
定

の
周

知
効

果
あ

り

※
ア

ン
ケ

ー
ト

回
答

者
1
3
2
名

※
ア

ン
ケ

ー
ト

回
答

者
9
1
名

一
方

で
、

前
回

同
様

、
企

業
の

参
加

が
低

調
で

あ
っ

た
こ

と
か

ら
、

更
な

る
改

善
が

必
要

要 改 善

前
年

度
の

開
催

結
果

等
を

踏
ま

え
た

改
善

事
項

同
日

・
同

会
場

で
開

催
す

る
イ

ベ
ン

ト
の

見
直

し

学
卒

者
よ

り
も

離
職

者
訓

練
へ

の
誘

導
可

能
性

が
高

い
一

般
層

の
集

客
を

期
待

し
て

、
同

日
開

催
す

る
イ

ベ
ン

ト
を

若
年

者
（

3
5
歳

以
下

）
向

け
企

業
説

明
会

及
び

中
高

年
向

け
企

業
説

明
会

に
変

更

周
知

広
報

企
業

へ
の

訓
練

の
認

知
度

向
上

や
ハ

ロ
ー

ト
レ

ー
ニ

ン
グ

フ
ェ

ス
の

集
客

を
目

的
に

、
経

済
団

体
（

中
小

企
業

団
体

中
央

会
、

商
工

会
議

所
・

商
工

会
計

９
団

体
）

を
訪

問
し

、
会

報
誌

へ
の

掲
載

や
チ

ラ
シ

配
布

を
依

頼

開
催

時
期

の
見

直
し

４
月

開
講

の
訓

練
の

充
足

が
厳

し
い

こ
と

を
踏

ま
え

、
開

催
時

期
を

見
直

し
、

訓
練

の
募

集
時

期
を

見
据

え
て

、
新

規
求

職
者

が
多

く
な

る
２

月
開

催
に

変
更

【
開

催
日

】
令

和
８

年
２

月
1
4
日

（
土

）
【

開
催

場
所

】
出

島
メ

ッ
セ

長
崎

【
開

催
方

式
】

他
の

イ
ベ

ン
ト

と
同

日
開

催
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各
地
域
に
お
け
る
取
組
事
例
【
好
事
例
の
横
展
開
の
成
果
等
】

令
和
６
年
度
第
１
回
の
当
協
議
会
で
取
り
上
げ
た
、

長
崎
労
働
局
主
催
の
「
ハ
ロ
ー
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

フ
ェ
ス
2
0
2
4
」
を
参
考
に
し
た
取
組
が
更
に
増
加

令
和

５
年

度

3

令
和

７
年

度

○
長

崎
労

働
局

令
和

６
年

度

「
ハ

ロ
ー

ト
レ

ー
ニ

ン
グ

フ
ェ

ス
2
0
2
4
」

○
宮

城
労

働
局

「
ハ

ロ
ト

レ
ま

つ
り

」

○
福

島
労
働
局

「
ハ

ロ
ト

レ
ー

ニ
ン

グ
フ

ェ
ス

」
in

ふ
く

し
ま

○
長

崎
労

働
局

第
２

弾
「

ハ
ロ

ー
ト

レ
ー

ニ
ン

グ
フ

ェ
ス

2
0
2
4
」

○
佐

賀
労

働
局

「
学

び
フ

ェ
ス

」

横
展

開
の

成
果

参
加

者
数

1
9
7
名

5
0
6
名

1
,3

4
2
名

(５
年

度
) 

 (
６

年
度

) 
  

  
(７

年
度

)

※
７

年
度

分
に

は
、

１
月

以
降

開
催

の
福

島
局

、
兵

庫
局

、
長

崎
局

開
催

分
を

含
ん

で
い

な
い

ア
ン

ケ
ー

ト
結

果

ハ
ロ

ー
ト

レ
ー

ニ
ン

グ
を

知
ら

な
か

っ
た

1
6
9
名

（
５

～
７

年
度

計
）

※
ア

ン
ケ

ー
ト

総
回

答
者

6
2
5
名

ど
の

よ
う

な
訓

練
コ

ー
ス

が
あ

る
の

か
知

り
た

か
っ

た

1
2
0
名

（
５

～
７

年
度

計
）

※
ア

ン
ケ

ー
ト

総
回

答
者

3
4
6
名

令
和

６
年

２
月

2
5
日

開
催

令
和

７
年

２
月

１
日

開
催

令
和

７
年

２
月

８
日

開
催

令
和

６
年

1
1
月

3
0
日

開
催

令
和

７
年

１
月

８
日

開
催

○
宮

城
労

働
局

「
ハ

ロ
ト

レ
ま

つ
り

」

令
和

７
年

1
1
月

1
2
日

開
催

○
山

梨
労

働
局

「
ハ

ロ
ト

レ
フ

ェ
ス

タ
2
0
2
5
」

令
和

７
年

1
1
月

2
9
日

開
催

○
佐

賀
労

働
局

「
学

び
フ

ェ
ス

」

令
和

７
年

1
2
月

2
0
日

開
催

○
長

崎
労

働
局

「
ハ

ロ
ー

ト
レ

ー
ニ

ン
グ

フ
ェ

ス
2
0
2
6
」

令
和

８
年

２
月

1
4
日

開
催

○
宮

崎
労

働
局

「
輝

フ
ェ

ス
」

令
和

７
年

1
2
月

2
1
日

開
催

○
福

島
労

働
局

「
ハ

ロ
ト

レ
ー

ニ
ン

グ
フ

ェ
ス

」
in

ふ
く

し
ま

2
0
2
6

令
和

８
年

１
月

3
1
日

開
催

○
北

海
道

労
働

局

「
ハ

ロ
ト

レ
フ

ェ
ア

in
チ

・
カ

・
ホ

」
令

和
７

年
1
2
月

1
8
日

開
催

○
兵

庫
労

働
局

「
ハ

ロ
ト

レ
フ

ェ
ス

2
0
2
6
」

令
和

８
年

１
月

1
4
日

開
催
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1 

 

資料３－１ 

 

令和８年度 全国職業訓練実施計画（案） 

 

第１ 総則 

１ 計画のねらい 

産業構造の変化、技術の進歩その他の経済的環境の変化の中で、職業の安定、労働者の地位

の向上及び経済社会の発展を図るためには、これらによる業務の内容の変化に対する労働者

の適応性を増大させ、及び円滑な就職に資するよう、労働者に対して適切な職業能力開発を行

う必要がある。このため、都道府県、事業主等が行う職業能力開発に関する自主的な努力を尊

重しつつ、雇用失業情勢等に応じて、国が、職業能力開発促進法（昭和 44年法律第 64 号。以

下「能開法」という。）第 16 条第１項の規定に基づき設置する公共職業能力開発施設（以下

「公共職業能力開発施設」という。）において実施する職業訓練（能開法第 15条の７第３項

の規定に基づき実施する職業訓練（以下「委託訓練」という。）を含む。以下「公共職業訓練」

という。）及び職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律（平成 23年法

律第 47 号。以下「求職者支援法」という。）第４条第１項の規定により厚生労働大臣の認定

を受けた職業訓練（以下「求職者支援訓練」という。）の充実を図ることにより、労働者の十

分な職業能力開発の機会を確保する必要がある。 

本計画は、本計画の対象期間（以下「計画期間」という。）中における対象者数や訓練内容

等を明確にし、計画的な公共職業訓練及び求職者支援訓練（以下「公的職業訓練」という。）

の実施を通じて、職業の安定、労働者の地位の向上等を図るものである。 

また、公共職業能力開発施設は、本計画を実施する際に、都道府県労働局、ハローワーク、

地方公共団体等関係機関との連携を図り、効率的かつ効果的な公共職業訓練の実施を図るも

のとする。 

 

２ 計画期間 

計画期間は、令和８年４月１日から令和９年３月 31 日までとする。 

 

３ 計画の改定 

本計画は、公的職業訓練の実施状況等を踏まえ、必要な場合には改定を行うものとする。 

 

第２ 労働市場の動向、課題等 

１ 労働市場の動向と課題 

労働市場の動向をみると、足下の令和７年 11 月現在では、有効求人倍率は横ばいで、求人

が引き続き求職を上回って推移しており、緩やかに持ち直しているが、物価上昇等が雇用に与

える影響に留意する必要がある。一方、生産年齢人口の減少に伴って人手不足感が深刻化し、

社会全体での有効な人材活用が必要となっており、そのためには、働く方々の意欲と能力に応

じた多様な働き方を可能とし、賃金上昇の好循環を実現していくことが重要である。 

また、中長期的にみると、我が国は少子化による労働供給制約という課題を抱えている。こ
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うした中で、我が国が持続的な経済成長を実現していくためには、多様な人材が活躍できるよ

うな環境整備を進め、労働生産性を高めていくことが必要不可欠であり、そのためには、職業

能力開発への投資を推進していくことが重要である。 

加えて、デジタル・トランスフォーメーションやグリーン・トランスフォーメーション（以

下「ＤＸ等」という。）の進展といった大きな変革を受けて、中小企業等の着実な事業展開、

生産性や技能・技術の向上のために必要となる人材の確保、育成が求められている。あわせ

て、企業規模等によってはＤＸ等の進展への対応に遅れがみられることにも留意が必要であ

る。 

こうした変化への対応が求められる中で、地域のニーズに合った人材の育成を推進するた

めには、公的職業訓練のあり方を不断に見直し、離職者の就職の実現に資する公的職業訓練

や、産業界や地域の人材ニーズに合致した在職者の生産性の向上等、多様な職業能力開発の機

会を確保・提供することが重要である。 

特に、デジタル分野については、「デジタル田園都市国家構想総合戦略（2023 改訂版）」

（令和５年 12 月 26 日閣議決定）等において、デジタル人材が質・量ともに不足しているこ

とと、都市圏への偏在といった課題を解決するために、職業訓練のデジタル分野の重点化に計

画的に取り組むこととしている。 

障害者については、ハローワークにおける新規求職申込件数が増加傾向にあり、障害者の

障害特性やニーズに応じた就職が実現できるよう、訓練機会の確保・拡充等を通じた一層の環

境整備が求められるとともに、人生 100 年時代の到来による職業人生の長期化を踏まえ、今

後は在職者訓練を通じた雇入れ後のキャリア形成支援を進めていく必要がある。また、障害者

の福祉から雇用への移行を促進するため、障害者雇用施策と障害者福祉施策が連携を図りつ

つ、個々の障害者の就業ニーズに即した職業能力開発を推進し、障害者の職業の安定を図る必

要がある。 

 

２ 直近の公的職業訓練をめぐる状況 

令和７年度の新規求職者は令和７年 11月末現在で 2,955,587 人（前年同月比 99.1％）  で

あり、そのうち、求職者支援法第２条に規定する特定求職者に該当する可能性のある者の数

は令和７年 10月末現在で 1,266,828 人（前年同月比 100.4％）であった。 

これに対し、令和７年 11月末現在の公的職業訓練の受講者数については、以下のとおりで

ある。 

＜令和７年４月～10 月＞ 

  離職者に対する公共職業訓練          63,304 人（前年同期比 96.4％） 

求職者支援訓練                      23,057 人（前年同期比 98.7％） 

在職者訓練                          52,652 人（前年同期比 101.2％） 

 

第３ 令和８年度の公的職業訓練の実施方針 

令和６年度の離職者向け公的職業訓練の実施状況を分析すると、 

① 応募倍率が低く、就職率が高い分野（「介護・医療・福祉分野」）があること 

・応募倍率は約 70％であり、引き続き改善の余地がある 
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・就職率は依然高水準で推移している 

② 応募倍率が高く、就職率が低い分野（「デザイン分野」）があること 

 ・応募倍率については、公共職業訓練では低下している一方、求職者支援訓練では上昇

している 

 ・就職率は 50％～60％台で比較的低調であり、引き続き改善の余地がある 

③ 委託訓練の計画数と実績は乖離していること、施設内訓練と比べて就職率が低い分野

があること 

 ・令和６年度も同様の傾向にある 

 ・２年連続で目標の就職率（75％）を下回っており、同分野内でも訓練コースにより就

職率に差が見られる 

④ デジタル人材が質・量とも不足、都市圏偏在があること 

 ・離職者向けの訓練に占めるデジタル分野の訓練コースや定員数の割合は全国的に増加

傾向にあるが、依然として不足している 

 ・都市圏を除くデジタル分野の訓練コース及び定員数の割合は増加傾向である 

といった課題がみられた。 

これらの課題の解消を目指し、令和８年度の公的職業訓練は以下の方針に基づいて実施す

る。 

①については、引き続き、応募倍率の上昇に向け、求職者の介護分野等の仕事や訓練に関

する理解促進のため、訓練見学会等への参加を積極的に働きかけるとともに、訓練コースの

内容や効果を踏まえた受講勧奨の強化を行う。特に委託訓練については、開講時期の柔軟化、

受講申込み締切日から受講開始日までの期間の短縮、効果的な周知広報等、受講者数増加の

ための取組も併せて行う。 

②については、特に就職率の向上に向け、本人の受講希望だけでなく、本人の職業能力や

求職条件等を踏まえた適切な職業相談、訓練のあっせんを行う。また、ミスマッチ低減のた

め、引き続き、事前説明会・見学会の機会確保を図る。さらに、訓練窓口職員のＩＴリテラ

シーの更なる向上を図る。あわせて、訓練修了者のスキルが活用できる求人等の確保の推進

や、ｅラーニング等のオンラインを活用した訓練を受講する求職者への適切な情報提供、就

職に向けた意識付けとともに、就職支援の充実を図る。 

③については、引き続き、開講時期の柔軟化、受講申込み締切日から受講開始日までの期

間の短縮、効果的な周知広報等、受講者数増加のための取組を行うほか、受講者数の実績等

を踏まえ、必要な訓練規模を確保しつつ、計画数の見直しを図る。また、都道府県等と連携

してハローワークにおける就職支援の強化を検討するほか、都道府県労働局と地方公共団体

との連携の上、目標を達成していない民間教育訓練機関に対し、訓練及び就職支援の自律的

な改善を促すとともに、就職率の向上に向けて、地域職業能力開発促進協議会において、そ

の方策について協議を行う。 

④については、引き続き、職業訓練のデジタル分野への重点化を進め、一層のコース設定

の促進を図る。コース設定が進んでいない地域においては、地域職業能力開発促進協議会に

おいて、その方策について協議を行う。 

なお、令和６年度より試行的に実施していた「非正規雇用労働者等が働きながら学びやす
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いオンラインを活用した職業訓練」については、令和８年度より公共職業訓練として全国展

開を図ることから、本実施計画にも当該事項を新たに盛り込むこととする。 

その他、地域職業能力開発促進協議会に設置されているワーキンググループの訓練効果の

検証結果等が訓練カリキュラム改善により資するよう、ＰＤＣＡサイクルの仕組みについて

見直しを検討する。 

 

第４ 計画期間中の公的職業訓練の対象者数等 

１ 離職者に対する公的職業訓練 

（１） 離職者に対する公共職業訓練 

ア 対象者数及び目標 

（国の施設内訓練） 

対象者数 23,000 人 

目標 就職率：82.5％ 

（委託訓練） 

対象者数 74,263 人 

目標 就職率：75％ 

 

イ 職業訓練の内容、職業訓練を設定する上での留意事項等 

離職者に対する公共職業訓練については、訓練内容や訓練コースの設定について、以

下の点を踏まえた実施に努める。 

① 職業訓練の内容等 

 職業訓練の内容に応じた様々な民間教育訓練機関を活用した多様な職業能力開発の

機会の提供にあっては、都道府県又は市町村が能開法第 16 条第１項または第２項の

規定に基づき設置する施設（障害者職業能力開発校を除く。）において実施する職業

訓練との役割分担を踏まえる。 

 国の施設内訓練については、民間教育訓練機関では実施できないものづくり分野にお

いて実施する。 

 受講者に対する訓練修了前から就職まで一貫した支援のため、ハローワークと関係機

関との連携強化の下、職務経歴書・履歴書の作成指導、面接指導、ジョブ・カードを

活用したキャリアコンサルティング、職業相談、求人情報の提供等の計画的な就職支

援を実施する。 

 委託訓練については、全ての労働人口がデジタルリテラシーを身につけ、デジタル技

術を利活用できるようにすることが重要であるとされていることや、国民一人一人が

サイバーセキュリティに対する意識・理解を深め、基本的な取組や対策を平時から行

うことが求められていることから、全ての訓練分野に係る訓練コースにおいて、デジ

タルリテラシーや情報セキュリティに関するリテラシーの向上促進を図る。 

 委託訓練については、２年連続で目標の就職率（75％）を達成していないことにかん

がみ、都道府県等と連携して、ハローワークへの来所等を促して就職支援を行う取組

の強化を検討する。また、必要に応じて、地域職業能力開発促進協議会において目標
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を踏まえた訓練先の選定方策について協議を行う。 

 経済社会が急速に変化する中、一人ひとりが能力を発揮し、それに適した賃金や処遇

を得られ、安定して働くことができる環境整備の一環として、必要に応じ職業能力評

価制度との連動をより意識した内容とする。 

 

② 分野に応じた訓練コースの設定等 

 ＩＴ分野、デザイン分野については、デジタル分野の重点化の観点から、ＩＴ、ＷＥ

Ｂデザイン関連の資格取得を目指すコースの委託費の上乗せ措置（ＩＴ分野のコース

について、同コース未設定地域で実施する場合の更なる上乗せを含む。）や企業実習

を組み込んだ訓練コースの委託費の上乗せ措置、オンライン訓練（ｅラーニングコー

ス）におけるパソコン等の貸与に要した経費を委託費の対象とする措置、ＤＸ推進ス

キル標準に対応した訓練コースの委託費の上乗せ措置により、訓練コースの設定を推

進する。 

 ＩＴ分野、デザイン分野については、求人ニーズに即した効果的な訓練内容になって

いるか、検討した上で、求職者の職業能力や求職条件等に沿った適切な訓練コースを

選択できるよう、支援を行うハローワークの訓練窓口職員の知識の向上や、訓練実施

施設による事前説明会や見学会に参加できる機会の確保を図る。あわせて、訓練修了

者のスキルが活用できる求人等の確保を推進するとともに、事業主等に対して、訓練

受講により習得することができるスキル等の訓練効果を広く周知することなどによ

り、就職機会の拡大を図る。 

 ＩＴ分野、デザイン分野については、職業訓練の受講により習得できるスキル（資格

など）の見える化・明確化を進める一方で、求人企業が求めるスキル等の見える化・

明確化や、公的職業訓練受講者をターゲットにした求人提出の働きかけの実施等ハロ

ーワークと連携した就職支援を実施する。 

 ものづくり分野については、ＤＸ等に対応した職業訓練コースを充実させる。 

 介護分野については、職場見学・職場体験等を組み込んだ訓練コースの委託費の上乗

せ措置により、訓練コースの設定を促進する。 

 介護分野については、求職者の介護分野の仕事や訓練に関する理解促進のため、ハロ

ーワークにおいて、介護等の仕事の魅力発信のためセミナー等を開催するとともに、

職場見学会、訓練見学会等への参加を積極的に働きかける。 

 介護・医療・福祉分野については、職業訓練の応募倍率の向上のため、応募・受講し

やすい募集・訓練日程を検討した上で実施するとともに、訓練コースの内容や効果を

踏まえた受講勧奨を実施する。 

 

③ 対象者に応じた訓練コースの設定等 

 育児や介護等、多様な事情を抱える求職者等が主体的に受講できるよう実施期間・時

間に配慮した訓練コースや、オンライン訓練（ｅラーニングを含む。）、託児サービ

ス付き訓練コースの設定を推進する。 

 雇用のセーフティネットとして、母子家庭の母等のひとり親、刑務所を出所した者、
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定住外国人等特別な配慮や支援を必要とする求職者に対して、それぞれの特性に応じ

た職業訓練を実施する。 

 これまで能力開発の機会に恵まれなかった非正規雇用労働者等を対象とした国家資

格の取得等を目指す長期の訓練コースについては、対象となる者の受講促進に努め、

正社員就職に導くことができる充実した訓練の実施を推進する。 

 

④ 民間教育訓練機関が提供する職業訓練の質の向上 

 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構（以下「ＪＥＥＤ」という。）と連携

し、民間教育訓練機関における職業訓練サービスガイドラインに関連する施策につい

て、民間教育訓練機関をはじめとする職業能力開発関係者に対する認知度の向上・普

及の取組を推進する。 

 

（２） 求職者支援訓練 

ア 対象者数及び目標 

対象者数 41,377 人に訓練機会を提供するため、訓練認定規模の上限 60,487 人 

目標 雇用保険適用就職率：基礎コース 60％ 実践コース 63％ 

 

イ 職業訓練の内容、職業訓練を設定する上での留意事項等 

     求職者支援訓練については、訓練内容や訓練コースの設定について、以下の点を踏ま

えた実施に努める。 

① 職業訓練の内容等 

 基礎的能力を習得する職業訓練（基礎コース）及び実践的能力を習得する職業訓練（実

践コース）を設定することとし、全国の認定規模の割合は以下のとおりとする。 

基礎コース 訓練認定規模の 30％程度 

実践コース 訓練認定規模の 70％程度 

※ 実践コース全体の訓練認定規模に対してデジタル分野 30％、介護分

野 20％を下限の目安として設定する。 

 地域ニーズ枠については、より安定した就職の実現に資するよう、各地域の状況や工

夫に応じて主体的に独自の訓練分野、特定の対象者又は特定の地域を念頭に置いた訓

練等について、全ての都道府県の地域職業訓練実施計画で設定する。地域ニーズ枠の

設定に当たっては、公共職業訓練（離職者訓練）の訓練規模、分野及び時期も踏まえ

た上で、都道府県の認定規模の 20％以内で設定する。 

 新規参入となる職業訓練の上限は以下のとおりとする。 

基礎コース 30％ 

実践コース 10％ 

※ 実践コースの新規参入枠については、地域職業能力開発促進協議会での

議論を踏まえ、地域の実情に応じて、上限値を 30％とした範囲内で設定す

ることが可能である。 

 新規参入枠については、地域において必ず設定することとするが、一の申請対象期間
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における新規参入枠以外の設定数（以下「実績枠」という。）に対する認定申請が、

当該実績枠の上限を下回る場合は、当該実績枠の残余を、当該申請対象期間内の新規

参入枠とすることも可能とする。 

 新規参入枠については、職業訓練の案等が良好なものから、実績枠については、求職

者支援訓練の就職実績等が良好なものから認定する。 

 受講者に対する訓練修了前から就職まで一貫した支援のため、ハローワークと関係機

関との連携強化の下、ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティング、求人情

報の提供等の計画的な就職支援を実施する。 

 全ての労働人口がデジタルリテラシーを身につけ、デジタル技術を利活用できるよう

にすることが重要であるとされていることや、国民一人一人がサイバーセキュリティ

に対する意識・理解を深め、基本的な取組や対策を平時から行うことが求められてい

ることから、全ての訓練分野に係る訓練コースにおいて、デジタルリテラシーや情報

セキュリティに関するリテラシーの向上促進を図る。 

 経済社会が急速に変化する中、一人ひとりが能力を発揮し、それに適した賃金や処遇

を得られ、安定して働くことができる環境整備の一環として、必要に応じ職業能力評

価制度との連動をより意識した内容とする。 

 

② 分野に応じた訓練コースの設定等 

 ＩＴ分野、デザイン分野については、デジタル分野の重点化の観点から、ＩＴ、ＷＥ

Ｂデザイン関連の資格取得を目指す訓練コースへの基本奨励金の上乗せ措置（ＩＴ分

野のコースについて、同コース未設定地域で実施する場合の更なる上乗せを含む。）

や、企業実習を組み込んだデジタル分野の訓練コースやオンライン訓練（ｅラーニン

グコース）におけるパソコン等の貸与に要した経費への奨励金支給措置、ＤＸ推進ス

キル標準に対応した訓練コースの基本奨励金の上乗せ措置により、訓練コースの設定

を推進する。 

 ＩＴ分野、デザイン分野については、求人ニーズに即した効果的な訓練内容になって

いるか、検討した上で、求職者の職業能力や求職条件等に沿った適切な訓練コースを

選択できるよう、支援を行うハローワークの訓練窓口職員の知識の向上や訓練実施施

設による事前説明会や見学会に参加できる機会の確保を図る。あわせて、訓練修了者

のスキルが活用できる求人等の確保を推進するとともに、事業主等に対して、訓練受

講により習得することができるスキル等の訓練効果を広く周知することなどにより、

就職機会の拡大を図る。 

 ＩＴ分野、デザイン分野については、職業訓練の受講により習得できるスキル（資格

など）の見える化・明確化を進める一方で、求人企業が求めるスキル等の見える化・

明確化や、公的職業訓練受講者をターゲットにした求人提出の働きかけの実施等ハロ

ーワークと連携した就職支援を実施する。 

 介護分野については、職場見学・職場体験等を組み込んだ訓練コースへの奨励金支給

措置により、訓練コースの設定を促進する。 

 介護分野については、求職者の介護分野の仕事や訓練に関する理解促進のため、ハロ

- 53 -



8 

 

ーワークにおいて、介護等の仕事の魅力発信のためのセミナー等を開催するととも

に、職場見学会、訓練見学会等への参加を積極的に働きかける。 

 介護・医療・福祉分野については、職業訓練の応募倍率の向上のため、応募・受講し

やすい募集・訓練日程を検討した上で実施するとともに、訓練コースの内容や効果を

踏まえた受講勧奨を実施する。 

 

③ 対象者に応じた訓練コースの設定等 

 育児や介護等、多様な事情を抱える求職者等が主体的に受講できるよう実施期間・時

間に配慮した訓練コースや、オンライン訓練（ｅラーニングを含む。）、託児サービ

ス付き訓練コースの設定を推進する。 

 

④ 民間教育訓練機関が提供する職業訓練の質の向上 

 ＪＥＥＤと連携し、民間教育訓練機関における職業訓練サービスガイドラインに関連

する施策について、民間教育訓練機関をはじめとする職業能力開発関係者に対する認

知度の向上・普及の取組を推進する。 

 

２ 非正規雇用労働者等が働きながら学びやすいオンラインを活用した公共職業訓練 

（１）対象者数 

国  1,500 人 

都道府県  300 人 

 

（２）職業訓練の内容等 

 全国展開に当たっては、オンラインを活用した手法によって、非正規雇用労働者等が、住

んでいる地域に関係なく、自らの希望に応じた柔軟な日時や実施方法で訓練を受講できる

ように進めていく。 

 訓練の実施に当たっては、能開法第 15 条の７第３項に基づく委託訓練として、都道府県

での実施を基本としつつ、都道府県においては、地域ニーズを踏まえた訓練分野やコース

を柔軟に設定できるようにするとともに、ｅラーニングを活用した訓練の地域偏在を踏ま

えて、オンラインで対応できる訓練コースについては、国及び地方の適切な役割分担に留

意しつつ、ＪＥＥＤを通じた広域展開を行う。 

・ 訓練内容や訓練ニーズ等について、全国展開後も受講生のニーズをアンケート等により収

集・把握するとともに、受講勧奨、受講継続支援、広報については、好事例を収集、展開

するなどにより、継続的な見直しを図っていく。 

・ 修了率等に加え、訓練前後でどのような行動・意識の変容があったか、訓練成果が仕事で

役立っているか等の受講生の評価を収集していくことで、今後の成果指標について検討す

る。また、訓練修了後一定期間経過時点の受講生の状況についても、アンケートにより把

握する。 

 

３ 在職者に対する公共職業訓練等 
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（１）対象者数 

公共職業訓練（在職者訓練） 65,000 人 

生産性向上支援訓練     51,500 人 

 

（２）職業訓練の内容等 

 在職者訓練については、産業構造の変化、技術の進歩等による業務の変化に対応する高度

な技能及びこれに関する知識を習得させる真に高度な職業訓練であって、都道府県等又は

民間教育訓練機関において実施することが困難なものを実施する。 

 ものづくり分野において、企業の中で中核的役割を果たしている者を対象に、専門的知識

及び技能・技術を習得させる高度なものづくり訓練を実施する。さらに、ＤＸ等に対応し

た職業訓練コースの開発・充実、訓練内容の見直し等を図る。 

・ 生産性向上人材育成支援センターにおいては、幅広い分野の事業主からのデジタル人材や

生産性向上に関する相談等に対応するとともに、課題の解消に向けた適切な職業訓練のコ

ーディネート等の事業主支援を実施する。 

・ 訓練の効果を客観的に把握する観点から、訓練コースの受講を指示した事業主等に対し

て、職場での業務改善や事業所の生産性向上、現場力の強化など訓練の受講により生じた

効果を確認する。 

・ 事業主等に対し、在職者訓練等の受講による従業員のスキル向上及び生産性向上等の訓練

効果を広く周知し、在職者訓練等の受講促進を図る。 

 

４ 学卒者等に対する公共職業訓練 

（１）対象者数及び目標 

対象者数 5,800 人（専門課程 3,800 人、応用課程 1,900 人、普通課程 100 人） 

目標   就職率：95％ 

 

（２）職業訓練の内容等 

 産業の基盤を支える人材を養成するために、職業能力開発大学校等において、理論と技

能・技術を結びつけた実学融合の教育訓練システムにより、最新の技能・技術に対応で

きる高度なものづくりを支える人材（高度実践技能者）を養成する。特に、ＤＸ等に対

応した職業訓練コースを充実する。 

 職業訓練の実施に当たっては、平成 10年３月 31日付け管発第 11 号・開発第 17号「公

共職業能力開発施設と専修学校等との調整等について」の趣旨等に留意しつつ、職業訓

練と学校教育との密接な連携の下、地域人材の育成を図っていく。また、学卒者のみな

らず、社会人の更なる入校促進を図る。 

 

５ 障害者等に対する公共職業訓練 

（１）対象者数及び目標 

  （施設内訓練） 

対象者数 2,930 人 
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目標 就職率：70％ 

（委託訓練） 

対象者数 3,380 人 

目標 就職率：55％ 

 

（２）職業訓練の内容等 

 障害者職業能力開発校においては、一般の職業能力開発校等では受入れが困難な職業訓

練上特別な支援を要する障害者を重点的に受け入れて、個々の受講者の障害の特性等に

応じた公共職業訓練を一層推進する。また、訓練受講生の拡大に向けて、障害福祉サー

ビス利用者の就労促進に向けた障害者職業訓練への誘導等に取り組む。 

 都道府県が一般の職業能力開発校において、精神保健福祉士や公認心理師等の配置、障

害者に対する職業訓練技法等の普及を推進することにより、精神障害者等を受け入れる

ための体制整備に努める。 

 障害者委託訓練の設定については、就職に結びつきやすい実践能力習得訓練コースの設

定を促進しつつ、委託元である都道府県が関係機関と連携を図り、対象となる障害者の

確保、法定雇用率が未達成である企業や障害者の雇用の経験の乏しい企業を含めた委託

先の新規開拓に取り組む。障害者委託訓練のうち知識・技能習得訓練コース等において、

障害を補うための職業訓練支援機器等を活用した場合、職場実習機会を付与した場合や

就職した場合の経費の追加支給を活用するなど、訓練内容や就職支援の充実を図りなが

ら、引き続き訓練の質向上に向けた取組を推進する。なお、令和７年度より障害者委託

訓練におけるＰＤＣＡ 評価を本格実施している。当該ＰＤＣＡ評価では、就職率の上昇

と計画数と実績の乖離の解消に取り組むものであり、当該評価を基に訓練を計画する。 

 障害者の就業ニーズ及び企業の人材ニーズに加え、障害種別が多様化していることを踏

まえ、訓練コースの見直しを実施する。 

 ハローワーク等との連携の下、在職する障害者の職業能力の開発及び向上を図るための

在職者訓練の設定・周知等に努める。 

 定員の充足状況や修了者の就職実績が低調なものについては、その原因の把握及び分析

を行った上で、その内容等の見直しを図るほか、当該公共職業訓練の受講者に対し、ハ

ローワーク等との連携強化の下、訓練の開始時から計画的な就職支援を実施する。 

 令和７年６月に取りまとめられた「障害者職業能力開発校の在り方に関する検討会報告

書」を踏まえた取組を推進する。 

 

 

第５ 令和９年度の全国職業訓練実施計画の策定に向けた検討事項（Ｐ） 

令和９年度の全国職業訓練実施計画の策定に向けては、雇用のセーフティネットとし

ての職業訓練を引き続き確実に推進することに加え、令和８年度の実施状況や第 12次職

業能力開発基本計画（※）の内容等も踏まえつつ、以下の観点も含めた対応について検討

を行う。 

 データに基づくＰＤＣＡサイクルにより訓練の効果検証や、必要に応じて訓練プログラ
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ムの開発等を行いながら、関係省庁や関係機関と連携して効果的な職業訓練を推進す

る。 

 成長分野等に必要な人材の育成に向けた戦略的な職業訓練を推進する。中央職業能力開

発促進協議会及び地域職業能力開発促進協議会の機能を強化し、産業界等と連携して必

要とされる人材像やスキルの把握、訓練の重点分野に係る中期的な方針等の策定、地域

の産官学の連携のもと、地域の人材ニーズ等を踏まえた訓練機会の創出等に取り組む。 

 エネルギーなどの戦略分野等における人材育成を加速化するため、関連の産業界と

協働した人材育成プロジェクトの実施等に取り組む。 

 

※ 第 12 次職業能力開発基本計画については、現在、労働政策審議会人材開発分科会におい

て審議中であり、今後の審議結果に応じて記載内容を確定させる。 
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資料３－２ 

令和８年度全国職業訓練実施計画（案）における令和７年度からの主な内容の変更点 

 

 

〇 第１回中央職業能力開発促進協議会の議論等を踏まえた事項 

△ 第 12 次職業能力開発基本計画策定に向けた議論等を踏まえた事項 

□ 令和８年度予算案等を踏まえた事項 

 

第３ 令和８年度の公的職業訓練の実施方針 

〇 特にデザイン分野の就職率の向上に向け、本人の受講希望だけでなく、本人の職業能力や求職

条件等を踏まえた適切な職業相談、訓練のあっせんを行う旨を明記。 

〇 委託訓練の計画数と実績が乖離していること、施設内訓練と比べて就職率が低い分野があるこ

とを踏まえ、受講者数の実績等を踏まえ、必要な訓練規模を確保しつつ、計画数の見直しを図る

旨を明記。また、都道府県等と連携してハローワークにおける就職支援の強化を検討するほか、

都道府県労働局と地方公共団体との連携の上、目標を達成していない民間教育訓練機関に対し、

訓練及び就職支援の自律的な改善を促すとともに、就職率の向上に向けて、地域職業能力開発促

進協議会において、その方策について協議を行う旨を明記。 

○ デジタル分野のコース設定が進んでいない地域においては、地域職業能力開発促進協議会にお

いて、その方策について協議を行う旨を明記。 

〇 令和６年度より試行的に実施していた「非正規雇用労働者等が働きながら学びやすいオンライ

ンを活用した職業訓練」について、令和８年度より公共職業訓練として本実施計画に新たに盛り

込む。 

□ 地域職業能力開発促進協議会に設置されているワーキンググループの訓練効果の検証結果等が

訓練カリキュラム改善により資するよう、ＰＤＣＡサイクルの仕組みについて見直しを検討する

旨を明記。 

 

第４ 計画期間中の公的職業訓練の対象者数等  

１ 離職者に対する公的職業訓練 

□ 国民一人一人がサイバーセキュリティに対する意識・理解を深め、基本的な取組や対策を平時

から行うことが求められていることから、全ての訓練分野に係る訓練コースにおいて新たに情報

セキュリティに関するリテラシーの向上促進を図る旨を明記。 

○ 委託訓練の就職率の目標が２年連続未達であることを踏まえ、都道府県等と連携して、ハロー

ワークへの来所等を促して就職支援を行う取組の強化を検討し、また、必要に応じて、地域職業

能力開発促進協議会において目標を踏まえた訓練先の選定方策について協議を行う旨を明記 

△ 民間教育訓練機関が提供する職業訓練の質の向上に関する観点から、独立行政法人高齢・障

害・求職者雇用支援機構と連携し、民間教育訓練機関における職業訓練サービスガイドラインに

関連する施策について、民間教育訓練機関をはじめとする職業能力開発関係者に対する認知度の

向上・普及の取組を推進する旨を明記。 

 

〇 ２ 非正規雇用労働者等が働きながら学びやすいオンラインを活用した公共職業訓練【新規】 

（１）対象者数 

国 1,500 人 

都道府県  300 人 
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（２）職業訓練の内容等 

以下の旨を明記。 

・ 全国展開に当たっては、オンラインを活用した手法により、自らの希望に応じた柔軟な日時や

実施方法で訓練を受講できるように進めていく。 

・ 訓練の実施に当たっては、委託訓練として、都道府県においては、地域ニーズを踏まえた訓練

分野やコースを柔軟に設定できるようにするとともに、オンラインで対応できる訓練コースに

ついては、国及び地方の適切な役割分担に留意しつつ、高障求機構を通じた広域展開を行う 

・ 全国展開後も受講生のニーズをアンケート等により収集・把握するとともに、好事例を収集、

展開するなどにより、継続的な見直しを図っていく。 

・ 修了率等に加え、訓練前後でどのような行動・意識の変容があったか、訓練成果が仕事で役立

っているか等の受講生の評価を収集していくことで、今後の成果指標について検討する。ま

た、訓練修了後一定期間経過時点の受講生の状況についても、アンケートにより把握する。 

 

４ 学卒者等に対する公共職業訓練  

（２）職業訓練の内容等 

〇 平成 10 年３月 31 日付け管発第 11 号・開発第 17 号「公共職業能力開発施設と専修学校等との

調整等について」の趣旨等に留意しつつ、職業訓練と学校教育との密接な連携の下、地域人材の

育成を図っていく旨を明記。 

〇 学卒者のみならず、社会人の更なる入校促進を図る旨を明記。 

 

５ 障害者等に対する公共職業訓練 

（２）職業訓練の内容等 

□ 令和７年６月に取りまとめられた「障害者職業能力開発校の在り方に関する検討会報告書」を

踏まえた取組を推進する旨を明記。 

 

△ 第５ 令和９年度の全国職業訓練実施計画の策定に向けた検討事項（P）【新規】   

令和９年度の全国職業訓練実施計画の策定に向けて、雇用のセーフティネットとしての職業訓練

を引き続き確実に推進することに加え、令和８年度の実施状況や第12次職業能力開発基本計画の内

容等も踏まえつつ、以下の観点も含めた対応について検討を行う旨を明記。 

・ データに基づくＰＤＣＡサイクルにより訓練の効果検証や、必要に応じて訓練プログラムの開

発等を行いながら、関係省庁や関係機関と連携して効果的な職業訓練を推進する。 

・ 成長分野等に必要な人材の育成に向けた戦略的な職業訓練を推進する。中央職業能力開発促進

協議会及び地域職業能力開発促進協議会の機能を強化し、産業界等と連携して必要とされる人

材像やスキルの把握、訓練の重点分野に係る中期的な方針等の策定、地域の産官学の連携のも

と、地域の人材ニーズ等を踏まえた訓練機会の創出等に取り組む。 

・ エネルギーなどの戦略分野等における人材育成を加速化するため、関連の産業界と協働した人

材育成プロジェクトの実施等に取り組む。 
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業
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介
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光
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容
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2
9
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3
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7
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2
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他
分

野
8
7
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9
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7
5

8
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7
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求 職 者 支 援 訓 練

（ 基 礎 コ ー ス ）

基
礎

6
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9
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2
2
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,1

2
9

合
計

1
1
,2

3
7

1
5
6
,4

8
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1
1
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（
参

考
）

デ
ジ

タ
ル

分
野

2
,0

5
0

2
9
,2

5
2

2
1
,1

6
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ハ
ロ
ー
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
（
離
職
者
向
け
）
の
令
和
６
年
度
実
績

１
　
離
職
者
向
け
の
公
的
職
業
訓
練
の
分
野
別
訓
練
規
模

総
計

分
 野

公 共 職 業 訓 練 （ 離 職 者 向 け ）

   ＋ 求 職 者 支 援 訓 練 （ 実 践 コ ー ス ）

（）
内

の
数

値
は

、
前

年
度

実
績

と
比

較
し

た
増

減
値

※
公

共
職

業
訓

練
（都

道
府

県
：委

託
訓

練
）に

お
け

る
「情

報
ビ

ジ
ネ

ス
科

」の
位

置
づ

け
を

、
令

和
４

年
11

月
以

降
「I

T
分

野
」か

ら
「営

業
・

販
売

・事
務

分
野

」に
見

直
し

て
い

る
。

※
本

資
料

に
お

け
る

用
語

は
、

以
下

の
と

お
り

定
義

し
て

い
ま

す
。

「コ
ー

ス
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」

公
共

職
業
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練
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つ

い
て

は
、

当
該

年
度

中
に

開
講

し
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コ
ー

ス
及

び
当

該
年

度
以

前
か

ら
開

始
し

当
該

年
度

に
実

施
し

た
訓

練
コ

ー
ス

の
数

（当
該

年
度

以
前

に
開

講
し

、
次

年
度

に
繰

り
越

す
コ

ー
ス

を
含

む
）。

求
職

者
支

援
訓

練
に

つ
い

て
は

当
該

年
度

中
に

開
講

し
た

コ
ー

ス
の

数
。

「定
員

」

当
該

年
度

中
に

開
講

し
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訓
練

コ
ー

ス
の

定
員

の
数

。

「
受

講
者

数
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当
該

年
度
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開
講

し
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コ
ー

ス
に

入
校

し
た
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募

倍
率
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当
該
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員
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者
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充
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講
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。
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３
－

３
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齢
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．
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・
・
・
・
・
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・
・
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・
・
・
・
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0

・
ハ

ロ
ー

ト
レ

ー
ニ

ン
グ

（
離

職
者

向
け

）
の

分
野

別
受

講
状

況
（
令

和
６

年
度

）
・
・
・
・
・
・
P

1
1
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目
次

１
．

令
和

６
年

度
ま

で
の

実
施

状
況

・
・
・
・
・
・
・
・
・

P
３

（
１

）
公

的
職

業
訓

練
全

体
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

P
４

（
２

）
公

共
職

業
訓

練
（
離

職
者

訓
練

）
の

詳
細

・
・
P

1
2

（
３

）
求

職
者

支
援

訓
練

の
詳

細
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
P

2
2

（
４

）
そ

の
他

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
P

3
3

２
．

令
和

７
年

度
の

直
近

の
状

況
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

P
3
7

3
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対
象

：
ハ

ロー
ワ

ー
クの

求
職

者
主
に
雇
用
保
険
を
受
給
で
き
な
い
方

（
無

料
（

テ
キ

ス
ト代

等
除

く)

訓
練

期
間

：
２

～
６

か
月

ハ
ロ

ー
ト

レ
ー

ニ
ン

グ
（
公

共
職

業
訓

練
・
求

職
者

支
援

訓
練

）
の

全
体

像

離 職 者 向 け 学 卒 者 向 け在 職 者 向 け 障 害 者 向 け

対
象

：
ハ

ロー
ワ

ー
クの

求
職

者
主
に
雇
用
保
険
受
給
者

(無
料

(テ
キ

ス
ト代

等
除

く)
)

訓
練

期
間

：
概

ね
３

か
月

～
２

年
実

施
機

関

対
象

：
在

職
労

働
者

（
有

料
）

訓
練

期
間

：
概

ね
２

日
～

５
日

実
施

機
関

：
○

国
（

ポ
リテ

クセ
ンタ

ー
・ポ

リテ
クカ

レ
ッジ

）
○

都
道

府
県

（
職

業
能

力
開

発
校

）

対
象

：
高

等
学

校
卒

業
者

等
（

有
料

）
訓

練
期

間
：

１
年

又
は

２
年

実
施

機
関

：
○

国
（

ポ
リテ

クカ
レ

ッジ
）

○
都

道
府

県
（

職
業

能
力

開
発

校
）

対
象

：
ハ

ロー
ワ

ー
クの

求
職

障
害

者
（

無
料

）
訓

練
期

間
：

概
ね

３
か

月
～

１
年

実
施

機
関

：
○

国
（

障
害

者
職

業
能

力
開

発
校

）
・(

独
)高

齢
・障

害
・求

職
者

雇
用

支
援

機
構

営
・都

道
府

県
営

（
国

か
らの

委
託

）
○

都
道

府
県

（
障

害
者

職
業

能
力

開
発

校
、職

業
能

力
開

発
校

)
○

民
間

教
育

訓
練

機
関

等
（

都
道

府
県

か
らの

委
託

）

※
受

講
期

間
中

基
本

手
当

＋
受

講
手

当
(5

00
円

／
訓

練
日

)＋
通

所
手

当
＋

寄
宿

手
当

を支
給

公
共
職
業
訓
練

都
道

府
県

国
（

ポ
リテ

クセ
ンタ

ー
等

）
合

計
令

和
６

年
度

公
共

職
業

訓
練

実
績

就
職

率
受

講
者

数
（

人
）

就
職

率
受

講
者

数
（

人
）

就
職

率
受

講
者

数
（

人
）

66
,1

81
ｰ

23
,9

74
-

90
,1

55
離

職
者

訓
練

82
.1

％
5,

52
0 

87
.3

％
23

,9
74

86
.0

％
29

,4
94

うち
施

設
内

72
.8

％
60

,6
61

ｰ
ｰ

72
.8

％
60

,6
61

うち
委

託

-
43

,0
21

-
72

,1
87

-
11

5,
20

8
在

職
者

訓
練

95
.0

％
8,

55
8

99
.5

％
5,

22
2

96
.2

%
13

,7
80

学
卒

者
訓

練
-

11
7,

76
0

-
10

1,
38

3
-

21
9,

14
3

合
計

※
受

講
期

間
中

受
講

手
当

（
月

10
万

円
）

＋
通

所
手

当
（

※
）

＋
寄

宿
手

当
を

支
給

（
本

収
入

が
月

８
万

円
以

下
、世

帯
収

入
が

月
30

万
円

以
下

等
、一

定
の

要
件

を
満

た
す

場
合

）

実
施

機
関

求
職
者
支
援
訓
練

民
間

教
育

訓
練

機
関

等
(都

道
府

県
か

ら
の

委
託

)

都
道

府
県

(職
業

能
力

開
発

校
)

国
(ポ

リテ
クセ

ンタ
ー

)

事
務

系
、介

護
系

、
情

報
系

等
モ

デ
ル

カリ
キ

ュラ
ム

な
どに

よ
る

訓
練

を
実

施

地
域

の
実

情
に

応
じた

多
様

な
訓

練
を

実
施

（
木

工
科

、自
動

車
整

備
科

等
）

主
に

も
の

づ
くり

分
野

の
高

度
な

訓
練

を実
施

（
金

属
加

工
科

、住
環

境
計

画
科

等
）

民
間

教
育

訓
練

機
関

等
（

訓
練

コー
ス

ご
とに

厚
生

労
働

大
臣

が
認

定
）

＜
実
践
コー
ス
＞

基
礎

的
能

力
か

ら実
践

的
能

力
まで

一
括

し
て

習
得

す
る

訓
練

(介
護

系
（

介
護

福
祉

サ
ー

ビス
科

等
)、

情
報

系
(ソ

フト
ウェ

アプ
ログ

ラマ
ー

養
成

科
等

)、
医

療
事

務
系

（
医

療
・調

剤
事

務
科

等
）

等
)

＜
基
礎
コー
ス
＞

社
会

人
とし

て
の

基
礎

的
能

力
を習

得
す

る
訓

練

※
職

業
訓

練
受

講
給

付
金

の
支

給
対

象
とな

らな
い

方
も

、一
定

の
要

件
（

本
収

入
12

万
円

以
下

、世
帯

収
入

34
万

円
以

下
等

）
を

満
た

して
い

れ
ば

、通
所

手
当

の
み

受
給

が
可

能
。

令
和

６
年

度
求

職
者

支
援

訓
練

実
績

受
講

者
数

：
38

,9
45

人
（

基
礎

コー
ス

）
6,

12
9人

就
職

率
：

60
.9

%
（

実
践

コー
ス

）
32

,8
16

人
就

職
率

：
62

.4
%

都
道

府
県

立
国

立
都

道
府

県
営

国
立

機
構

営
合

計
令

和
６

年
度

公
共

職
業

訓
練

実
績

障
害

者
訓

練
(離

職
者

訓
練

の
うち

施
設

内
）

就
職

率
受

講
者

数
（

人
）

就
職

率
受

講
者

数
（

人
）

就
職

率
受

講
者

数
（

人
）

就
職

率
受

講
者

数
（

人
）

80
.4

％
16

4
65

.4
％

73
0

80
.3

％
39

7
70

.9
％

1,
29

1

4
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就
職

率
定

員
充

足
率

受
講

者
数

定
員

-
7
9
.2

％
1
0
3
,1

4
8

1
0
8
,9

7
2

合
計

令
和

２
年

度
8
3
.7

％
8
1
.2

％
3
1
,3

9
2

3
1
,1

1
3

施
設

内
訓

練

7
1
.3

％
7
8
.4

％
7
1
,7

5
6

7
7
,8

5
9

委
託

訓
練

-
7
6
.7

％
1
0
8
,1

5
0
 

1
1
8
,7

4
3

合
計

令
和

３
年

度
8
6
.1

％
7
6
.7

％
3
1
,7

8
7
 

3
3
,5

7
6
 

施
設

内
訓

練

7
3
.0

％
7
6
.7

％
7
6
,3

6
3
 

8
5
,1

6
7
 

委
託

訓
練

-
7
3
.8

％
1
0
2
,1

6
0
 

1
1
4
,0

3
2
 

合
計

令
和

４
年

度
8
6
.7

％
7
5
.1

％
3
1
,1

3
5
 

3
3
,5

3
3

施
設

内
訓

練

7
4
.6

％
7
3
.3

％
7
1
,0

2
5
 

8
0
,4

9
9
 

委
託

訓
練

-
7
2
.4

％
9
5
,7

5
2

1
0
9
,3

1
5

合
計

令
和

５
年

度
8
6
.4

％
7
4
.4

％
3
0
,6

3
3

3
3
,2

2
3

施
設

内
訓

練

7
3
.6

％
7
1
.6

％
6
5
,1

1
9

7
6
,0

9
2

委
託

訓
練

-
7
1
.2

％
9
0
,1

5
5

1
0
3
,4

8
4

合
計

令
和

６
年

度
8
6
.0

％
7
3
.8

％
2
9
,4

9
4

3
2
,1

6
4

施
設

内
訓

練

7
2
.8

％
7
0
.0

％
6
0
,6

6
1

7
1
,3

2
0

委
託

訓
練

※
受

講
者

数
は

前
年

度
繰

越
者

と
当

該
年

度
開

始
コ

ー
ス

の
入

校
者

数
の

合
計

。

※
充

足
率

に
つ

い
て

は
、

当
該

年
度

中
に

開
始

し
た

コ
ー

ス
に

つ
い

て
集

計
。

※
施

設
内

訓
練

は
、

都
道

府
県

及
び

（
独

）
高

齢
・
障

害
・
求

職
者

雇
用

支
援

機
構

に
よ

り
実

施
。

※
委

託
訓

練
に

つ
い

て
は

、
都

道
府

県
費

に
よ

り
都

道
府

県
が

独
自

に
実

施
す

る
職

業
訓

練
を

含
む

。

公
共

職
業

訓
練

（
離

職
者

訓
練

）
の
実
施
状
況

5
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都
道
府
県

機
構
（
※
）

合
計

受
講
者
数

定
員

受
講
者
数

定
員

受
講
者
数

3
0
,4

2
7

4
3
,5

6
0

4
1
,4

0
9

6
9
,2

6
8

7
1
,8

3
6

令
和
２
年
度

3
8
,2

4
7
 

5
1
,1

2
7

5
4
,2

2
0

8
5
,8

2
4

9
2
,4

6
7
 

令
和
３
年
度

4
0
,5

2
4

5
6
,7

1
5

6
5
,0

9
2

9
9
,6

0
4

1
0
5
,6

1
6

令
和
４
年
度

4
3
,7

6
3

6
0
,4

4
1

7
0
,7

8
9

1
0
2
,2

3
3

1
1
4
,5

5
2

令
和
５
年
度

4
3
,0

2
1

6
4
,8

6
8

7
2
,1

8
7

1
0
3
,0

5
5

1
1
5
,2

0
8

令
和
６
年
度

※
（
独

）
高

齢
・
障

害
・
求

職
者

雇
用

支
援

機
構

6

公
共

職
業

訓
練

（
在

職
者

訓
練

）
の
実
施
状
況
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合
計

都
道

府
県

機
構

就
職

率
在

学
者

数
定

員
（
１

年
目

の
定

員
）

就
職

率
在

学
者

数
定

員
（
１

年
目

の
定

員
）

就
職

率
在

学
者

数
定

員
（
１

年
目

の
定

員
）

9
4
.0

%
1
0
,1

1
8

9
,5

2
7

9
9
.0

%
5
,6

5
5

2
,8

7
5

9
5
.3

%
1
5
,7

7
3

1
2
,4

0
2

合
計

令
和

２
年

度

9
8
.1

%
2
,0

0
8

1
,2

5
5

9
8
.5

%
3
,8

5
1

1
,9

6
5

9
8
.3

%
5
,8

5
9

3
,2

2
0

専
門

課
程

1
0
0
.0

%
4

1
0

9
9
.3

%
1
,7

5
1

8
5
0

9
9
.4

%
1
,7

5
5

8
6
0

応
用

課
程

9
2
.9

%
7
,6

5
1

7
,7

7
6

1
0
0
.0

%
5
3

6
0

9
3
.0

%
7
,7

0
4

7
,8

3
6

普
通

課
程

(高
卒

)

9
8
.0

%
4
5
5

4
8
6

－
－

－
9
8
.0

%
4
5
5

4
8
6

普
通

課
程

(中
卒

)

9
5
.5

%
1
0
,2

8
7

9
,2

7
1

9
9
.2

%
5
,5

5
4

2
,8

5
2

9
6
.5

%
1
5
,8

4
1

1
2
,1

2
3

合
計

令
和

３
年

度

9
9
.0

%
2
,0

0
7

1
,3

3
0

9
9
.4

%
3
,7

1
6

1
,9

4
2

9
9
.2

%
5
,7

2
3

3
,2

7
2

専
門

課
程

1
0
0
.0

%
3

1
0

9
9
.0

%
1
,7

8
1

8
5
0

9
9
.0

%
1
,7

8
4

8
6
0

応
用

課
程

9
4
.8

%
7
,9

1
5

7
,5

8
1

1
0
0
.0

%
5
7

6
0

9
4
.9

%
7
,9

7
2

7
,6

4
1

普
通

課
程

(高
卒

)

9
5
.9

%
3
6
2

3
5
0

－
－

－
9
5
.9

%
3
6
2

3
5
0

普
通

課
程

(中
卒

)

9
4
.8

%
1
0
,2

7
0

9
,2

4
5

9
9
.5

%
5
,5

2
8

2
,8

5
2

9
6
.0

%
1
5
,7

9
8

1
2
,0

9
7

合
計

令
和

４
年

度

9
7
.6

%
2
,1

0
0

1
,3

3
0

9
9
.2

%
3
,6

8
7

1
,9

4
2

9
8
.3

%
5
,7

8
7

3
,2

7
2

専
門

課
程

1
0
0
.0

%
3

1
0

9
9
.8

%
1
,7

8
8

8
5
0

9
9
.8

%
1
,7

9
1

8
6
0

応
用

課
程

9
4
.2

%
7
,8

4
5

7
,5

9
5

1
0
0
.0

%
5
3

6
0

9
4
.2

%
7
,8

9
8

7
,6

5
5

普
通

課
程

(高
卒

)

9
5
.6

%
3
2
2

3
1
0

－
－

－
9
5
.6

%
3
2
2

3
1
0

普
通

課
程

(中
卒

)

9
5
.3

%
9
,5

0
5

9
,1

7
4

9
9
.6

%
5
,3

6
7

2
,8

9
2

9
6
.4

%
1
4
,8

7
2

1
2
,0

6
6

合
計

令
和

５
年

度

9
8
.6

%
2
,0

1
5

1
,3

2
0

9
9
.5

%
3
,5

5
4

1
,9

2
7

9
9
.0

%
5
,5

6
9

3
,2

4
7

専
門

課
程

1
0
0
.0

%
5

1
0

9
9
.6

%
1
,7

6
6

9
0
5

9
9
.6

%
1
,7

7
1

9
1
5

応
用

課
程

9
4
.3

%
7
,1

8
9

7
,5

1
4

1
0
0
.0

%
4
7

6
0

9
4
.4

%
7
,2

3
6

7
,5

7
4

普
通

課
程

(高
卒

)

9
7
.9

%
2
9
6

3
3
0

－
－

－
9
7
.9

%
2
9
6

3
3
0

普
通

課
程

(中
卒

)

9
5
.0

%
8
,5

5
8

8
,9

3
3

9
9
.5

%
5
,2

2
2

2
,8

5
7

9
6
.2

%
1
3
,7

8
0

1
1
,7

9
0

合
計

令
和

６
年

度

9
8
.3

%
1
,8

5
3

1
,3

2
0

9
9
.0

%
3
,3

6
7

1
,8

6
2

9
8
.6

%
5
,2

2
0

3
,1

8
2

専
門

課
程

1
0
0
.0

%
2

1
0

9
9
.8

%
1
,8

0
6

9
3
5

9
9
.8

%
1
,8

0
8

9
4
5

応
用

課
程

9
4
.2

%
6
,4

4
9

7
,3

0
3

1
0
0
.0

%
4
9

6
0

9
4
.3

%
6
,4

9
8

7
,3

6
3

普
通

課
程

(高
卒

)

9
3
.3

%
2
5
4

3
0
0

－
－

－
9
3
.3

%
2
5
4

3
0
0

普
通

課
程

(中
卒

)

※
在

学
者

数
に

は
前

年
度

繰
越

者
を

含
む

。

※
就

職
率

は
、

当
年

度
中

に
訓

練
を

修
了

し
た

者
の

１
か

月
後

の
就

職
状

況
。

7

公
共

職
業

訓
練

（
学

卒
者

訓
練

）
の
実
施
状
況
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※
就

職
率

は
、

訓
練

修
了

３
ヶ

月
後

の
就

職
状

況
を

元
に

算
出

。
（
資

料
：
定

例
業

務
統

計
報

告
、

障
害

者
委

託
訓

練
実

施
状

況
報

告
）

※
一

般
校

に
お

け
る

障
害

者
職

業
訓

練
の

就
職

率
は

、
一

般
校

で
設

定
し

て
い

る
障

害
者

対
象

訓
練

科
の

受
講

者
数

［
カ

ッ
コ

内
］
の

就
職

率
を

算
出

。

令
和

６
年

度
令

和
５

年
度

令
和

４
年

度
令

和
３

年
度

令
和

２
年

度

就
職

率
受

講
者

数
就

職
率

受
講

者
数

就
職

率
受

講
者

数
就

職
率

受
講

者
数

就
職

率
受

講
者

数

－
1
,4

8
0

－
1
,4

4
7

－
1
,4

7
6

－
1
,5

6
6

－
1
,5

2
5

障
害

者
職

業
能

力
開

発
校

に
お

け
る

職
業

訓
練

7
0
.9

％
1
,2

9
1

6
8
.9

％
1
,2

4
4

7
0
.1

%
1
,2

7
5

6
4
.7

％
1
,3

7
6

6
2
.9

％
1
,3

2
7

離
職

者
訓

練

－
1
8
9

－
2
0
3

－
2
0
1

－
1
9
0

－
1
9
8

在
職

者
訓

練

8
0
.0

％
8
4
4

[2
1
5
]

7
3
.6

％
7
5
6

[2
4
0
]

7
3
.4

％
7
9
3
[2

4
7
]

7
2
.7

％
6
8
9
[2

5
4
]

7
1
.6

％
6
9
0
[2

8
5
]

一
般

校
に

お
け

る
障

害
者

職
業

訓
練

－
2
,6

2
5

－
2
,7

9
1

－
2
,7

6
4

－
2
,7

3
1

－
2
,5

3
3

障
害

者
の

多
様

な
ニ

ー
ズ

に
対

応
し

た
委

託
訓

練

4
1
.2

％
2
,3

5
6

4
0
.4

％
2
,5

8
8

4
1
.2

％
2
,5

7
4

4
5
.1

％
2
,5

7
1

4
6
.4

％
2
,3

3
9

離
職

者
訓

練

－
2
6
9

－
2
0
3

－
1
9
0

－
1
6
0

－
1
9
4

在
職

者
訓

練

－
4
,9

4
9

－
4
,9

9
4

－
5
,0

3
3

－
4
,9

8
6

－
4
,7

4
8

合
計

（
単

位
：
人

）

公
共
職
業
訓
練
（
障
害
者
訓
練
）
の
実
施
状
況

8
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就
職
率

開
講
コ
ー
ス
の

定
員
充
足
率

（
⑤
／
④
）

開
講
率

（
③
／
①
）

受
講
者
数

⑤
開
講
定
員

④
開
講
コ
ー
ス
数

③
認
定
定
員

②
認
定
コ
ー
ス
数

①

基
礎

コ
ー

ス
5
2
.5

%
実

践
コ

ー
ス

6
0
.0

%

6
5
.1

%
8
0
.4

%
2
3
,7

3
4

3
6
,4

7
9

2
,3

0
0

4
4
,9

2
1

2
,8

6
2

令
和
２
年
度

基
礎

コ
ー

ス
5
3
.9

%
実

践
コ

ー
ス

6
0
.0

%

6
2
.2

%
7
9
.6

%
2
8
,2

6
0

4
5
,4

0
4

2
,7

9
1

5
6
,6

0
9

3
,5

0
8

令
和
３
年
度

基
礎

コ
ー

ス
5
7
.1

%

実
践

コ
ー

ス
5
9
.0

%

7
2
.8

%
8
9
.8

%
4
0
,2

8
9

5
5
,3

7
3

3
,2

5
6

6
1
,2

5
1

3
,6

2
6

令
和
４
年
度

基
礎

コ
ー

ス
6
0
.1

%

実
践

コ
ー

ス
6
0
.6

%

7
2
.6

%
9
0
.2

%
4
4
,6

9
9

6
1
,5

8
2

3
,5

1
8

6
7
,7

5
7

3
,9

0
2

令
和
５
年
度

基
礎

コ
ー

ス
6
0
.9

%

実
践

コ
ー

ス
6
2
.4

%

7
3
.4

%
9
2
.7

%
3
8
,9

4
5

5
3
,0

5
6

3
,1

9
2

5
7
,0

6
4

3
,4

4
5

令
和
６
年
度

求
職
者
支
援
訓
練
の
実
施
状
況

※
当

該
年

度
中

に
開

始
し

た
コ

ー
ス

に
つ

い
て

集
計

。
就

職
率

に
つ

い
て

は
当

該
年

度
中

に
終

了
し

た
コ

ー
ス

に
つ

い
て

集
計

。

9
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31
,3

92
 

31
,7

87
 

31
,1

35
 

30
,6

33
 

29
,4

94
 

71
,7

56
 

76
,3

63
 

71
,0

25
65

,1
19

60
,6

61

23
,7

34
 

28
,2

60
 

40
,2

89
44

,6
99

38
,9

45

0

20
,0

00

40
,0

00

60
,0

00

80
,0

00

10
0,

00
0

12
0,

00
0

14
0,

00
0

16
0,

00
0

令
和

２
年

度
令

和
３

年
度

令
和

４
年

度
令

和
5年

度
令

和
6年

度

公
共

職
業

訓
練

（
施

設
内

訓
練

）
公

共
職

業
訓

練
（
委

託
訓

練
）

求
職

者
支

援
訓

練

12
9,

10
0

12
6,

88
2

13
6,

41
0

14
0,

45
1

14
2,

44
9

ハ
ロ

ー
ト

レ
ー

ニ
ン

グ
（
離

職
者

向
け

）
の

受
講

状
況

（
人
）

10
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5,
77

0 
31

,7
22

 
4,

46
0 

9,
86

6 
7,

26
9 

6,
90

4 1,
31

3 6,
39

9 
5,

49
5 

10
,9

57
 

0
10

,0
00

20
,0

00
30

,0
00

40
,0

00
50

,0
00

60
,0

00
70

,0
00

80
,0

00
90

,0
00

IT
営

業
・
販

売
・
事

務
医

療
事

務
介

護
・
医

療
・
福

祉
デ

ザ
イ

ン
電

気
関

連
機

械
関

連
金

属
関

連
建

設
関

連
そ

の
他

（
人
）

6.
4%

35
.2

%
4.

9%
10

.9
%

8.
1%

1.
5%

7.
7%

7.
1%

6.
1%

12
.2

%

3,
77

5
10

,8
54

1,
75

5

2,
85

3
9,

35
7

2,
58

5

1,
63

7
0

5,
00

0
10

,0
00

15
,0

00
20

,0
00

25
,0

00
30

,0
00

35
,0

00

IT
営

業
・
販

売
・
事

務
医

療
事

務
介

護
・
医

療
・
福

祉
分

野
デ

ザ
イ

ン
理

美
容

そ
の

他

①
営

業
・
販

売
・
事

務
分

野
、

②
デ

ザ
イ

ン
分

野
、

③
IT

分
野

が
多

い
。

（
人
）

11
.5

%
33

.1
%

5.
3%

8.
7%

28
.5

%
7.

9%
5.

0%

求
職

者
支

援
訓

練
※

実
践

コ
ー

ス
の

内
訳

①
営

業
・
販

売
・
事

務
分

野
、

②
介

護
・
医

療
・
福

祉
分

野
、

③
デ

ザ
イ

ン
分

野
が

多
い

。

ハ
ロ

ー
ト

レ
ー

ニ
ン

グ
（
離

職
者

向
け

）
の

分
野

別
受

講
状

況
（
令

和
６

年
度

）

公
共

職
業

訓
練

（
施

設
内

訓
練

・
委

託
訓

練
）

11
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12

・
公

共
職

業
訓

練
（
離

職
者

訓
練

）
の

実
施

状
況

《
再

掲
》

・
・
・
・
・
・
・
P

1
3

・
就

職
状

況
（
令

和
２

年
度

～
令

和
６

年
度

）
・
・
・
・
・
・
・
P

1
4

・
受

講
者

数
・
就

職
率

（
令

和
６

年
度

分
野

別
）

・
・
・
・
・
・
・
P

1
5

・
入

校
者

数
（
年

齢
階

層
別

・
分

野
別

）
・
・
・
・
・
・
・
P

1
6

・
就

職
率

（
年

齢
階

層
別

・
分

野
別

）
・
・
・
・
・
・
・
P

1
7

・
受

講
者

数
（
令

和
６

年
度

都
道

府
県

別
）

・
・
・
・
・
・
・
P

1
8

・
就

職
率

（
令

和
６

年
度

都
道

府
県

別
）

・
・
・
・
・
・
・
P

1
9

・
長

期
高

度
人

材
育

成
コ

ー
ス

実
施

状
況

（
令

和
２

年
度

～
令

和
６

年
度

）
・
・
・
・
・
・
・
P

2
0

・
長

期
高

度
人

材
育

成
コ

ー
ス

実
施

状
況

（
令

和
６

年
度

分
野

別
）

・
・
・
・
・
・
・
P

2
1

１
．

令
和

６
年

度
ま

で
の

実
施

状
況

（
２

）
公

共
職

業
訓

練
（
離

職
者

訓
練

）
の

詳
細
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就
職

率
定

員
充

足
率

受
講

者
数

定
員

-
7
9
.2

％
1
0
3
,1

4
8

1
0
8
,9

7
2

合
計

令
和

２
年

度
8
3
.7

％
8
1
.2

％
3
1
,3

9
2

3
1
,1

1
3

施
設

内
訓

練

7
1
.3

％
7
8
.4

％
7
1
,7

5
6

7
7
,8

5
9

委
託

訓
練

-
7
6
.7

％
1
0
8
,1

5
0
 

1
1
8
,7

4
3

合
計

令
和

３
年

度
8
6
.1

％
7
6
.7

％
3
1
,7

8
7
 

3
3
,5

7
6
 

施
設

内
訓

練

7
3
.0

％
7
6
.7

％
7
6
,3

6
3
 

8
5
,1

6
7
 

委
託

訓
練

-
7
3
.8

％
1
0
2
,1

6
0
 

1
1
4
,0

3
2
 

合
計

令
和

４
年

度
8
6
.7

％
7
5
.1

％
3
1
,1

3
5
 

3
3
,5

3
3

施
設

内
訓

練

7
4
.6

％
7
3
.3

％
7
1
,0

2
5
 

8
0
,4

9
9
 

委
託

訓
練

-
7
2
.4

％
9
5
,7

5
2

1
0
9
,3

1
5

合
計

令
和

５
年

度
8
6
.4

％
7
4
.4

％
3
0
,6

3
3

3
3
,2

2
3

施
設

内
訓

練

7
3
.6

％
7
1
.6

％
6
5
,1

1
9

7
6
,0

9
2

委
託

訓
練

-
7
1
.2

％
9
0
,1

5
5

1
0
3
,4

8
4

合
計

令
和

６
年

度
8
6
.0

％
7
3
.8

％
2
9
,4

9
4

3
2
,1

6
4

施
設

内
訓

練

7
2
.8

％
7
0
.0

％
6
0
,6

6
1

7
1
,3

2
0

委
託

訓
練

※
受

講
者

数
は

前
年

度
繰

越
者

と
当

該
年

度
開

始
コ

ー
ス

の
入

校
者

数
の

合
計

。

※
充

足
率

に
つ

い
て

は
、

当
該

年
度

中
に

開
始

し
た

コ
ー

ス
に

つ
い

て
集

計
。

※
施

設
内

訓
練

は
、

都
道

府
県

及
び

（
独

）
高

齢
・
障

害
・
求

職
者

雇
用

支
援

機
構

に
よ

り
実

施
。

※
委

託
訓

練
に

つ
い

て
は

、
都

道
府

県
費

に
よ

り
都

道
府

県
が

独
自

に
実

施
す

る
職

業
訓

練
を

含
む

。

公
共

職
業

訓
練

（
離

職
者

訓
練

）
の
実
施
状
況

13
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就
職
率

（
①
＋
③
）

／
（
①
＋
②
）

③
就
職
者
数

②
修
了
者
数

①
就
職
理
由

中
退
者
数

就
職
理
由
以
外

の
中
退
者
数

受
講
者
数

コ
ー
ス
数

8
3
.7

％
1
4
,3

3
9

1
7
,7

6
1

3
,1

8
0

1
,4

3
1

3
1
,3

9
2

2
,6

2
9

施
設

内
訓

練
令
和
２
年
度

7
1
.3

％
3
7
,1

3
1

5
3
,4

6
8

3
,4

8
1

3
,2

8
7

7
1
,7

5
6

5
,4

2
8

委
託

訓
練

8
6
.1

％
1
5
,3

5
0
 

1
8
,3

3
1
 

3
,1

1
6
 

1
,3

7
8

3
1
,7

8
7
 

2
,6

9
5

施
設

内
訓

練
令
和
３
年
度

7
3
.0

％
4
0
,5

1
7
 

5
6
,8

3
6
 

3
,7

0
8
 

3
,4

0
6

7
6
,3

6
3
 

5
,9

1
9

委
託

訓
練

8
6
.7

％
1
5
,1

9
5
 

1
7
,9

7
3

2
,8

9
0
 

1
,3

5
0

3
1
,1

3
5

2
,7

1
7

施
設

内
訓

練
令
和
４
年
度

7
4
.6

％
3
9
,1

5
3
 

5
3
,7

0
8

3
,5

5
0
 

3
,4

0
4

7
1
,0

2
5

5
,7

0
6

委
託

訓
練

8
6
.4

％
1
4
,6

5
6

1
7
,3

7
6

2
,6

6
0

1
,2

4
2

3
0
,6

3
3

2
,7

4
2

施
設

内
訓

練
令
和
５
年
度

7
3
.6

％
3
4
,8

6
5

4
8
,4

2
6
 

2
,9

0
3

2
,9

4
3

6
5
,1

1
9

5
,5

2
1

委
託

訓
練

8
6
.0

%
1
4
,3

3
6

1
7
,0

6
5

2
,4

7
5

1
,2

3
2

2
9
,4

9
4

2
,7

4
6

施
設

内
訓

練
令
和
６
年
度

7
2
.8

%
3
1
,7

2
9

4
4
,6

2
5

2
,8

0
9

2
,7

9
2

6
0
,6

6
1

5
,3

0
5

委
託

訓
練

※
当

該
年

度
に

訓
練

を
修

了
し

た
者

の
３

か
月

後
の

就
職

状
況

。

※
施

設
内

訓
練

は
、

都
道

府
県

及
び

（
独

）
高

齢
・
障

害
・
求

職
者

雇
用

支
援

機
構

に
よ

り
実

施
。

※
委

託
訓

練
に

つ
い

て
は

、
都

道
府

県
費

に
よ

り
都

道
府

県
が

独
自

に
実

施
す

る
職

業
訓

練
を

含
む

。

就
職
状
況
（
令
和
２
年
度
～
令
和
６
年
度
）

公
共

職
業

訓
練

（
離

職
者

訓
練

）
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委
託

訓
練

施
設

内
訓

練
受

講
者

数
合

計
）

分
野

都
道

府
県

高
齢

・
障

害
・
求

職
者

雇
用

支
援

機
構

合
計

都
道

府
県

高
齢

・
障

害
・
求

職
者

雇
用

支
援

機
構

合
計

就
職

率
受

講
者

数
就

職
率

受
講

者
数

就
職

率
受

講
者

数
就

職
率

受
講

者
数

就
職

率
受

講
者

数
就

職
率

受
講

者
数

7
0
.7

%
5
,6

8
9

-
0
 

7
0
.7

%
5
,6

8
9

7
8
.9

%
8
1

-
0
 

7
8
.9

%
8
1

5
,7

7
0

ＩＴ
分

野

7
0
.7

%
3
1
,0

2
0

-
0
 

7
0
.7

%
3
1
,0

2
0

8
1
.0

%
2
6
4

8
4
.8

%
4
3
8
 

8
3
.2

%
7
0
2

3
1
,7

2
2

営
業

・
販

売
・
事

務
分

野

7
7
.9

%
4
,4

6
0

-
0
 

7
7
.9

%
4
,4

6
0

-
0

-
0
 

-
0

4
,4

6
0

医
療

事
務

分
野

8
4
.1

%
9
,2

4
5

-
0
 

8
4
.1

%
9
,2

4
5

9
0
.0

%
6
2
1

-
0
 

9
0
.0

%
6
2
1

9
,8

6
6

介
護

・
医

療
・
福

祉
分

野

6
7
.7

%
3
3
1

-
0
 

6
7
.7

%
3
3
1

9
0
.5

%
4
5
8

-
0
 

9
0
.5

%
4
5
8

7
8
9

農
業

分
野

5
0
.0

%
5
1
7

-
0
 

5
0
.0

%
5
1
7

9
6
.0

%
3
8

-
0
 

9
6
.0

%
3
8

5
5
5

旅
行

・
観

光
分

野

6
9
.4

%
7
,1

7
8

-
0
 

6
9
.4

%
7
,1

7
8

6
8
.4

%
9
1

-
0
 

6
8
.4

%
9
1
 

7
,2

6
9

デ
ザ

イ
ン

分
野

6
9
.6

%
4
0

-
0
 

6
9
.6

%
4
0

8
2
.0

%
3
3
4

8
6
.5

%
6
,5

3
0
 

8
6
.2

%
6
,8

6
4

6
,9

0
4

電
気

関
連

分
野

製 造 分 野

6
2
.1

%
4
8

-
0
 

6
2
.1

%
4
8

7
1
.7

%
3
7
4

8
8
.1

%
8
9
1
 

8
2
.4

%
1
,2

6
5

1
,3

1
3

機
械

関
連

分
野

5
0
.0

%
3

-
0
 

5
0
.0

%
3

8
8
.2

%
5
4
7

8
8
.4

%
5
,8

4
9
 

8
8
.3

%
6
,3

9
6

6
,3

9
9

金
属

関
連

分
野

8
7
.5

%
1
9

-
0
 

8
7
.5

%
1
9

7
5
.8

%
3
1
9

-
0
 

7
5
.8

%
3
1
9

3
3
8

そ
の

他
の

製
造

関
連

分
野

7
3
.5

%
4
5
1

-
0
 

7
3
.5

%
4
5
1

8
2
.0

%
1
0
1
4

8
7
.1

%
4
,0

3
0
 

8
5
.9

%
5
,0

4
4

5
,4

9
5

建
設

関
連

分
野

8
2
.4

%
2
8
1

-
0
 

8
2
.4

%
2
8
1

-
0

-
0
 

-
0

2
8
1

理
容

・
美

容
関

連
分

野

2
0
.0

%
5

-
0
 

2
0
.0

%
5

-
0

-
0
 

-
0

5
林

業
分

野

そ の 他 分 野

6
0
.0

%
5

-
0
 

6
0
.0

%
5

-
0

-
0
 

-
0

5
警

備
・
保

安
分

野

-
0

-
0
 

-
0

-
0

-
0
 

-
0

0
ク

リ
エ

ー
ト

（
企

画
・
創

作
）
分

野

6
0
.1

%
1
8
9

-
0
 

6
0
.1

%
1
8
9

5
7
.1

%
3
0

9
4
.9

%
5
7
 

7
9
.1

%
8
7

2
7
6

輸
送

サ
ー

ビ
ス

分
野

7
7
.6

%
4
9
2

-
0
 

7
7
.6

%
4
9
2

8
5
.4

%
1
8
5

-
0
 

8
5
.4

%
1
8
5

6
7
7

調
理

分
野

7
3
.7

%
6
8
8

-
0
 

7
3
.7

%
6
8
8

7
8
.2

%
1
,1

6
4

8
7
.6

%
6
,1

7
9
 

8
4
.5

%
7
,3

4
3

8
,0

3
1

そ
の

他
の

分
野

7
2
.8

%
6
0
,6

6
1

-
0
 

7
2
.8

%
6
0
,6

6
1

8
2
.1

%
5
,5

2
0

8
7
.3

%
2
3
,9

7
4
 

8
6
.0

%
2
9
,4

9
4

9
0
,1

5
5

総
計

受
講
者
数
・
就
職
率
（
令
和
６
年
度
分
野
別
）

※
受

講
者

数
は

前
年

度
繰

越
者

と
当

該
年

度
開

始
コ

ー
ス

の
入

校
者

数
の

合
計

。

※
就

職
率

は
、

当
該

年
度

末
ま

で
に

訓
練

を
修

了
し

た
者

の
３

か
月

後
の

就
職

状
況

。

※
(独

)高
齢

・
障

害
・
求

職
者

雇
用

支
援

機
構

の
実

施
す

る
施

設
内

訓
練

の
う

ち
、

「
そ

の
他

」
分

野
に

含
ま

れ
る

橋
渡

し
訓

練
に

つ
い

て
は

、
他

の
職

業
訓

練
を

連
続

し
て

受
講

す
る

た
め

、
受

講
者

数
の

み
計

上
。

※
施

設
内

訓
練

は
、

都
道

府
県

及
び

（
独

）
高

齢
・
障

害
・
求

職
者

雇
用

支
援

機
構

に
よ

り
実

施
。

※
委

託
訓

練
に

つ
い

て
は

、
都

道
府

県
費

に
よ

り
都

道
府

県
が

独
自

に
実

施
す

る
職

業
訓

練
を

含
む

。

公
共

職
業

訓
練

（
離

職
者

訓
練

）
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入
校
者
数
（
年
齢
階
層
別
・
分
野
別
）

公
共

職
業

訓
練

（
離

職
者

訓
練

）

16
※

当
該

年
度

中
に

開
始

し
た

コ
ー

ス
に

つ
い

て
集

計
。

※
「
う

ち
女

性
」
の

割
合

は
、

各
分

野
の

入
校

者
数

合
計

に
対

す
る

割
合

で
あ

る
こ

と
。

う
ち

女
性

入
校

者
計

6
5
歳

以
上

6
0
歳

5
5
歳

5
0
歳

4
5
歳

4
0
歳

3
5
歳

3
0
歳

2
5
歳

2
0
歳

2
0
歳

未
満

年
齢

階
層

う
ち

女
性

う
ち

女
性

～
6
4
歳

う
ち

女
性

～
5
9
歳

う
ち

女
性

～
5
4
歳

う
ち

女
性

～
4
9
歳

う
ち

女
性

～
4
4
歳

う
ち

女
性

～
3
9
歳

う
ち

女
性

～
3
4
歳

う
ち

女
性

～
2
9
歳

う
ち

女
性

～
2
4
歳

う
ち

女
性

4
4
,3

6
8

7
3
,6

8
1

6
9
8

2
,0

6
6

2
,8

1
2

6
,4

9
2

4
,3

2
0

7
,2

1
6

6
,4

5
7

9
,6

5
1

6
,3

0
4

9
,2

6
4

5
,5

6
3

8
,4

0
1

4
,9

3
9

7
,7

7
5

4
,4

8
5

7
,5

4
0

5
,2

0
7

8
,6

1
4

3
,2

8
6

5
,8

3
6

2
9
7

8
2
6

入
校

者
数

合
計

6
0
.2

%
1
0
0
.0

%
0
.9

%
2
.8

%
3
.8

%
8
.8

%
5
.9

%
9
.8

%
8
.8

%
1
3
.1

%
8
.6

%
1
2
.6

%
7
.6

%
1
1
.4

%
6
.7

%
1
0
.6

%
6
.1

%
1
0
.2

%
7
.1

%
1
1
.7

%
4
.5

%
7
.9

%
0
.4

%
1
.1

%
割

合

2
,4

9
3

4
,5

3
6

2
8

7
6

1
1
6

2
4
8

1
7
3

2
8
1

3
1
0

4
6
1

3
0
9

4
8
2

3
3
1

5
0
6

2
8
8

5
0
7

3
0
8

6
0
1

3
8
4

7
7
7

2
3
3

5
5
3

1
3

4
4

入
校

者
数

ＩＴ
分

野
5
5
.0

%
1
0
0
.0

%
0
.6

%
1
.7

%
2
.6

%
5
.5

%
3
.8

%
6
.2

%
6
.8

%
1
0
.2

%
6
.8

%
1
0
.6

%
7
.3

%
1
1
.2

%
6
.3

%
1
1
.2

%
6
.8

%
1
3
.2

%
8
.5

%
1
7
.1

%
5
.1

%
1
2
.2

%
0
.3

%
1
.0

%
割

合

2
1
,7

2
3

2
7
,3

1
0

3
9
6

7
1
1

1
,6

3
4

2
,4

0
6

2
,3

8
4

2
,9

5
6

3
,3

4
3

3
,8

9
6

3
,1

9
9

3
,7

1
2

2
,7

1
2

3
,2

3
1

2
,3

1
4

2
,8

1
0

2
,0

3
0

2
,5

8
2

2
,1

6
4

2
,8

7
5

1
,4

3
2

1
,9

7
0

1
1
5

1
6
1

入
校

者
数

営
業

・
販

売
・

事
務

分
野

7
9
.5

%
1
0
0
.0

%
1
.5

%
2
.6

%
6
.0

%
8
.8

%
8
.7

%
1
0
.8

%
1
2
.2

%
1
4
.3

%
1
1
.7

%
1
3
.6

%
9
.9

%
1
1
.8

%
8
.5

%
1
0
.3

%
7
.4

%
9
.5

%
7
.9

%
1
0
.5

%
5
.2

%
7
.2

%
0
.4

%
0
.6

%
割

合

3
,7

3
5

3
,8

7
8

2
1

2
4

1
4
6

1
5
3

2
8
6

3
0
1

5
5
7

5
7
2

5
3
9

5
5
8

4
4
0

4
5
8

4
2
7

4
4
0

3
6
8

3
7
9

5
1
9

5
3
9

3
8
8

4
1
0

4
4

4
4

入
校

者
数

医
療

事
務

分
野

9
6
.3

%
1
0
0
.0

%
0
.5

%
0
.6

%
3
.8

%
3
.9

%
7
.4

%
7
.8

%
1
4
.4

%
1
4
.7

%
1
3
.9

%
1
4
.4

%
1
1
.3

%
1
1
.8

%
1
1
.0

%
1
1
.3

%
9
.5

%
9
.8

%
1
3
.4

%
1
3
.9

%
1
0
.0

%
1
0
.6

%
1
.1

%
1
.1

%
割

合

4
,6

4
3

6
,8

8
7

1
2
9

2
8
2

4
1
9

8
0
2

6
3
5

9
6
8

8
4
6

1
,1

8
5

6
9
4

9
5
7

6
0
5

7
9
3

4
4
0

5
9
2

2
9
4

4
4
8

2
7
9

4
0
9

2
5
5

3
8
2

4
7

6
9

入
校

者
数

介
護

・
医

療
・

福
祉

分
野

6
7
.4

%
1
0
0
.0

%
1
.9

%
4
.1

%
6
.1

%
1
1
.6

%
9
.2

%
1
4
.1

%
1
2
.3

%
1
7
.2

%
1
0
.1

%
1
3
.9

%
8
.8

%
1
1
.5

%
6
.4

%
8
.6

%
4
.3

%
6
.5

%
4
.1

%
5
.9

%
3
.7

%
5
.5

%
0
.7

%
1
.0

%
割

合

1
9
4

7
3
4

9
8
9

3
4

2
0
2

4
2

1
1
5

4
1

1
0
3

1
7

6
4

1
6

4
5

1
2

3
4

6
3
2

1
0

2
7

6
1
2

1
1
1

入
校

者
数

農
業

分
野

2
6
.4

%
1
0
0
.0

%
1
.2

%
1
2
.1

%
4
.6

%
2
7
.5

%
5
.7

%
1
5
.7

%
5
.6

%
1
4
.0

%
2
.3

%
8
.7

%
2
.2

%
6
.1

%
1
.6

%
4
.6

%
0
.8

%
4
.4

%
1
.4

%
3
.7

%
0
.8

%
1
.6

%
0
.1

%
1
.5

%
割

合

3
6
1

5
0
7

1
1

2
1

4
6

8
2

5
3

8
3

6
5

8
2

4
5

6
4

3
6

3
8

3
9

4
7

2
4

3
1

3
0

3
9

1
2

1
9

0
1

入
校

者
数

旅
行

・
観

光
分

野
7
1
.2

%
1
0
0
.0

%
2
.2

%
4
.1

%
9
.1

%
1
6
.2

%
1
0
.5

%
1
6
.4

%
1
2
.8

%
1
6
.2

%
8
.9

%
1
2
.6

%
7
.1

%
7
.5

%
7
.7

%
9
.3

%
4
.7

%
6
.1

%
5
.9

%
7
.7

%
2
.4

%
3
.7

%
-

0
.2

%
割

合

4
,5

5
8

6
,1

7
7

3
7

9
1

1
2
6

2
6
0

2
2
0

3
1
4

4
0
5

5
3
0

4
8
2

6
3
0

5
1
0

6
5
8

6
0
8

7
6
0

6
9
0

9
2
6

9
5
5

1
,2

6
9

5
0
7

7
0
5

1
8

3
4

入
校

者
数

デ
ザ

イ
ン

分
野

7
3
.8

%
1
0
0
.0

%
0
.6

%
1
.5

%
2
.0

%
4
.2

%
3
.6

%
5
.1

%
6
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.5

%
8
9
.9

%
大

阪
府

8
1
.2

%
-

8
1
.2

%
8
9
.5

%
8
7
.4

%
8
7
.8

%
兵

庫
県

8
1
.9

%
-

8
1
.9

%
1
0
0
.0

%
8
4
.8

%
8
7
.6

%
奈

良
県

6
8
.1

%
-

6
8
.1

%
-

8
8
.4

%
8
8
.4

%
和

歌
山

県

7
9
.0

%
-

7
9
.0

%
8
7
.5

%
8
9
.6

%
8
9
.5

%
鳥

取
県

7
0
.4

%
-

7
0
.4

%
9
7
.0

%
9
3
.2

%
9
3
.6

%
島

根
県

7
5
.5

%
-

7
5
.5

%
9
0
.8

%
8
9
.2

%
8
9
.6

%
岡

山
県

7
0
.4

%
-

7
0
.4

%
8
8
.4

%
8
0
.8

%
8
2
.1

%
広

島
県

6
7
.6

%
-

6
7
.6

%
8
5
.3

%
8
4
.4

%
8
4
.7

%
山

口
県

7
8
.6

%
-

7
8
.6

%
7
8
.6

%
8
3
.3

%
8
2
.0

%
徳

島
県

6
8
.7

%
-

6
8
.7

%
7
3
.8

%
8
6
.9

%
8
1
.4

%
香

川
県

7
6
.0

%
-

7
6
.0

%
6
4
.3

%
8
5
.2

%
8
1
.7

%
愛

媛
県

8
3
.3

%
-

8
3
.3

%
7
5
.0

%
8
5
.1

%
8
4
.4

%
高

知
県

6
4
.3

%
-

6
4
.3

%
7
8
.9

%
8
8
.2

%
8
5
.3

%
福

岡
県

7
6
.6

%
-

7
6
.6

%
-

8
7
.4

%
8
7
.4

%
佐

賀
県

7
9
.3

%
-

7
9
.3

%
1
0
0
.0

%
9
4
.6

%
9
4
.6

%
長

崎
県

7
0
.1

%
-

7
0
.1

%
-

9
1
.2

%
9
1
.2

%
熊

本
県

8
4
.5

%
-

8
4
.5

%
9
3
.5

%
8
0
.8

%
8
2
.4

%
大

分
県

8
2
.4

%
-

8
2
.4

%
1
0
0
.0

%
8
8
.0

%
8
8
.1

%
宮

崎
県

7
5
.2

%
-

7
5
.2

%
-

8
7
.8

%
8
7
.8

%
鹿

児
島

県

8
4
.2

%
-

8
4
.2

%
9
3
.8

%
8
9
.4

%
9
0
.4

%
沖

縄
県

7
2
.8

%
-

7
2
.8

%
8
2
.1

%
8
7
.3

%
8
6
.0

%
合

計

7
4
.6

%
4
4
.9

%
7
4
.6

%
8
3
.2

%
8
7
.9

%
8
6
.7

%
R

4
年

度
合

計

7
3
.6

%
-

7
3
.6

%
8
2
.7

%
8
7
.7

%
8
6
.4

%
R

5
年

度
合

計
※

就
職

率
は

、
当

該
年

度
末

ま
で

に
訓

練
を

修
了

し
た

者
の

３
か

月
後

の
就

職
状

況
。

※
施

設
内

訓
練

は
、

都
道

府
県

及
び

（
独

）
高

齢
・
障

害
・
求

職
者

雇
用

支
援

機
構

に
よ

り
実

施
。

※
委

託
訓

練
に

つ
い

て
は

、
都

道
府

県
費

に
よ

り
都

道
府

県
が

独
自

に
実

施
す

る
職

業
訓

練
を

含
む

。

就
職
率
（
令
和
６
年
度
都
道
府
県
別
）

公
共

職
業

訓
練

（
離

職
者

訓
練

）

19

- 83 -



就
職
率

受
講
者
数

コ
ー
ス
数

8
6
.3

%
5
,2

6
9

1
,0

2
6

令
和
２
年
度

8
8
.9

%
5
,3

4
5

1
,0

3
2

令
和
３
年
度

8
8
.4

%
5
,2

4
1

9
6
1

令
和
４
年
度

9
0
.0

%
5
,1

9
1

9
8
6

令
和
５
年
度

8
8
.5

%
4
,8

0
4

9
8
3

令
和
６
年
度

※
受

講
者

数
は

前
年

度
繰

越
者

と
当

該
年

度
開

始
コ

ー
ス

の
入

校
者

数
の

合
計

。

長
期
高
度
人
材
育
成
コ
ー
ス
実
施
状
況
（
令
和
２
年
度
～
令
和
６
年
度
）

公
共

職
業

訓
練

（
離

職
者

訓
練

）

20
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就
職

率
受
講
者
数

コ
ー
ス
数

分
野

8
3
.3

%
3
0

1
0

製
造

系

6
3
.6

%
1
7

5
建

設
系

9
1
.8

%
9
5

2
4

事
務

系

9
3
.4

%
9
0
8

2
6
7

介
護

系

9
1
.6

%
1
8
2
2

3
1
3

保
育

系

8
7
.9

%
7
0
2

8
7

そ
の

他
社

会
福

祉
系

8
1
.3

%
2
5
3

7
8

サ
ー

ビ
ス

系

7
7
.3

%
2
8
6

5
5

調
理

系

8
8
.9

%
1
1
4

2
6

保
健

医
療

系

8
5
.0

%
5
1
5

1
0
2

情
報

系

5
7
.1

%
6
2

1
6

そ
の

他

8
8
.5

%
4
8
0
4

9
8
3

合
計

9
0
.0

%
5
,1

9
1

9
8
6

令
和

５
年

度
合

計

長
期
高
度
人
材
育
成
コ
ー
ス
実
施
状
況
（
令
和
６
年
度
分
野
別
）

公
共

職
業

訓
練

（
離

職
者

訓
練

）

21
※

受
講

者
数

は
前

年
度

繰
越

者
と

当
該

年
度

開
始

コ
ー

ス
の

入
校

者
数

の
合

計
。
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22

・
求

職
者

支
援

訓
練

の
実

施
状

況
《
再

掲
》

・
・
・
・
・
・
・
P

2
3

・
就

職
状

況
（
令

和
２

年
度

～
令

和
６

年
度

コ
ー

ス
別

）
・
・
・
・
・
・
・
P

2
4

・
認

定
・
開

講
状

況
（
令

和
６

年
度

コ
ー

ス
別

／
分

野
別

）
・
・
・
・
・
・
・
P

2
5

・
就

職
状

況
（
令

和
６

年
度

コ
ー

ス
別

／
分

野
別

）
・
・
・
・
・
・
・
P

2
6

・
受

講
者

数
（
年

齢
階

層
別

・
分

野
別

）
・
・
・
・
・
・
・
P

2
7

・
就

職
率

（
年

齢
階

層
別

・
分

野
別

）
・
・
・
・
・
・
・
P

2
8

・
受

講
者

数
（
令

和
６

年
度

都
道

府
県

別
）

・
・
・
・
・
・
・
P

2
9

・
就

職
率

（
令

和
６

年
度

都
道

府
県

別
）

・
・
・
・
・
・
・
P

3
0

・
申

請
・
認

定
状

況
（
令

和
６

年
度

都
道

府
県

別
）

・
・
・
・
・
・
・
P

3
1

・
申

請
・
認

定
状

況
（
令

和
６

年
度

都
道

府
県

別
・
コ

ー
ス

別
／

重
点

３
分

野
別

）
・
・
・
・
・
・
・
P

3
2

１
．

令
和

６
年

度
ま

で
の

実
施

状
況

（
３

）
求

職
者

支
援

訓
練

の
詳

細
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就
職
率

開
講
コ
ー
ス
の

定
員
充
足
率

（
⑤
／
④
）

開
講
率

（
③
／
①
）

受
講
者
数

⑤
開
講
定
員

④
開
講
コ
ー
ス
数

③
認
定
定
員

②
認
定
コ
ー
ス
数

①

基
礎

コ
ー

ス
5
2
.5

%
実

践
コ

ー
ス

6
0
.0

%

6
5
.1

%
8
0
.4

%
2
3
,7

3
4

3
6
,4

7
9

2
,3

0
0

4
4
,9

2
1

2
,8

6
2

令
和
２
年
度

基
礎

コ
ー

ス
5
3
.9

%
実

践
コ

ー
ス

6
0
.0

%

6
2
.2

%
7
9
.6

%
2
8
,2

6
0

4
5
,4

0
4

2
,7

9
1

5
6
,6

0
9

3
,5

0
8

令
和
３
年
度

基
礎

コ
ー

ス
5
7
.1

%
実

践
コ

ー
ス

5
9
.0

%

7
2
.8

%
8
9
.8

%
4
0
,2

8
9

5
5
,3

7
3

3
,2

5
6

6
1
,2

5
1

3
,6

2
6

令
和
４
年
度

基
礎

コ
ー

ス
6
0
.1

%
実

践
コ

ー
ス

6
0
.6

%

7
2
.6

%
9
0
.2

%
4
4
,6

9
9

6
1
,5

8
2

3
,5

1
8

6
7
,7

5
7

3
,9

0
2

令
和
５
年
度

基
礎

コ
ー

ス

6
0
.9

%
実

践
コ

ー
ス

6
2
.4

%

7
3
.4

%
9
2
.7

%
3
8
,9

4
5

5
3
,0

5
6

3
,1

9
2

5
7
,0

6
4

3
,4

4
5

令
和
６
年
度

求
職
者
支
援
訓
練
の
実
施
状
況

23

※
当

該
年

度
中

に
開

始
し

た
コ

ー
ス

に
つ

い
て

集
計

。
就

職
率

に
つ

い
て

は
当

該
年

度
中

に
終

了
し

た
コ

ー
ス

に
つ

い
て

集
計

。
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就
職
率

（
⑤
／
④
）

⑤
就
職
者
数

④
修
了
者
等
数

（
①
＋
②
－
③
）

③
訓
練
連
続

受
講
者
数

②
修
了
者
数

①
就
職
理
由

中
退
者
数

就
職
理
由
以
外

の
中
退
者
数

受
講
者
数

コ
ー
ス
数

5
2
.5

%
2
,4

6
1

(2
,4

0
6
)

4
,7

5
4

(4
,5

8
0
)

2
5
1

4
,6

8
0

3
2
5

5
8
2

5
,5

8
7

6
7
0

基
礎

コ
ー

ス
令
和
２
年
度

6
0
.0

%
8
,4

5
4

(8
,3

7
2
)

1
4
,1

9
8

(1
3
,9

5
3
)

－
1
2
,9

4
5

1
,2

5
3

2
,1

8
7

1
6
,4

2
7

1
,5

6
2

実
践

コ
ー

ス

5
3
.9

%
 

2
,5

5
3

（
2
,4

9
1
）

4
,8

1
4

（
4
,6

2
1
）

2
3
9

4
,7

4
4

3
0
9

4
8
8

5
,5

4
1

6
4
0

基
礎

コ
ー

ス
令
和
３
年
度

6
0
.0

%
1
1
,3

4
1

（
1
1
,2

0
6
）

1
9
,0

9
1

（
1
8
,6

6
8
）

－
1
7
,5

7
8

1
,5

1
3

2
,2

6
1

2
1
,3

6
1

2
,0

2
5

実
践

コ
ー

ス

5
7
.1

%
2
,8

7
1

（
2
,8

0
4
）

5
,1

0
5

（
4
,9

0
7
）

2
5
3

5
,0

0
6

3
5
2

5
1
6

5
,8

7
4

5
7
8

基
礎

コ
ー

ス
令
和
４
年
度

5
9
.0

%
1
5
,1

5
1

（
1
4
,9

7
6
）

2
5
,8

8
8

（
2
5
,3

6
9
）

－
2
3
,9

3
1

1
,9

5
7

3
,0

0
1

2
8
,8

9
2

2
,4

6
1

実
践

コ
ー

ス

6
0
.1

%
3
,3

1
8

(3
,2

5
7
)

5
,6

0
1

(5
,4

1
5
)

1
9
2

5
,3

7
7

4
1
6

3
7
9

6
,1

7
2

5
6
8

基
礎

コ
ー

ス
令
和
５
年
度

6
0
.6

%
2
1
,3

8
0

（
2
1
,1

7
1
）

3
5
,5

1
3

（
3
4
,9

3
0
）

－
3
2
,8

3
3

2
,6

3
0

2
,8

5
7

3
8
,5

0
3

2
,8

9
6

実
践

コ
ー

ス

6
0
.9

%
3
,3

1
8
 

（
3
,2

3
9
）

5
,5

6
1
 

（
5
,3

1
8
）

1
5
4

5
,3

3
7
 

3
7
8
 

3
8
8
  

6
,1

0
4
 

5
9
0
 

基
礎

コ
ー

ス
令
和
６
年
度

6
2
.4

%
2
0
,2

0
1
 

（
1
9
,9

7
7
）

3
2
,5

8
6
 

（
3
2
,0

1
1
）

－
2
9
,8

1
8
 

2
,7

6
8
 

2
,6

6
3
 

3
5
,2

4
9
 

2
,7

1
1
 

実
践

コ
ー

ス

※
当

年
度

中
に

終
了

し
た

コ
ー

ス
に

つ
い

て
集

計
。

※
就

職
率

に
つ

い
て

は
、

以
下

の
算

定
式

（
た

だ
し

、
式

の
分

母
分

子
か

ら
訓

練
終

了
日

に
お

い
て

65
歳

以
上

の
者

を
除

く
。

）
に

よ
り

算
出

。

⑤
就
職
者
数
(雇

用
保
険
適
用
)
÷

④
修
了
者
等
数
（
①
就
職
理
由
中
退
者
＋
②
訓
練
修
了
者
－
③
次
の
訓
練
を
受
講
す
る
者
(基

礎
コ
ー
ス
の
み
)）

（
表
中
の
（

）
内
の
数
値
は
、
訓
練
終
了
日
に
お
い
て
65
歳
以
上
の
者
を
除
い
た
数
で
あ
り
、
こ
れ
に
基
づ
き
就
職
率
を
算
出
。
）

就
職
状
況
（
令
和
２
年
度
～
令
和
６
年
度
コ
ー
ス
別
）

求
職

者
支

援
訓

練

24

- 88 -



認
定
・
開
講
状
況

（
令
和
６
年
度
コ
ー
ス
別
／
分
野
別
）

実
践

コ
ー

ス
基

礎
コ

ー
ス

全
体

医
療

事
務

営
業

･販
売

･事
務

ＩＴ

1
7
2

9
6
0

3
3
3

2
,7

9
6

6
4
9

3
,4

4
5

認
定

コ
ー

ス
数

2
,8

1
4

1
5
,6

0
2

5
,9

9
0

4
7
,3

1
5

9
,7

4
9

5
7
,0

6
4

認
定

定
員

1
5
8

8
8
8

2
9
8

2
,5

9
0

6
0
2

3
,1

9
2

開
講

コ
ー

ス
数

8
.1

%
7
.5

%
1
0
.5

%
7
.4

%
7
.2

%
7
.3

%
中

止
率

2
,5

8
9

1
4
,4

8
1

5
,3

7
4

4
4
,0

3
4

9
,0

2
2

5
3
,0

5
6

開
講

定
員

2
,2

2
7

1
4
,8

9
9

5
,5

5
0

4
8
,4

6
2

7
,6

9
0

5
6
,1

5
2

受
講

申
込

者
数

0
.8

6
1
.0

3
1
.0

3
1
.1

0
0
.8

5
1
.0

6
応

募
倍

率

1
,7

5
5

1
0
,8

5
4

3
,7

7
5

3
2
,8

1
6

6
,1

2
9

3
8
,9

4
5

受
講

者
数

6
7
.8

%
7
5
.0

%
7
0
.2

%
7
4
.5

%
6
7
.9

%
7
3
.4

%
定

員
充

足
率

実
践

コ
ー

ス

そ
の

他
理

美
容

デ
ザ

イ
ン

旅
行

・
観

光
農

林
業

介
護

福
祉

1
4
4

2
3
5

6
0
0

7
7

3
3
8

認
定

コ
ー

ス
数

2
,2

7
3

3
,4

8
9

1
1
,6

2
5

1
3
4

1
0
1

5
,2

8
7

認
定

定
員

1
3
5

2
2
5

5
8
2

2
7

2
9
5

開
講

コ
ー

ス
数

6
.3

%
4
.3

%
3
.0

%
7
1
.4

%
0
.0

%
1
2
.7

%
中

止
率

2
,1

4
1

3
,3

5
9

1
1
,3

1
9

4
4

1
0
1

4
,6

2
6

開
講

定
員

2
,3

2
6

4
,2

1
5

1
5
,7

6
2

1
5

6
3

3
,4

0
5

受
講

申
込

者
数

1
.0

9
1
.2

5
1
.3

9
0
.3

4
0
.6

2
0
.7

4
応

募
倍

率

1
,5

6
5

2
,5

8
5

9
,3

5
7

1
5

5
7

2
,8

5
3

受
講

者
数

7
3
.1

%
7
7
.0

%
8
2
.7

%
3
4
.1

%
5
6
.4

%
6
1
.7

%
定

員
充

足
率

求
職

者
支

援
訓

練

25

※
当

該
年

度
中

に
開

始
し

た
コ

ー
ス

に
つ

い
て

集
計

。
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令
和
５
年
度

(
参
考
)

従
前
の

就
職
率

就
職
率

(
⑤
／
④
)

⑤
就
職
者
数

④
修
了
者
等
数

(
①
＋
②
－
③
)

③
訓
練
連
続

受
講
者
数

②
修
了
者
数

①
就
職
理
由

中
退
者
数

就
職
理
由
以
外

の
中
退
者
数

受
講
者
数

コ
ー
ス
数

従
前
の

就
職
率

就
職
率

7
5
.3

%
6
0
.1

%
7
6
.2

%
6
0
.9

%
3
,3

1
8
 

（
3
,2

3
9
）

5
,5

6
1

（
5
,3

1
8
）

1
5
4

5
,3

3
7
 

3
7
8
 

3
8
8

6
,1

0
4
 

5
9
0

基
礎

コ
ー

ス

7
6
.4

%
6
0
.6

%
7
8
.2

%
6
2
.4

%
2
0
,2

0
1
 

（
1
9
,9

7
7
）

3
2
,5

8
6
 

（
3
2
,0

1
1
）

－
2
9
,8

1
8
 

2
,7

6
8

2
,6

6
3

3
5
,2

4
9
 

2
,7

1
1

実
践

コ
ー

ス

7
3
.5

%
6
1
.3

%
7
4
.1

%
6
2
.6

%
2
,1

9
2
 

（
2
,1

8
2
）

3
,5

2
1

（
3
,4

8
3
）

－
3
,1

0
4
 

4
1
7

4
3
4
 

3
,9

5
5
 

3
0
8
 

ＩＴ

7
5
.1

%
5
9
.7

%
7
7
.6

%
6
1
.8

%
6
,7

7
4
 

（
6
,6

8
7
）

1
1
,0

5
0
 

（
1
0
,8

1
7
）

－
1
0
,0

0
4
 

1
,0

4
6
 

6
4
4
 

1
1
,6

9
4

9
5
6
 

営
業

・
販

売
・
事

務

8
2
.3

%
6
7
.5

%
8
3
.2

%
7
0
.0

%
1
,1

8
2
 

（
1
,1

7
8
）

1
,6

9
6
 

（
1
,6

8
3
）

－
1
,6

2
2
 

7
4
 

8
6
 

1
,7

8
2
 

1
6
2

医
療

事
務

8
6
.7

%
7
3
.6

%
8
5
.5

%
7
1
.1

%
1
,8

6
0
 

（
1
,7

7
3
）

2
,6

7
2
 

（
2
,4

9
3
）

－
2
,6

4
2
 

3
0
 

1
4
2

2
,8

1
4
 

2
9
1

介
護

福
祉

7
2
.5

%
5
5
.6

%
7
4
.9

%
5
7
.8

%
5
,4

0
1
 

（
5
,3

8
1
）

9
,3

6
6
 

（
9
,3

1
0
）

－
8
,4

4
4

9
2
2

9
1
3

1
0
,2

7
9
 

5
9
8

デ
ザ

イ
ン

8
7
.0

%
6
7
.4

%
8
7
.3

%
6
9
.0

%
1
,7

8
2
 

（
1
,7

8
0
）

2
,5

9
6
 

（
2
,5

7
9
）

－
2
,4

7
2

1
2
4
 

2
9
6
 

2
,8

9
2
 

2
4
3
 

理
容

・
美

容

7
3
.6

%
5
6
.0

%
7
8
.3

%
6
0
.5

%
1
,0

1
0
 

（
9
9
6
）

1
,6

8
5
 

（
1
,6

4
6
）

－
1
,5

3
0

1
5
5
 

1
4
8
 

1
,8

3
3
 

1
5
3
 

そ
の

他

※
当

該
年

度
中

に
終

了
し

た
コ

ー
ス

に
つ

い
て

集
計

。

※
就

職
率

に
つ

い
て

は
、

以
下

の
算

定
式

（
た

だ
し

、
式

の
分

母
分

子
か

ら
訓

練
終

了
日

に
お

い
て

65
歳

以
上

の
者

を
除

く
。

）
に

よ
り

算
出

。

⑤
就
職
者
数
(雇

用
保
険
適
用
)
÷

④
修
了
者
等
数
（
①
就
職
理
由
中
退
者
＋
②
訓
練
修
了
者
－
③
次
の
訓
練
を
受
講
す
る
者
(基

礎
コ
ー
ス
の
み
)）

（
表
中
の
（

）
内
の
数
値
は
、
訓
練
終
了
日
に
お
い
て
65
歳
以
上
の
者
を
除
い
た
数
で
あ
り
、
こ
れ
に
基
づ
き
就
職
率
を
算
出
。
）

※
「
従
前
の
就
職
率
」
と
は
、
雇
用
保
険
適
用
で
な
い
就
職
者
を
含
む
就
職
率
を
い
う
。

就
職
状
況

（
令
和
６
年
度
コ
ー
ス
別
／
分
野
別
）

求
職

者
支

援
訓

練

26
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合
計

6
5
歳

以
上

6
0
歳

～
6
4
歳

5
5
歳

～
5
9
歳

5
0
歳

～
5
4
歳

4
5
歳

～
4
9
歳

4
0
歳

～
4
4
歳

3
5
歳

～
3
9
歳

3
0
歳

～
3
4
歳

2
5
歳

～
2
9
歳

2
0
歳

～
2
4
歳

2
0
歳

未
満

年
齢

階
層

う
ち

女
性

う
ち

女
性

う
ち

女
性

う
ち

女
性

う
ち

女
性

う
ち

女
性

う
ち

女
性

う
ち

女
性

う
ち

女
性

う
ち

女
性

う
ち

女
性

う
ち

女
性

2
9
.0

9
8
  

3
7
,9

9
9
  

4
6
3
  

8
3
7
 

1
,4

5
8
  

2
,2

2
8
  

2
,4

7
1
  

3
,1

4
2
  
 

3
,5

4
5
  

4
,3

0
5
  

3
,5

3
6
  

4
,3

9
6
  

3
,4

5
1
  

4
,2

3
1
  

3
,6

0
8
  

4
,5

2
0
  

3
,5

3
3
  

4
,6

7
7
  

4
,3

3
3
  

5
,9

2
9
  

2
,5

1
0
  

3
,4

7
1
  

1
9
0
 

2
6
3
  

受
講

者
数

合
計

7
6
.6

%
1
0
0
.0

%
1
.2

%
2
.2

%
3
.8

%
5
.9

%
6
.5

%
8
.3

%
9
.3

%
1
1
.3

%
9
.3

%
1
1
.6

%
9
.1

%
1
1
.1

%
9
.5

%
1
1
.9

%
9
.3

%
1
2
.3

%
1
1
.4

%
1
5
.6

%
6
.6

%
9
.1

%
0
.5

%
0
.7

%
割

合

4
,7

3
5
  

5
,9

8
5
  

1
7
0
 

2
5
4
  

4
6
3
  

6
2
1
  

6
4
7
  

7
6
7
  

7
5
8
  

9
1
0
  

6
7
1
  

7
9
8
  

5
0
8
  

6
1
1
  

4
0
7
  

5
0
7
  

3
2
1
 

4
0
2
  

4
0
2
  

5
4
9
  

3
5
5
  

5
1
0
  

3
3
  

5
6
  

受
講

者
数

基
礎

コ
ー

ス
7
9
.1

%
1
0
0
.0

%
2
.8

%
4
.2

%
7
.7

%
1
0
.4

%
1
0
.8

%
1
2
.8

%
1
2
.7

%
1
5
.2

%
1
1
.2

%
1
3
.3

%
8
.5

%
1
0
.2

%
6
.8

%
8
.5

%
5
.4

%
6
.7

%
6
.7

%
9
.2

%
5
.9

%
8
.5

%
0
.6

%
0
.9

 %
割

合

2
4
,3

6
3
 

3
2
,0

1
4
  

2
9
3
  

5
8
3
 

9
9
5
 

1
,6

0
7
 

1
,8

2
4

2
,3

7
5
 

2
,7

8
7

3
,3

9
5
 

2
,8

6
5

3
,5

9
8
  

2
,9

4
3

3
,6

2
0
 

3
,2

0
1

4
,0

1
3
  

3
,2

1
2

4
,2

7
5
  

3
,9

3
1

5
,3

8
0
  

2
,1

5
5

2
,9

6
1
  

1
5
7

2
0
7
  

受
講

者
数

実
践

コ
ー

ス
7
6
.1

%
1
0
0
.0

%
0
.9

%
1
.8

%
3
.1

%
5
.0

%
5
.7

%
7
.4

%
8
.7

%
1
0
.6

%
8
.9

%
1
1
.2

%
9
.2

%
1
1
.3

%
1
0
.0

%
1
2
.5

%
1
0
.0

%
1
3
.4

%
1
2
.3

%
1
6
.8

%
6
.7

%
9
.2

%
0
.5

%
0
.6

%
割

合

1
,6

7
1
 

3
,6

7
7
  

7
 

3
7
 

3
1
  

1
0
1
  

6
4
  

1
4
3
  

1
2
4
  

2
2
8
 

1
6
0
  

3
1
3
  

1
9
7
  

3
6
1
  

2
5
0
  

4
7
3
 

3
0
7
  

6
6
2
  

3
8
0
  

9
0
7
 

1
4
8
  

4
3
8
 

3
  

1
4
  

受
講

者
数

ＩＴ

4
5
.4

%
1
0
0
.0

%
0
.2

%
1
.0

%
0
.8

%
2
.7

%
1
.7

%
3
.9

%
3
.4

%
6
.2

%
4
.4

%
8
.5

%
5
.4

%
9
.8

%
6
.8

%
1
2
.9

%
8
.3

%
1
8
.0

%
1
0
.3

%
2
4
.7

%
4
.0

%
1
1
.9

%
0
.1

%
0
.4

%
割

合

8
,5

4
7
  

1
0
,4

9
5
  

1
1
4
  

2
1
7
  

4
5
1
  

6
5
8
  

7
7
8
  

9
2
5
 

1
,2

1
2
  

1
,3

8
9
  

1
,2

1
5
  

1
,4

2
7
  

1
,2

2
8
  

1
,3

9
6
  

1
,0

9
4
 

1
,3

0
3
  

9
3
1
  

1
,1

7
0
  

9
6
4
 

1
,2

5
7
  

5
3
1
  

7
0
8
 

2
9
 

4
5
 

受
講

者
数

営
業

・
販

売
・
事

務
8
1
.4

%
1
0
0
.0

%
1
.1

%
2
.1

%
4
.3

%
6
.3

%
7
.4

%
8
.8

%
1
1
.5

%
1
3
.2

%
1
1
.6

%
1
3
.6

%
1
1
.7

%
1
3
.3

%
1
0
.4

%
1
2
.4

%
8
.9

%
1
1
.1

%
9
.2

%
1
2
.0

%
5
.1

%
6
.7

%
0
.3

%
0
.4

%
割

合

1
,6

7
4
 

1
,7

3
3
  

1
2
  

1
3
  

5
3
  

6
2
  

1
3
5
  

1
3
8
 

2
3
9
  

2
4
3
 

2
6
3
 

2
7
0
  

2
2
3
  

2
2
8
  

1
9
8
  

2
1
0
 

1
5
5
 

1
6
1
  

2
1
7
 

2
2
2
 

1
7
1
  

1
7
6
  

8
  

1
0
  

受
講

者
数

医
療

事
務

9
6
.6

%
1
0
0
.0

%
0
.7

%
0
.8

%
3
.1

%
3
.6

%
7
.8

%
8
.0

%
1
3
.8

%
1
4
.0

%
1
5
.2

%
1
5
.6

%
1
2
.9

%
1
3
.2

%
1
1
.4

%
1
2
.1

%
8
.9

%
9
.3

%
1
2
.5

%
1
2
.8

%
9
.9

%
1
0
.2

%
0
.5

%
0
.6

%
割

合

1
,7

6
2
  

2
,8

3
5
  

1
0
1
  

1
9
8
  

2
1
9
  

3
9
8
  

3
3
9
  

5
1
7
  

3
6
2
 

5
2
6
  

2
2
4
  

3
6
9
  

1
5
5
  

2
4
9
  

1
1
7
  

1
7
7
  

8
5
  

1
4
0
  

7
4
  

1
2
5
  

7
4
  

1
1
8
  

1
2
  

1
8

受
講

者
数

介
護

福
祉

6
2
.2

%
1
0
0
.0

%
3
.6

%
7
.0

%
7
.7

%
1
4
.0

%
1
2
.0

%
1
8
.2

%
1
2
.8

%
1
8
.6

%
7
.9

%
1
3
.0

%
5
.5

%
8
.8

%
4
.1

%
6
.2

%
3
.0

%
4
.9

%
2
.6

%
4
.4

%
2
.6

%
4
.2

%
0
.4

%
0
.6

%
割

合

7
,0

3
9
  

9
,1

3
2
  

3
0
  

6
1
  

1
4
5
  

2
3
6
 

2
7
6
 

3
7
0
  

5
1
7
  

6
2
8
  

6
4
2
  

8
0
7
  

7
7
3
 

9
7
0
  

1
,1

3
8
 

1
,4

0
1
  

1
,2

5
3
  

1
,6

0
2
  

1
,5

6
4
  

2
,0

8
2
  

6
8
0
  

9
4
2
 

2
1
  

3
3
  

受
講

者
数

デ
ザ

イ
ン

7
7
.1

%
1
0
0
.0

%
0
.3

%
0
.7

%
1
.6

%
2
.6

%
3
.0

%
4
.1

%
5
.7

%
6
.9

%
7
.0

%
8
.8

%
8
.5

%
1
0
.6

%
1
2
.5

%
1
5
.3

%
1
3
.7

%
1
7
.5

%
1
7
.1

%
2
2
.8

%
7
.4

%
1
0
.3

%
0
.2

%
0
.4

%
割

合

2
,5

0
7

2
,5

4
1
  

1
6

1
7

3
7
 

4
0
 

1
2
3
 

1
2
4
  

1
5
1
 

1
5
3
 

1
8
9
 

1
9
6
 

2
2
0

2
2
4
 

2
5
5
 

2
5
9
 

3
5
4
 

3
5
5
 

5
8
7

5
9
3
 

4
9
4

4
9
8
 

8
1
  

8
2
 

受
講

者
数

理
美

容

9
8
.7

%
1
0
0
.0

%
0
.6

%
0
.7

%
1
.5

%
1
.6

%
4
.8

%
4
.9

%
5
.9

%
6
.0

%
7
.4

%
7
.7

%
8
.7

%
8
.8

%
1
0
.0

%
1
0
.2

%
1
3
.9

%
1
4
.0

%
2
3
.1

%
2
3
.3

%
1
9
.4

%
1
9
.6

%
3
.2

%
3
.2

%
割

合

1
,1

6
3
 

1
,6

0
1
 

1
3
  

4
0
 

5
9
 

1
1
2
 

1
0
9
  

1
5
8
  

1
8
2
  

2
2
8
  

1
7
2
  

2
1
6
 

1
4
7
  

1
9
2
 

1
4
9
  

1
9
0
  

1
2
7
  

1
8
5
  

1
4
5
 

1
9
4
  

5
7

8
1
  

3
 

5
 

受
講

者
数

そ
の

他

7
2
.6

%
1
0
0
.0

%
0
.8

%
2
.5

%
3
.7

%
7
.0

 %
6
.8

%
9
.9

%
1
1
.4

%
1
4
.2

%
1
0
.7

%
1
3
.5

%
9
.2

%
1
2
.0

%
9
.3

%
1
1
.9

%
7
.9

%
1
1
.6

%
9
.1

%
1
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合
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者
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年
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階
層
別
・
分
野
別
）

求
職

者
支

援
訓

練
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※

当
該

年
度

中
に

開
始

し
た

コ
ー

ス
に

つ
い

て
集

計
し

た
も

の
で

あ
る

が
、

本
集

計
は

雇
用

保
険

や
職

業
紹

介
に

係
る

行
政

記
録

情
報

を
連

結
で

き
た

受
講

者
の

デ
ー

タ
を

用
い

た
集

計
で

あ
る

た
め

、
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講
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の
合

計
に

つ
い

て
は

、
職
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訓

練
情
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ら
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握
し

た
受

講
者

の
合

計
と

一
致

し
な

い
（
特

別
集

計
）
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～
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～
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歳
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～
4
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歳
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歳
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～
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歳
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5
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歳
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～
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歳
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0
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性
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ち
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ち
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ち
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ち

女
性

う
ち
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女
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求
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し
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の
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あ
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が
、

本
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計
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雇
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や
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業
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介
に

係
る

行
政

記
録
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を
連

結
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受
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タ
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い
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計
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あ
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た
め
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て

は
、

職
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し
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就
職

率
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一
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し
な

い
（
特

別
集

計
）
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岩
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形

県

6
3
6

8
0

7
1
6

福
島

県

7
7
8

2
0
4

9
8
2

茨
城

県

5
3
4

1
7
6

7
1
0

栃
木

県

5
0
1

1
6
7

6
6
8

群
馬

県

7
6
5

8
2

8
4
7
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玉
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2
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8
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4
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4
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7

岐
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1
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1
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6
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県

2
8
6

1
2
5

4
1
1

三
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3
8

4
9

1
8
7

滋
賀

県

実
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ス
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礎
コ

ー
ス

合
計

5
5
1
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2

6
4
3

京
都

府

4
,1

0
4

2
3
2

4
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3
6

大
阪

府

6
4
3

8
3

7
2
6

兵
庫

県

4
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4
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6
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0
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県
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0
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1
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1
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媛
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7
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宮
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児
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4
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合
計
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い
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集

計
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1
,3

2
6

合
計

2
,6

4
5

5
,6

9
0

5
,7

9
9

6
2
0

2
,7

5
6

2
,8

3
3

1
,4

7
9

6
,5

2
6

6
,8

0
5

1
6
,2

3
9

5
1
,1

9
9

5
2
,2

2
8

1
,6

2
1

1
0
,0

5
2

1
0
,2

1
4

R
4
年

度

1
7
9
0

6
4
0
5

7
,3

9
0

8
1
2

3
3
2
7

3
,4

4
6

8
5
8

6
1
3
2

6
,5

5
3

1
9
2
0
4

5
8
6
3
4

6
8
,5

4
8

1
4
2
4

9
1
2
3

9
,5

6
4

R
5
年

度

申
請
・
認
定
状
況

（
令
和
６
年
度
都
道
府
県
別
・
コ
ー
ス
別
／
重
点
３
分
野
別
）

求
職

者
支

援
訓

練

32

（
単

位
：
人

）
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33

・
デ

ジ
タ

ル
分

野
の

受
講

者
数

・
・
・
・
・
・
・
P

3
4

・
オ

ン
ラ

イ
ン

訓
練

の
実

施
状

況
・
・
・
・
・
・
・
P

3
5

・
離

職
者

向
け

職
業

訓
練

に
お

け
る

託
児

サ
ー

ビ
ス

の
利

用
状

況
・
・
・
・
・
・
・
P

3
6

１
．

令
和

６
年

度
ま

で
の

実
施

状
況

（
４

）
そ

の
他
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デ
ジ
タ
ル
分
野
の
受
講
者
数

合
計

学
卒
者

在
職
者

離
職
者

公
共

職
業
訓
練

求
職
者

支
援
訓
練

2
5
,2

7
8

1
,1

3
0

9
,0

9
1

9
,2

2
4

5
,8

3
3

令
和
２
年
度

3
2
,8

5
1

8
7
7

1
4
,5

2
0

9
,9

2
4

7
,5

3
0

令
和
３
年
度

1
3
,5

8
9

（
4
1
.4

％
）

1
6
3

（
1
8
.6

％
）

3
,1

8
3

（
2
1
.9

％
）

5
,8

9
7

（
5
9
.4

％
）

4
,3

4
6

（
5
7
.7

％
）

う
ち
女
性

6
5
,1

5
8

3
,3

5
6

3
3
,5

7
9

1
6
,1

3
8

1
2
,0

8
5

令
和
４
年
度

2
4
,7

6
2

（
3
8
.0

％
）

2
6
2

（
7
.8

％
）

8
,3

1
4

（
2
4
.8

％
）

8
,3

2
2

（
5
1
.6

％
）

7
,8

6
4

（
6
5
.1

％
）

う
ち
女
性

7
4
,2

5
8

3
,2

1
4

3
9
,5

8
4

1
6
,5

4
4

1
4
,9

1
6

令
和
５
年
度

2
8
,8

0
5

（
3
8
.8

％
）

3
4
9

（
1
0
.9

％
）

9
,4

4
0

（
2
3
.8

％
）

8
,8

5
6

（
5
3
.5

％
）

1
0
,1

6
0

（
6
8
.1

％
）

う
ち
女
性

7
5
,3

4
0

3
,1

2
8

4
2
,9

0
2

1
7
,3

7
9

1
1
,9

3
1

令
和
６
年
度

2
8
,7

7
4

（
3
8
.2

％
）

3
4
9

（
1
1
.2

％
）

1
0
,9

0
5

（
2
5
.4

％
）

9
,4

9
2

（
5
4
.6

％
）

8
,0

2
8

（
6
7
.3

％
）

う
ち
女
性

※
デ

ジ
タ

ル
分

野
と

は
、

IT
分

野
（
IT

エ
ン

ジ
ニ

ア
養

成
科

な
ど

。
情

報
ビ

ジ
ネ

ス
科

を
除

く
。

）
、

デ
ザ

イ
ン

分
野

（
W

E
B

デ
ザ

イ
ン

系
の

コ
ー

ス
に

限
る

）
等

。
※

当
該

年
度

に
開

講
し

た
訓

練
コ

ー
ス

の
受

講
者

数
。

た
だ

し
、

令
和

2
年

度
の

公
共

職
業

訓
練

は
、

当
該

年
度

に
終

了
し

た
訓

練
コ

ー
ス

の
受

講
者

数
。

ま
た

、
令

和
2
年

度
の

学
卒

者
は

、
都

道
府

県
は

前
年

度
か

ら
の

繰
り

越
し

者
を

含
め

た
受

講
者

数
で

あ
り

、
（
独

）
高

齢
・
障

害
・
求

職
者

雇
用

支
援

機
構

は
当

該
年

度
修

了
者

数
。

※
「
在

職
者

」
は

都
道

府
県

及
び

（
独

）
高

齢
・
障

害
・
求

職
者

雇
用

支
援

機
構

が
実

施
す

る
在

職
者

訓
練

、
生

産
性

向
上

支
援

訓
練

及
び

認
定

職
業

訓
練

の
受

講
者

数
の

合
計

。
た

だ
し

、
「
う

ち
女

性
」
に

つ
い

て
「
在

職
者

」
及

び
「
合

計
」
は

認
定

職
業

訓
練

分
を

除
く
。

※
男

女
別

集
計

は
令

和
３

年
度

か
ら

開
始

。

公
的

職
業

訓
練

（
公

共
職

業
訓

練
・
求

職
者

支
援

訓
練

）

34

（
）
内
は
、
受
講
者
に
占
め
る
う
ち
女
性
の
割
合
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オ
ン
ラ
イ
ン
訓
練
の
実
施
状
況

就
職

率
受

講
者

数
設

定
コ

ー
ス

数

8
5
.5

%
1
7
,0

9
3

1
,5

4
0

同
時

双
方

向
型

令
和

３
年

度

公
共

職
業

訓
練

（
離

職
者

訓
練

）

8
7
.0

%
1
2
,3

2
1

9
6
2

施
設

内
訓

練
6
9
.4

%
4
,7

7
2

5
7
8

委
託

訓
練

5
0
.4

%
3
1
7

5
6

e
ラ

ー
ニ

ン
グ

コ
ー

ス
8
4
.5

%
2
4
,3

1
7

1
,9

5
6

同
時

双
方

向
型

令
和

４
年

度
8
7
.7

%
1
6
,7

6
3

1
,3

6
5

施
設

内
訓

練

7
0
.8

%
7
,5

5
4

5
9
1

委
託

訓
練

5
0
.2

%
3
2
9

5
3

e
ラ

ー
ニ

ン
グ

コ
ー

ス

8
5
.4

%
1
9
,5

3
0

1
,6

4
2

同
時

双
方

向
型

令
和

５
年

度
8
7
.3

%
1
6
,3

6
9

1
,3

7
3

施
設

内
訓

練

6
9
.4

%
3
,1

6
1

2
6
9

委
託

訓
練

5
0
.4

%
3
8
9

5
6

e
ラ

ー
ニ

ン
グ

コ
ー

ス

8
5
.1

％
1
7
,8

2
9

1
,5

4
4

同
時

双
方

向
型

令
和

６
年

度
8
6
.9

％
1
5
,8

5
3

1
,3

6
7

施
設

内
訓

練

5
5
.8

％
1
,9

7
6

1
7
7

委
託

訓
練

5
1
.3

％
4
8
9

6
1

e
ラ

ー
ニ

ン
グ

コ
ー

ス

5
3
.4

%
2
,2

5
9

2
3
3

同
時

双
方

向
型

令
和

３
年

度

求
職

者
支

援
訓

練

-
2
9

1
e
ラ

ー
ニ

ン
グ

コ
ー

ス

5
6
.0

%
3
,4

4
0

2
5
0

同
時

双
方

向
型

令
和

４
年

度
2
9
.4

%
2
,8

2
5

1
4
7

e
ラ

ー
ニ

ン
グ

コ
ー

ス

6
2
.5

%
3
,3

4
7

2
4
4

同
時

双
方

向
型

令
和

５
年

度
3
8
.2

%
6
,3

1
7

4
2
6

e
ラ

ー
ニ

ン
グ

コ
ー

ス

5
9
.9

%
2
,7

7
0
 

2
3
4

同
時

双
方

向
型

令
和

６
年

度
5
0
.3

%
5
,5

8
8

4
0
5

e
ラ

ー
ニ

ン
グ

コ
ー

ス

＜
公

共
職

業
訓

練
＞

※
オ

ン
ラ

イ
ン

訓
練

（
同

時
双

方
向

型
）
に

つ
い

て
は

、
令

和
２

年
５

月
か

ら
実

施
を

可
能

と
し

た
。

令
和

２
年

度
は

、
当

該
年

度
中

に
実

施
し

た
訓

練
コ

ー
ス

の
実

績
。

令
和

３
年

度
か

ら
は

、
当

該
年

度
中

に
終

了
し

た
訓

練
コ

ー
ス

の
実

績
。

※
オ

ン
デ

マ
ン

ド
型

（
e
ラ

ー
ニ

ン
グ

コ
ー

ス
）
に

つ
い

て
は

、
委

託
訓

練
に

お
い

て
、

育
児

・
介

護
等

で
外

出
が

制
限

さ
れ

る
者

や
、

離
島

居
住

者
等

の
通

所
可

能
範

囲
に

訓
練

実
施

機
関

が
存

在
し

な
い

者
を

対
象

に
実

施
し

て
き

た
が

、
令

和
３

年
４

月
か

ら
対

象
者

に
シ

フ
ト

制
労

働
者

等
を

追
加

し
た

。
当

該
年

度
中

に
開

始
し

た
e
ラ

ー
ニ

ン
グ

コ
ー

ス
の

実
績

。
（
コ

ー
ス

例
）
W

e
bク

ラ
ウ

ド
エ

ン
ジ

ニ
ア

科
、

W
e
bサ

イ
ト

制
作

科
、

経
理

実
務

科
、

医
療

事
務

・
医

事
コ

ン
ピ

ュ
ー

タ
・
調

剤
事

務
科

等

公
的

職
業

訓
練

（
公

共
職

業
訓

練
・
求

職
者

支
援

訓
練

）

＜
求

職
者

支
援

訓
練

＞
※

令
和

３
年

２
月

か
ら

同
時

双
方

向
型

の
実

施
を

可
能

と
し

た
。

※
令

和
３

年
１

０
月

か
ら

ｅ
ラ

ー
ニ

ン
グ

コ
ー

ス
の

実
施

を
可

能
と

し
た

。
※

設
定

コ
ー

ス
数

及
び

受
講

者
数

は
、

当
該

年
度

中
に

開
始

し
た

訓
練

コ
ー

ス
に

つ
い

て
集

計
。

就
職

率
は

当
該

年
度

に
終

了
し

た
訓

練
コ

ー
ス

に
つ

い
て

集
計

。
令

和
6
年

度
就

職
率

は
令

和
6
年

1
2
月

末
ま

で
に

終
了

し
た

コ
ー

ス
に

つ
い

て
集

計
。

（
コ

ー
ス

例
）
W

e
bプ

ロ
グ

ラ
マ

ー
養

成
科

、
グ

ラ
フ

ィ
ッ

ク
デ

ザ
イ

ン
科

、
ビ

ジ
ネ

ス
パ

ソ
コ

ン
応

用
科

、
パ

ソ
コ

ン
・
簿

記
経

理
科

、
W

e
bマ

ー
ケ

テ
ィ

ン
グ

科
、

W
e
bデ

ザ
イ

ナ
ー

養
成

科
等

35
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36

離
職
者
向
け
職
業
訓
練
に
お
け
る
託
児
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
状
況

公
的

職
業

訓
練

（
公

共
職

業
訓

練
・
求

職
者

支
援

訓
練

）

託
児
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
数

4
0
9

合
計

令
和
２
年
度

公
共
職
業
訓
練

（
離
職
者
訓
練
）

1
1
5

う
ち

施
設

内
訓

練

2
9
4

う
ち

委
託

訓
練

3
7
9

合
計

令
和
３
年
度

9
9

う
ち

施
設

内
訓

練

2
8
0

う
ち

委
託

訓
練

3
7
9

合
計

令
和
４
年
度

1
1
3

う
ち

施
設

内
訓

練

2
6
6

う
ち

委
託

訓
練

2
9
1

合
計

令
和
５
年
度

1
0
4

う
ち

施
設

内
訓

練

1
8
7

う
ち

委
託

訓
練

1
5
5

合
計

令
和
６
年
度

5
8

う
ち

施
設

内
訓

練

9
7

う
ち

委
託

訓
練

6
6

令
和
２
年
度

求
職
者
支
援
訓
練

5
9

令
和
３
年
度

6
0

令
和
４
年
度

4
7

令
和
５
年
度

3
7

令
和
６
年
度

※
公

共
職

業
訓

練
に

お
い

て
は

、
前

年
度

繰
越

利
用

者
及

び
当

該
年

度
利

用
開

始
者

の
合

計
。

※
求

職
者

支
援

訓
練

に
お

い
て

は
、

当
該

年
度

利
用

開
始

者
の

実
績

。
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２
．

令
和

７
年

度
の

直
近

の
状

況

37

・
令

和
７

年
度

(1
1
月

末
現

在
)に

お
け

る
実

績
・
・
・
・
・
・
・
P

3
8

・
令

和
７

年
度

(1
1
月

末
現

在
)の

受
講

状
況

・
・
・
・
・
・
・
P

3
9

・
デ

ジ
タ

ル
分

野
の

受
講

者
数

（
令

和
７

年
度

(1
1
月

末
現

在
) 
）

・
・
・
・
・
・
・
P

4
0

・
オ

ン
ラ

イ
ン

訓
練

の
実

施
状

況
（
令

和
７

年
度

(1
1
月

末
現

在
) 
）

・
・
・
・
・
・
・
P

4
1

・
離

職
者

向
け

職
業

訓
練

に
お

け
る

託
児

サ
ー

ビ
ス

の
利

用
状

況
（
令

和
７

年
度

(1
1
月

末
現

在
) 

）
・
・
・
・
・
・
・
P

4
2

・
長

期
高

度
人

材
育

成
コ

ー
ス

実
施

状
況

（
令

和
７

年
度

(1
1
月

末
現

在
) 

）
・
・
・
・
・
・
・
P

4
3

※
令

和
７

年
度

実
績

に
つ

い
て

は
速

報
値

で
あ

り
、

今
後

変
動

の
可

能
性

が
あ

る
。
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※
令

和
７

年
11

月
末

ま
で

に
開

始
し

た
コ

ー
ス

の
実

績
。

注
１

受
講

者
数

は
前

年
度

繰
越

者
と

当
該

年
度

開
始

コ
ー

ス
の

入
校

者
数

の
合

計
。

注
２

施
設

内
訓

練
は

、
都

道
府

県
及

び
（
独

）
高

齢
・
障

害
・
求

職
者

雇
用

支
援

機
構

に
よ

り
実

施
。

委
託

訓
練

に
つ

い
て

は
、

都
道

府
県

費
に

よ
り

都
道

府
県

が
独

自
に

実
施

す
る

職
業

訓
練

を
含

む
。

注
３

求
職

者
支

援
訓

練
に

お
い

て
は

、
当

該
年

度
中

に
開

始
し

た
コ

ー
ス

に
つ

い
て

集
計

。
38

令
和
７
年
度
(1
1月
末
現
在
)に
お
け
る
実
績

受
講

者
数

（
人

）
注

１
入

校
者

数
（
人

）

6
7
,3

9
2
 

5
2
,6

7
1
 

計

離
職

者
訓

練
注

２

公
共

職
業

訓
練

2
2
,1

7
9
 

1
6
,7

5
3
  

施
設

内
訓

練

4
6
,2

8
6
 

3
5
,9

1
8
 

委
託

訓
練

9
1
,8

2
7

9
1
,8

2
7
 

在
職

者
訓

練

‐
‐

学
卒

者
訓

練

2
,3

3
9

2
,0

9
2

計

離
職

者
訓

練

障
害

者
訓

練

1
,1

5
5

9
2
6

施
設

内
訓

練

1
,1

8
4

1
,1

6
6

委
託

訓
練

1
4
1

1
4
1

計

在
職

者
訓

練
‐

‐
施

設
内

訓
練

1
4
1

1
4
1

委
託

訓
練

3
,8

6
8

注
３

基
礎

コ
ー

ス
求

職
者

支
援

訓
練

2
2
,4

0
6

注
３

実
践

コ
ー

ス

速
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39

令
和
７
年
度
(1
1月
末
現
在
)の
受
講
状
況

計
1
1
月

1
0
月

９
月

８
月

７
月

６
月

５
月

４
月

令
和

６
年

度
実

績

5
2
,6

7
1

5
,1

6
1

7
,4

9
7

6
,1

7
2

5
,7

5
6

7
,2

8
9

6
,7

9
0

6
,1

9
1

7
,8

1
5

受
講

者
数

8
9
,7

9
2

公
共

職
業

訓
練

（
離

職
者

訓
練

）
-
3
.8

％
-
8
.8

％
2
.6

％
-
5
.1

％
-
2
.0

％
－

5
.0

％
－

2
.8

％
－

0
.6

％
-
8
.0

％
前

年
同

期
比

2
6
,2

7
4

3
,2

1
5

2
,8

7
6

3
,2

2
1

3
,1

3
6

3
,2

0
4
 

3
,2

9
4
 

3
,6

8
3
 

3
,6

4
5
 

受
講

者
数

3
8
,9

4
5

求
職

者
支

援
訓

練

-
0
.9

％
1
.9

％
-
8
.2

%
1
.5

%
0
.4

%
-
4
.4

%
-
5
.6

%
7
.6

%
-
0
.5

%
前

年
同

期
比

7
8
,9

4
5

8
,3

7
6

1
0
,3

7
3

9
,3

9
3

8
,8

9
2

1
0
,4

9
3

1
0
,0

8
4

9
,8

7
4

1
1
,4

6
0

受
講

者
数

1
2
8
,7

3
7

合
計

-
2
.8

%
-
5
.0

％
0
.6

％
-
2
.9

％
-
1
.2

％
-
4
.8

%
-
3
.8

%
2
.3

%
-
5
.7

%
前

年
同

期
比

※
当

該
年

度
に

開
始

し
た

訓
練

コ
ー

ス
に

つ
い

て
集

計
。

速
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合
計

学
卒
者

在
職
者

離
職
者

公
共

職
業
訓
練

求
職
者

支
援
訓
練

4
2
,8
38

-
2
6
,1

6
9

9
,4

3
3

8
,2

7
7

令
和
７
年
度

1
6
,
2
9
0

（
3
8
.
0
％
）

-
（
-
）

6
,1

4
2

（
2
3
.5

％
）

5
,2

0
0

（
5
5
.1

％
）

5
,6

2
0

（
6
7
.9

％
）

う
ち
女
性

※
デ

ジ
タ

ル
分

野
と

は
、

IT
分

野
（
IT

エ
ン

ジ
ニ

ア
養

成
科

な
ど

）
、

デ
ザ

イ
ン

分
野

（
W

E
B

デ
ザ

イ
ン

系
の

コ
ー

ス
に

限
る

）
等

。
※

令
和

７
年

度
は

、
４

～
1
1
月

ま
で

に
開

講
し

た
訓

練
コ

ー
ス

の
受

講
者

数
。

た
だ

し
、

学
卒

者
の

訓
練

分
野

別
受

講
者

は
、

年
度

末
に

把
握

す
る

た
め

「
-
」
と

し
て

い
る

。
※

「
在

職
者

」
は

都
道

府
県

及
び

（
独

）
高

齢
・
障

害
・
求

職
者

雇
用

支
援

機
構

が
実

施
す

る
在

職
者

訓
練

、
生

産
性

向
上

支
援

訓
練

及
び

認
定

職
業

訓
練

の
受

講
者

数
を

含
む

。

40

デ
ジ
タ
ル
分
野
の
受
講
者
数

（
令

和
７

年
度
11

月
末

現
在
)

）

（
）
内
は
、
受
講
者
に
占
め
る
う
ち
女
性
の
割
合

速
報
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就
職
率

受
講
者
数

設
定
コ
ー
ス
数

令
和

７
年

度

－
9
,6

1
9

8
9
4

同
時

双
方

向
型

公
共
職
業
訓
練

－
8
,7

6
9

8
3
8

施
設

内
訓

練

－
8
5
0

5
6

委
託

訓
練

－
4
3
0

5
5

e
ラ

ー
ニ

ン
グ

コ
ー

ス

59
.8
%

2
,1

1
7

1
6
4

同
時

双
方

向
型

求
職
者
支
援
訓
練

56
.8
%

4
,6

6
2

3
4
4
 

e
ラ

ー
ニ

ン
グ

コ
ー

ス

＜
公

共
職

業
訓

練
＞

※
令

和
２

年
５

月
か

ら
同

時
双

方
向

型
の

実
施

を
可

能
と

し
た

。
設

定
コ

ー
ス

数
及

び
受

講
者

数
は

令
和

７
年

４
月

か
ら

1
1
月

末
ま

で
に

終
了

し
た

訓
練

コ
ー

ス
の

う
ち

、
オ

ン
ラ

イ
ン

訓
練

を
実

施
し

た
訓

練
コ

ー
ス

の
実

績

※
オ

ン
デ

マ
ン

ド
型

（
e
ラ

ー
ニ

ン
グ

コ
ー

ス
）
に

つ
い

て
は

、
委

託
訓

練
に

お
い

て
、

育
児

・
介

護
等

で
外

出
が

制
限

さ
れ

る
者

や
、

離
島

居
住

者
等

の
通

所
可

能
範

囲
に

訓
練

実
施

機
関

が
存

在
し

な
い

者
を

対
象

に
実

施
し

て
き

た
が

、
令

和
３

年
４

月
か

ら
対

象
者

に
シ

フ
ト

制
労

働
者

等
を

追
加

し
た

。
設

定
コ

ー
ス

数
及

び
受

講
者

数
は

、
令

和
７

年
４

月
か

ら
1
1
月

末
ま

で
に

開
始

し
た

e
ラ

ー
ニ

ン
グ

コ
ー

ス
の

実
績

。

＜
求

職
者

支
援

訓
練

＞

※
 

令
和

３
年

２
月

か
ら

同
時

双
方

向
型

の
実

施
を

可
能

と
し

た
。

※
 

令
和

３
年

１
０

月
か

ら
ｅ
ラ

ー
ニ

ン
グ

コ
ー

ス
の

実
施

を
可

能
と

し
た

。

※
 

設
定

コ
ー

ス
数

及
び

受
講

者
数

は
令

和
７

年
４

月
か

ら
1
1
月

末
ま

で
に

開
始

し
た

コ
ー

ス
の

実
績

。

※
 

就
職

率
は

令
和

７
年

４
月

中
に

終
了

し
た

コ
ー

ス
の

実
績

。

41

オ
ン
ラ
イ
ン
訓
練
の
実
施
状
況
（
令
和
７
年
度
(1
1月
末
現
在
)）
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42

離
職
者
向
け
職
業
訓
練
に
お
け
る
託
児
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
状
況

（
令
和
７
年
度
(1
1月
末
現
在
)）

託
児
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
数

8
9

合
計

公
共
職
業
訓
練

（
離
職
者
訓
練
）

3
9

う
ち

施
設

内
訓

練

5
0

う
ち

委
託

訓
練

1
5

求
職
者
支
援
訓
練

※
公

共
職

業
訓

練
に

お
い

て
は

、
前

年
度

繰
越

利
用

者
及

び
当

該
年

度
利

用
開

始
者

の
合

計

※
求

職
者

支
援

訓
練

に
お

い
て

は
、

当
該

年
度

利
用

開
始

者
の

実
績

。

速
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就
職
率

受
講
者
数

コ
ー
ス
数

－
4
,4

1
8

9
8
5

令
和
７
年
度

※
令

和
７

年
1
1
月

末
ま

で
に

開
始

し
た

コ
ー

ス
の

実
績

。

※
受

講
者

数
は

前
年

度
繰

越
者

と
当

該
年

度
開

始
コ

ー
ス

の
入

校
者

数
の

合
計

。

43

長
期
高
度
人
材
育
成
コ
ー
ス
実
施
状
況
（
令
和
７
年
度
(1
1月
末
現
在
)）

速
報
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ハ
ロ

ー
ト

レ
ー

ニ
ン

グ
に

対
す

る
民

間
教

育
訓

練
実

施
機

関
か

ら
の

ご
意

見
・

ご
要

望
に

対
す

る
回

答
（

令
和

７
年

４
月

１
日

か
ら

令
和

７
年

９
月

3
0
日

ま
で

）

番
号

ご
意
見
・
ご
要
望
の
対
象
訓
練

ご
意
見
・
ご
要
望
の
要
旨

回
答

1
求

職
者

支
援

訓
練

D
X

人
材

の
確

保
に

向
け

て
、

窓
口

の
ハ

ロ
ワ

ー
ク

職
員

自
身

も
知

識
を

身
に

つ
け

、
積

極
的

な

募
集

活
動

を
し

て
ほ

し
い

。

ハ
ロ

ー
ワ

ー
ク

窓
口

に
お

い
て

適
切

な
受

講
あ

っ
せ

ん
を

行
う

た
め

、
デ

ジ
タ

ル
分

野
を

は
じ

め
と

し
て

、
訓

練
実

施
施

設
を

積
極

的
に

訪
問

し
、

訓
練

実
施

施
設

か
ら

訓
練

コ
ー

ス
の

内
容

に
つ

い
て

説
明

を
受

け
る

等
を

行
い

、
理

解
の

向
上

に
努

め
て

ま
い

り
ま

す
。

2
求

職
者

支
援

訓
練

現
行

の
教

科
書

代
の

自
己

負
担

の
上

限
に

つ
い

て
公

共
職

業
訓

練
（

委
託

訓
練

）
が

「
１

月
５

千

円
」

と
さ

れ
て

い
る

一
方

、
求

職
者

支
援

訓
練

で
は

訓
練

期
間

に
関

わ
ら

ず
「

税
抜

１
万

５
千

円
」

と
固

定
さ

れ
て

い
る

。
受

講
生

の
経

済
的

な
状

況
等

を
考

慮
し

て
自

己
負

担
の

引
き

上
げ

に

は
慎

重
で

あ
る

べ
き

だ
が

、
近

年
の

書
籍

代
の

高
騰

や
専

門
的

な
分

野
で

訓
練

期
間

が
長

期
に

及

ぶ
場

合
等

に
は

こ
の

上
限

で
は

必
要

な
教

材
を

十
分

に
揃

え
る

こ
と

が
難

し
い

。
良

質
な

訓
練

の

提
供

の
た

め
に

自
己

負
担

の
上

限
の

見
直

し
に

つ
い

て
検

討
し

て
ほ

し
い

。

求
職

者
支

援
制

度
は

、
主

に
雇

用
保

険
受

給
者

を
支

援
対

象
と

し
て

い
る

公
共

職
業

訓
練

と
異

な
り

、
主

に
雇

用
保

険
を

受
給

で
き

な
い

長
期

失
業

者
等

を
支

援
対

象
と

し
て

い
る

制
度

で
あ

る
た

め
、

受
講

者
の

負
担

等
を

考
慮

し
て

テ
キ

ス
ト

代
の

上
限

を
1
万

5
千

円
に

設
定

し
て

お
り

ま
す

。
何

卒
ご

理
解

い
た

だ
き

た
く

存
じ

ま
す

。
な

お
、

公
共

職
業

訓
練

の
テ

キ
ス

ト
代

の
上

限
に

つ
い

て
は

各
都

道
府

県
の

判
断

に
委

ね
ら

れ
て

い
ま

す
。

3
公

共
職

業
訓

練
（

委
託

訓

練
）

及
び

求
職

者
支

援
訓

練

事
前

の
見

学
会

等
で

訓
練

受
講

に
意

欲
的

だ
っ

た
方

が
、

受
講

申
し

込
み

の
た

め
ハ

ロ
ー

ワ
ー

ク

を
訪

れ
た

際
に

窓
口

の
ハ

ロ
ー

ワ
ー

ク
職

員
か

ら
「

こ
の

訓
練

は
応

募
倍

率
が

高
い

た
め

合
格

が

難
し

い
」

等
の

案
内

を
受

け
て

受
講

を
断

念
す

る
ケ

ー
ス

も
聞

く
。

選
考

前
に

応
募

意
欲

が
削

が

れ
な

い
よ

う
な

説
明

の
配

慮
、

対
応

方
針

の
統

一
等

を
お

願
い

し
た

い
。

ハ
ロ

ー
ワ

ー
ク

で
は

、
ご

本
人

の
ご

希
望

を
踏

ま
え

つ
つ

、
希

望
さ

れ
る

職
業

（
職

種
）

へ
の

就
職

可
能

性
を

広
げ

る
た

め
に

ど
の

よ
う

な
職

業
能

力
開

発
を

図
る

べ
き

か
と

い
う

観
点

で
職

業
相

談
を

行
い

、
訓

練
コ

ー
ス

の
応

募
状

況
等

の
情

報
も

活
用

し
つ

つ
、

受
講

あ
っ

せ
ん

の
判

断
を

さ
せ

て
頂

い
て

お
り

ま
す

。

4
公

共
職

業
訓

練
（

委
託

訓

練
）

及
び

求
職

者
支

援
訓

練

日
本

語
で

の
日

常
的

会
話

が
可

能
な

外
国

人
の

方
が

漢
字

が
読

め
な

い
こ

と
で

訓
練

を
断

ら
れ

た

と
相

談
を

受
け

た
。

訓
練

内
容

と
そ

の
必

要
な

日
本

語
能

力
水

準
に

も
よ

る
か

と
思

う
が

、
例

え

ば
プ

ロ
グ

ラ
ミ

ン
グ

言
語

等
で

あ
れ

ば
、

訓
練

は
可

能
で

は
な

い
の

か
。

ど
の

程
度

の
日

本
語

ス

キ
ル

が
必

要
と

さ
れ

て
い

る
の

か
等

外
国

人
の

方
の

訓
練

受
講

機
会

に
関

す
る

方
針

に
つ

い
て

教

え
て

ほ
し

い
。

ハ
ロ

ー
ワ

ー
ク

で
は

、
ご

本
人

の
ご

希
望

を
踏

ま
え

つ
つ

、
希

望
さ

れ
る

職
業

（
職

種
）

へ
の

就
職

可
能

性
を

広
げ

る
た

め
に

ど
の

よ
う

な
職

業
能

力
開

発
を

図
る

べ
き

か
と

い
う

観
点

で
職

業
相

談
を

行
っ

た
上

で
、

受
講

あ
っ

せ
ん

の
判

断
を

さ
せ

て
い

た
だ

い
て

お
り

ま
す

。
訓

練
コ

ー
ス

に
よ

り
必

要

な
日

本
語

ス
キ

ル
等

が
異

な
る

こ
と

か
ら

、
求

職
者

が
訓

練
を

受
け

る
た

め
に

必
要

な
能

力
等

を
有

す
る

か
は

個
別

に
判

断
さ

せ
て

い
た

だ
い

て
お

り
、

引
き

続
き

、
適

切
な

受
講

あ
っ

せ
ん

・
就

職
支

援
に

努
め

て
ま

い
り

ま
す

。

5
求

職
者

支
援

訓
練

認
定

の
結

果
に

つ
い

て
、

不
認

定
で

あ
っ

た
場

合
は

、
翌

月
分

の
コ

ー
ス

申
請

の
準

備
期

間
も

考

慮
し

、
少

な
く

と
も

翌
月

分
の

コ
ー

ス
の

申
請

期
間

が
始

ま
る

前
に

は
結

果
連

絡
が

ほ
し

い
。

訓
練

の
認

定
事

務
に

つ
い

て
は

、
独

立
行

政
法

人
高

齢
・

障
害

・
求

職
者

雇
用

支
援

機
構

（
以

下
、

「
機

構
」

）
で

実
施

し
て

お
り

ま
す

。
そ

の
た

め
、

認
定

結
果

の
連

絡
時

期
に

関
す

る
ご

意
見

に
つ

き
ま

し
て

は
、

機
構

に
伝

達
さ

せ
て

い
た

だ
き

ま
す

。

6
求

職
者

支
援

訓
練

プ
ロ

グ
ラ

ミ
ン

グ
講

座
の

申
請

に
お

い
て

、
E

xc
e
l 
V

B
A

の
内

容
を

補
助

的
に

組
み

込
も

う
と

し

た
と

こ
ろ

、
「

V
B

A
は

（
営

業
分

野
に

分
類

さ
れ

る
た

め
）

IT
・

デ
ザ

イ
ン

分
野

に
該

当
し

な

い
」

と
の

指
摘

を
受

け
、

カ
リ

キ
ュ

ラ
ム

か
ら

削
除

を
求

め
ら

れ
た

。
V

B
A

は
一

部
の

開
発

現
場

で
も

ア
プ

リ
構

築
に

活
用

さ
れ

て
い

る
こ

と
等

か
ら

も
当

該
分

野
と

し
て

認
め

る
よ

う
見

直
し

を

お
願

い
し

た
い

。

カ
リ

キ
ュ

ラ
ム

策
定

に
関

す
る

ご
相

談
へ

の
対

応
に

つ
い

て
は

、
訓

練
内

容
を

踏
ま

え
、

機
構

で
実

施
し

て
お

り
ま

す
。

そ
の

た
め

、
こ

の
ご

意
見

に
つ

き
ま

し
て

は
、

機
構

に
伝

達
さ

せ
て

い
た

だ
き

ま
す

。

・
件

数
　

2
5
件

　
※

件
数

は
、

送
信

フ
ォ

ー
ム

に
送

付
さ

れ
た

件
数

で
あ

り
、

１
つ

の
送

信
フ

ォ
ー

ム
で

複
数

の
ご

意
見

・
ご

要
望

に
つ

い
て

記
載

が
あ

っ
た

も
の

は
、

１
件

と
カ

ウ
ン

ト
し

て
お

り
ま

す
。

　
※

民
間

教
育

訓
練

実
施

機
関

か
ら

の
ハ

ロ
ー

ト
レ

ー
ニ

ン
グ

の
運

営
や

事
務

手
続

等
以

外
の

ご
意

見
・

ご
要

望
は

除
い

て
お

り
ま

す
。

・
お

寄
せ

い
た

だ
い

た
ご

意
見

・
ご

要
望

の
う

ち
、

同
内

容
の

も
の

は
集

約
し

て
取

り
ま

と
め

て
お

り
ま

す
。

参
考
資
料
７
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番
号

ご
意
見
・
ご
要
望
の
対
象
訓
練

ご
意
見
・
ご
要
望
の
要
旨

回
答

7
公

共
職

業
訓

練
（

委
託

訓

練
）

及
び

求
職

者
支

援
訓

練

施
設

使
用

料
や

講
師

謝
金

等
の

固
定

費
が

あ
る

が
、

最
近

は
辞

退
す

る
方

も
増

加
し

て
お

り
、

定

員
割

れ
や

開
講

中
止

が
続

く
と

健
全

な
事

業
運

営
が

行
え

な
い

。
委

託
費

等
に

つ
い

て
一

定
の

保

障
等

を
し

て
ほ

し
い

。

受
講

者
の

技
能

習
得

を
確

保
す

る
た

め
、

訓
練

実
績

を
踏

ま
え

て
委

託
費

等
を

支
払

う
仕

組
み

と
し

て
い

る
こ

と
に

つ
い

て
ご

理
解

い
た

だ
き

ま
す

よ
う

お
願

い
し

ま
す

。

8
求

職
者

支
援

訓
練

県
外

の
ハ

ロ
ー

ワ
ー

ク
に

お
け

る
、

受
講

希
望

者
に

向
け

た
求

職
者

支
援

訓
練

説
明

会
へ

の
参

加
、

訓
練

窓
口

を
通

じ
た

受
講

希
望

者
へ

の
案

内
の

協
力

、
ハ

ロ
ー

ワ
ー

ク
の

訓
練

校
コ

ー
ス

案

内
チ

ラ
シ

の
ラ

ッ
ク

設
置

等
を

お
願

い
し

た
い

。

訓
練

説
明

会
の

運
営

及
び

安
定

所
内

の
掲

示
物

等
は

、
説

明
会

の
時

間
や

所
内

の
ス

ペ
ー

ス
に

限
り

が
あ

る
中

で
、

そ
の

可
否

も
含

め
て

各
安

定
所

で

行
っ

て
ま

す
。

引
き

続
き

、
訓

練
実

施
機

関
と

の
連

携
を

推
進

し
、

積
極

的
な

周
知

に
努

め
て

ま
い

り
ま

す
。

9
公

共
職

業
訓

練
（

委
託

訓

練
）

訓
練

受
講

予
定

者
に

つ
い

て
、

受
講

を
辞

退
す

る
場

合
で

も
教

材
費

等
を

訓
練

機
関

が
負

担
し

な

け
れ

ば
な

ら
な

い
ケ

ー
ス

が
あ

る
。

そ
の

た
め

、
事

前
に

誓
約

さ
せ

る
等

に
よ

り
受

講
辞

退
者

に

つ
い

て
は

教
科

書
代

を
徴

収
で

き
る

よ
う

に
す

べ
き

で
は

な
い

か
。

ご
意

見
を

踏
ま

え
、

ど
の

よ
う

な
方

策
が

考
え

ら
れ

る
の

か
検

討
し

て
ま

い
り

ま
す

。

1
0

公
共

職
業

訓
練

（
委

託
訓

練
）

例
え

ば
３

月
～

５
月

の
年

度
ま

た
ぎ

の
訓

練
と

４
月

～
６

月
の

訓
練

を
比

較
し

た
場

合
、

い
ず

れ

も
初

月
に

出
席

率
８

割
未

満
且

つ
３

ヶ
月

間
ト

ー
タ

ル
で

は
８

割
以

上
の

場
合

、
前

者
で

は
初

月

分
（

３
月

分
）

が
支

払
わ

れ
な

い
（

２
ヶ

月
分

の
み

の
支

払
い

）
の

に
対

し
て

、
後

者
で

は
３

ヶ

月
分

が
支

払
わ

れ
る

。
不

公
平

で
は

な
い

か
。

制
度

を
変

え
れ

な
い

な
ら

、
全

て
年

度
内

で
修

了

す
る

よ
う

に
す

る
べ

き
で

は
な

い
か

。

会
計

事
務

手
続

上
、

事
業

年
度

ご
と

に
委

託
費

の
精

算
を

行
う

仕
組

み
と

し
て

い
る

こ
と

、
ま

た
、

離
職

者
の

多
様

な
ニ

ー
ズ

や
地

域
の

ニ
ー

ズ
に

応
じ

た
職

業
訓

練
の

機
会

の
確

保
の

観
点

か
ら

、
都

道
府

県
ご

と
に

当
該

ニ
ー

ズ
を

踏
ま

え
て

、
訓

練
期

間
を

含
め

た
訓

練
コ

ー
ス

が
設

定
さ

れ
て

る
こ

と
に

つ
い

て
ご

理
解

い
た

だ
き

ま
す

よ
う

お
願

い
し

ま
す

。

1
1

公
共

職
業

訓
練

（
委

託
訓

練
）

書
類

が
煩

雑
で

あ
り

、
書

類
の

簡
素

化
・

電
子

化
等

を
進

め
る

べ
き

で
は

な
い

か
。

令
和

５
年

７
月

よ
り

都
道

府
県

に
事

業
者

申
請

の
オ

ン
ラ

イ
ン

化
を

要
請

す
る

等
、

現
状

の
業

務
フ

ロ
ー

の
中

で
電

子
化

の
取

組
を

進
め

て
い

る
と

こ

ろ
で

す
。

今
後

も
、

頂
い

た
御

意
見

も
踏

ま
え

な
が

ら
、

業
務

の
電

子
化

や
効

率
化

を
検

討
し

て
ま

い
り

ま
す

。

1
2

公
共

職
業

訓
練

（
委

託
訓

練
）

及
び

求
職

者
支

援
訓

練
最

低
賃

金
等

も
上

昇
し

て
い

る
中

で
委

託
費

等
の

単
価

の
引

き
上

げ
を

行
う

べ
き

で
は

な
い

か
。

令
和

７
年

1
2
月

2
3
日

に
閣

議
決

定
さ

れ
た

「
サ

イ
バ

ー
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
戦

略
」

を
踏

ま
え

、
令

和
８

年
度

予
算

案
に

お
い

て
、

こ
れ

ま
で

も
実

施
し

て

い
る

デ
ジ

タ
ル

リ
テ

ラ
シ

ー
の

カ
リ

キ
ュ

ラ
ム

内
容

に
加

え
て

、
情

報
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
に

関
す

る
事

項
を

必
須

事
項

と
し

、
当

該
カ

リ
キ

ュ
ラ

ム
に

対
応

す
る

た
め

、
令

和
８

年
1
0
月

開
講

コ
ー

ス
よ

り
、

委
託

費
等

の
単

価
を

１
人

当
た

り
月

3
,0

0
0
円

引
き

上
げ

る
こ

と
を

盛
り

込
ん

で
い

る
と

こ
ろ

で
す

。

1
3

公
共

職
業

訓
練

（
委

託
訓

練
）

委
託

費
単

価
の

積
算

根
拠

を
教

え
て

ほ
し

い
。

ま
た

、
委

託
単

価
を

全
国

一
律

と
せ

ず
、

訓
練

機

関
が

自
由

に
価

格
交

渉
が

で
き

る
よ

う
に

す
べ

き
で

は
な

い
か

。

公
共

職
業

訓
練

の
委

託
費

に
つ

い
て

は
、

既
に

事
業

活
動

と
し

て
訓

練
実

績
が

あ
る

民
間

の
教

育
訓

練
資

源
（

講
師

の
空

き
時

間
、

教
室

等
）

を
活

用
し

て
行

う
職

業
訓

練
の

た
め

の
経

費
と

し
て

支
給

す
る

も
の

で
あ

る
こ

と
等

か
ら

、
具

体
の

積
算

根
拠

を
お

示
し

す
る

こ
と

は
困

難
で

あ
る

こ
と

、
ま

た
、

委
託

費
単

価
の

あ
り

方
に

つ
い

て
は

、
都

道
府

県
に

お
け

る
手

続
や

業
務

負
担

へ
の

影
響

等
に

鑑
み

、
見

直
し

に
つ

い
て

は
慎

重
な

検
討

が
必

要
で

あ

る
こ

と
に

つ
い

て
ご

理
解

い
た

だ
き

ま
す

よ
う

お
願

い
し

ま
す

。
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番
号

ご
意
見
・
ご
要
望
の
対
象
訓
練

ご
意
見
・
ご
要
望
の
要
旨

回
答

1
4

公
共

職
業

訓
練

（
委

託
訓

練
）

及
び

求
職

者
支

援
訓

練

契
約

後
に

様
々

な
対

応
を

追
加

で
求

め
ら

れ
る

こ
と

が
あ

る
。

原
則

と
し

て
追

加
し

な
い

こ
と

、

ま
た

、
協

議
な

し
で

進
め

る
べ

き
で

は
な

い
。

制
度

設
計

等
に

関
し

て
も

訓
練

機
関

の
現

場
の

声

を
聞

く
機

会
等

を
設

け
る

と
と

も
に

、
そ

の
議

論
の

内
容

を
公

開
す

べ
き

で
は

な
い

か
。

い
た

だ
い

た
契

約
後

の
追

加
対

応
等

の
ご

意
見

に
つ

い
て

は
、

実
施

主
体

で
あ

る
都

道
府

県
等

に
伝

達
さ

せ
て

い
た

だ
き

ま
す

。

ま
た

、
制

度
設

計
等

に
関

す
る

ご
意

見
に

つ
い

て
、

厚
生

労
働

省
で

は
、

求
職

者
・

労
働

者
の

多
様

な
属

性
等

も
踏

ま
え

た
職

業
訓

練
を

提
供

し
て

い
く

た
め

、
教

育
訓

練
関

係
団

体
も

含
め

た
関

係
機

関
・

関
係

者
を

参
集

し
、

公
的

職
業

訓
練

等
の

全
国

計
画

を
策

定
す

る
た

め
、

中
央

職
業

能
力

開
発

促

進
協

議
会

を
開

催
し

て
い

ま
す

。
公

的
職

業
訓

練
等

の
全

国
計

画
の

策
定

に
当

た
っ

て
は

、
各

地
域

の
実

情
を

踏
ま

え
た

検
討

も
重

要
で

あ
り

、
各

地
域

に
お

い
て

も
協

議
会

を
開

催
し

、
本

省
と

し
て

も
そ

こ
で

の
議

論
を

吸
い

上
げ

る
と

と
も

に
、

あ
ら

ゆ
る

機
会

を
活

用
し

、
現

場
の

声
を

お
聞

き
し

な
が

ら
検

討
を

行
っ

て
い

る
と

こ
ろ

で
す

。
今

後
も

現
場

の
方

々
の

御
意

見
も

踏
ま

え
な

が
ら

、
適

切
な

職
業

訓
練

制
度

の
運

用
に

努
め

て
ま

い
り

た
い

と

考
え

て
い

ま
す

。

1
5

公
共

職
業

訓
練

（
委

託
訓

練
）

就
職

支
援

経
費

お
よ

び
デ

ジ
タ

ル
訓

練
促

進
費

に
お

け
る

支
給

条
件

で
あ

る
就

職
率

の
基

準
は

、

現
場

の
実

態
と

乖
離

し
て

い
る

。
本

都
道

府
県

で
は

受
講

者
の

選
考

を
訓

練
機

関
が

行
う

こ
と

は

な
く

、
都

道
府

県
が

実
施

す
る

適
性

試
験

に
よ

り
合

否
が

決
定

さ
れ

る
。

そ
の

た
め

、
就

職
に

消

極
的

な
方

等
が

一
定

数
含

ま
れ

る
こ

と
が

避
け

ら
れ

ず
、

高
い

就
職

率
を

達
成

す
る

こ
と

は
極

め

て
困

難
で

あ
る

。
過

去
「

良
質

な
就

職
支

援
を

促
す

た
め

の
基

準
で

あ
る

」
と

の
回

答
を

承
知

し

て
い

る
が

、
実

情
を

踏
ま

え
基

準
等

の
見

直
し

を
お

願
い

し
た

い
。

都
道

府
県

が
実

施
す

る
受

講
者

の
選

考
に

関
す

る
ご

意
見

に
つ

い
て

は
、

都
道

府
県

に
伝

達
さ

せ
て

い
た

だ
き

ま
す

。
ま

た
、

就
職

支
援

経
費

や
デ

ジ
タ

ル
訓

練
促

進
費

の
よ

う
な

就
職

率
に

応
じ

た
委

託
費

の
上

乗
せ

措
置

は
、

質
が

高
く

就
職

に
つ

な
が

る
訓

練
の

実
施

を
目

的
と

し
て

お
り

ま
す

の
で

、
ご

理
解

い
た

だ
き

ま
す

よ
う

お
願

い
し

ま
す

。

1
6

公
共

職
業

訓
練

（
委

託
訓

練
）

本
都

道
府

県
で

は
就

職
状

況
報

告
書

と
就

職
先

事
業

所
の

証
明

書
に

つ
い

て
、

訓
練

終
了

日
翌

日

か
ら

起
算

し
て

1
0
0
日

以
内

に
施

設
長

へ
報

告
す

る
ル

ー
ル

と
な

っ
て

お
り

、
訓

練
機

関
か

ら
施

設
長

へ
郵

送
で

提
出

す
る

こ
と

を
考

え
る

と
、

就
職

者
が

訓
練

終
了

後
２

か
月

以
内

に
就

職
し

な

い
と

書
類

の
準

備
が

間
に

合
わ

な
い

。
求

職
者

支
援

訓
練

で
は

就
職

先
事

業
所

の
証

明
書

提
出

が

不
要

で
あ

り
、

公
共

職
業

訓
練

に
お

い
て

も
、

同
様

に
す

る
等

の
見

直
し

が
必

要
で

は
な

い
か

。

事
務

手
続

の
効

率
化

は
重

要
と

考
え

ま
す

が
、

就
職

状
況

報
告

書
と

就
職

先
事

業
所

の
証

明
書

の
提

出
に

つ
い

て
は

公
共

職
業

訓
練

の
適

正
な

運
用

を

確
保

す
る

た
め

に
必

要
な

事
務

で
あ

る
こ

と
に

つ
い

て
、

ご
理

解
い

た
だ

き
ま

す
よ

う
お

願
い

し
ま

す
。

な
お

、
1
0
0
日

以
内

に
施

設
長

へ
報

告
す

る

ル
ー

ル
に

つ
い

て
は

ご
意

見
踏

ま
え

、
対

応
を

検
討

し
て

ま
い

り
ま

す
。

1
7

求
職

者
支

援
訓

練
求

職
者

支
援

訓
練

の
保

険
料

が
高

額
す

ぎ
る

。
公

共
職

業
訓

練
は

保
険

加
入

は
任

意
で

あ
る

の
に

対
し

て
、

な
ぜ

求
職

者
支

援
訓

練
は

必
須

で
保

険
に

入
ら

な
く

て
は

い
け

な
い

の
か

。

受
講

者
及

び
訓

練
実

施
機

関
が

安
心

し
て

訓
練

を
実

施
す

る
た

め
に

ご
理

解
い

た
だ

き
た

く
存

じ
ま

す
。

な
お

、
公

共
職

業
訓

練
に

つ
い

て
も

、
求

職
者

支
援

訓
練

と
同

様
の

趣
旨

か
ら

、
受

講
者

が
安

心
し

て
訓

練
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

対
応

を
検

討
し

て
ま

い
り

ま
す

。

1
8

求
職

者
支

援
訓

練

（
新

規
参

入
に

つ
い

て
）

①
長

年
訓

練
を

実
施

し
て

お
り

、
実

績
が

あ
る

に
も

関
わ

ら
ず

、
新

規
参

入
を

優
先

さ
れ

、
定

員

を
減

ら
す

よ
う

に
求

め
ら

れ
た

。
制

度
の

見
直

し
が

必
要

で
は

な
い

か
。

②
新

規
参

入
が

容
易

に
な

っ
て

い
る

一
方

で
、

特
に

受
講

者
の

理
解

度
等

の
把

握
が

難
し

い
オ

ン

ラ
イ

ン
訓

練
に

お
い

て
は

、
訓

練
の

効
果

や
体

制
に

つ
い

て
十

分
な

検
証

が
行

わ
れ

て
い

な
い

の

で
は

な
い

か
。

③
新

規
参

入
業

者
は

明
確

な
訓

練
実

績
を

提
示

す
る

等
の

訓
練

実
績

の
証

拠
書

類
の

提
出

を
義

務

化
し

、
参

入
機

関
の

信
頼

性
を

担
保

す
る

制
度

に
す

る
べ

き
で

は
な

い
か

。

①
毎

年
、

地
域

職
業

能
力

開
発

促
進

協
議

会
に

お
い

て
地

域
の

実
情

等
を

踏
ま

え
新

規
参

入
枠

を
設

定
し

て
お

り
ま

す
。

②
オ

ン
ラ

イ
ン

訓
練

に
つ

い
て

も
通

所
訓

練
と

同
様

に
認

定
基

準
に

基
づ

い
て

認
定

さ
れ

て
お

り
ま

す
。

③
訓

練
の

認
定

に
係

る
事

務
は

機
構

が
実

施
し

て
お

り
ま

す
の

で
、

認
定

申
請

に
関

し
て

い
た

だ
い

た
ご

意
見

に
つ

い
て

は
、

機
構

に
伝

達
さ

せ
て

い
た

だ
き

ま
す

。 3
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番
号

ご
意
見
・
ご
要
望
の
対
象
訓
練

ご
意
見
・
ご
要
望
の
要
旨

回
答

1
9

求
職

者
支

援
訓

練
緊

要
度

の
高

い
方

を
万

が
一

面
接

で
不

合
格

と
し

た
と

し
た

場
合

、
繰

り
上

げ
合

格
が

で
き

な

い
。

見
直

し
が

必
要

で
は

な
い

か
。

選
考

水
準

を
上

回
っ

て
い

た
が

不
合

格
と

し
た

受
講

希
望

者
が

あ
っ

た
場

合
に

は
、

定
員

の
範

囲
内

で
繰

上
合

格
を

認
め

る
こ

と
は

可
能

で
す

。

2
0

求
職

者
支

援
訓

練
外

部
動

画
サ

イ
ト

は
利

用
で

き
な

い
が

、
視

覚
的

に
見

る
こ

と
で

多
く

の
情

報
が

得
ら

れ
る

こ
と

も
あ

り
、

条
件

付
き

で
使

用
可

能
に

し
て

欲
し

い
。

カ
リ

キ
ュ

ラ
ム

の
策

定
に

関
す

る
ご

相
談

は
、

訓
練

内
容

を
踏

ま
え

、
機

構
で

実
施

し
て

お
り

ま
す

の
で

、
い

た
だ

い
た

ご
意

見
に

つ
き

ま
し

て
は

、
機

構
に

伝
達

さ
せ

て
い

た
だ

き
ま

す
。

2
1

求
職

者
支

援
訓

練

講
師

要
件

書
類

提
出

に
つ

い
て

前
職

の
会

社
が

倒
産

し
て

い
る

等
に

よ
り

証
明

書
類

の
発

行
が

出

来
な

い
場

合
が

あ
る

。
明

ら
か

に
、

指
導

す
る

能
力

が
あ

る
講

師
に

つ
い

て
は

指
導

員
の

確
保

の

観
点

か
ら

も
対

応
を

考
え

て
ほ

し
い

。

講
師

要
件

の
確

認
は

機
構

で
行

っ
て

お
り

ま
す

。
証

明
書

類
の

確
認

が
困

難
な

場
合

は
、

機
構

に
ご

相
談

く
だ

さ
い

。
い

た
だ

い
た

ご
意

見
に

つ
い

て

は
、

機
構

に
伝

達
さ

せ
て

い
た

だ
き

ま
す

。

2
2

求
職

者
支

援
訓

練

現
在

、
オ

ン
ラ

イ
ン

訓
練

の
時

間
に

関
す

る
上

限
が

撤
廃

さ
れ

て
い

る
が

、
す

べ
て

の
訓

練
に

お

い
て

オ
ン

ラ
イ

ン
が

適
し

て
い

る
と

は
限

ら
ず

、
実

技
や

対
面

指
導

が
重

要
な

訓
練

分
野

も
あ

る
。

オ
ン

ラ
イ

ン
の

割
合

に
上

限
を

設
け

る
こ

と
、

あ
る

い
は

教
室

を
保

有
し

て
い

る
訓

練
機

関

に
対

し
て

評
価

上
の

加
点

を
行

う
措

置
な

ど
、

質
の

担
保

等
に

資
す

る
制

度
設

計
の

見
直

し
を

お

願
い

し
た

い
。

令
和

８
年

度
開

始
分

か
ら

オ
ン

ラ
イ

ン
訓

練
に

お
け

る
通

所
訓

練
時

間
の

下
限

を
見

直
す

方
針

と
し

て
お

り
ま

す
。

2
3

求
職

者
支

援
訓

練

雇
用

保
険

被
保

険
者

と
な

る
就

職
率

が
3
5
％

を
3
年

間
の

間
に

2
回

下
回

る
と

申
請

で
き

な
い

期

間
が

生
じ

る
こ

と
に

つ
い

て
、

訓
練

実
施

機
関

に
お

い
て

就
職

支
援

は
必

須
な

の
で

理
解

で
き

る

も
の

の
、

就
職

後
の

雇
用

形
態

ま
で

は
指

導
で

き
な

い
。

あ
く

ま
で

も
本

人
の

意
思

と
企

業
の

マ
ッ

チ
ン

グ
に

よ
る

も
の

で
あ

り
、

数
字

を
求

め
る

と
自

社
就

職
や

同
一

企
業

で
の

短
期

間
の

雇

用
等

が
増

え
て

し
ま

い
、

本
来

の
制

度
趣

旨
と

は
異

な
る

の
で

は
な

い
か

。

求
職

者
支

援
訓

練
は

、
職

業
及

び
生

活
の

安
定

に
資

す
る

こ
と

を
目

的
と

し
て

い
る

こ
と

か
ら

、
雇

用
保

険
が

適
用

さ
れ

る
就

職
を

同
訓

練
に

お
け

る
就

職
と

取
り

扱
っ

て
お

り
ま

す
。

何
卒

ご
理

解
い

た
だ

き
た

く
存

じ
ま

す
。

2
4

公
共

職
業

訓
練

（
委

託
訓

練
）

及
び

求
職

者
支

援
訓

練

講
師

の
人

数
基

準
に

つ
い

て
、

例
え

ば
現

行
デ

ザ
イ

ン
分

野
で

は
求

職
者

支
援

訓
練

で
は

実
技

訓

練
2
0
名

ま
で

講
師

１
名

で
対

応
可

能
と

さ
れ

て
い

る
の

に
対

し
、

公
共

職
業

訓
練

で
は

1
5
名

ま
で

が
講

師
１

名
と

定
め

ら
れ

て
い

る
。

実
際

の
訓

練
現

場
で

は
、

前
者

で
十

分
対

応
で

き
て

お
り

、

1
5
名

ま
で

の
基

準
は

現
場

の
実

情
に

即
し

て
い

な
い

の
で

は
な

い
か

。
基

準
の

見
直

し
と

統
一

を

お
願

い
し

た
い

。

訓
練

を
指

導
す

る
者

の
配

置
に

つ
い

て
、

委
託

訓
練

に
つ

い
て

も
求

職
者

支
援

訓
練

と
同

様
、

訓
練

内
容

が
実

技
の

も
の

で
あ

っ
て

、
デ

ジ
タ

ル
分

野

（
IT

分
野

及
び

W
E

B
デ

ザ
イ

ン
分

野
）

に
係

る
技

能
等

を
付

与
す

る
訓

練
コ

ー
ス

は
2
0
人

に
１

人
以

上
を

標
準

と
し

て
い

る
と

こ
ろ

で
す

。
い

た
だ

い

た
ご

意
見

に
つ

い
て

は
、

当
該

委
託

訓
練

を
実

施
し

て
い

る
都

道
府

県
に

伝
達

さ
せ

て
い

た
だ

き
ま

す
。

4
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公的職業訓練（ハロートレーニング）とは、公共職業訓練と求職者支援訓練の

総称です。略称はハロトレ。

公共職業訓練とは、職業能力開発促進法に基づき、国及び都道府県が行う職

業訓練であり、①離職者訓練、②在職者訓練及び③学卒者向け訓練があります。

求職者支援訓練は、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関
する法律（求職者支援法）に基づき、主に雇用保険受給者以外を対象に、
民間教育訓練機関等が実施する認定された職業訓練です。

公共職業訓練
求職者支援

訓練

離職者
向け

①対象：主に雇用保険受給資格者
②期間：概ね１ヶ月～２年
③実施機関：
・国
（ポリテクセンター群馬）

・群馬県
（民間教育訓練機関へ委託）

①対象：主に雇用保険受
給資格者以外
②期間：
・基礎コース
（２～４ヶ月）
・実践コース
（２～６ヶ月）
③実施機関：

・民間教育訓練機関

在職者
向け

①対象：在職者
②期間：概ね２～５日
③実施機関：
・国
（ポリテクセンター群馬）

※生産性向上人材育成センター

・群馬県（産業技術専門校）

学卒者
向け

①対象者：高等学校卒業者等
②期間：１年又は２年
③実施機関：

・群馬県（産業技術専門校）

障害者
向け

①対象：ハローワークの求職者
（障害者）
②期間：概ね３ヶ月～１年
③実施機関：
・群馬県
（民間教育実施機関へ委託）

公的職業訓練（ハロートレーニング）の概要

施設内
訓練

委託
訓練

参考資料 ２

介護労働講習
（ハロトレ以外）

①対象：雇用保険
（特例）受給資格者
②期間：概ね６ヶ月
③実施機関：
・公益財団法人

介護労働安定セン
ター

ハロまる
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№
分野
コード

訓練科名 №
分野
コード

訓練科名 №
分野
コード

訓練科名 №
分野
コード

訓練科名

1 11 Ｗｅｂデザイン科 34 11
基礎から学べるＷＥＢデザイン／サイト制
作／マーケティング科（ｅラーニングＡ）

1 05 介護福祉士養成科１ 34 03 簿記・パソコン実践科６

2 03 不動産ビジネススキル養成科 35 00
初歩から学ぶパソコン・
Ｗｅｂ制作基礎科

2 05 介護福祉士養成科２ 35 05 介護福祉士実務者研修科３

3 03 不動産ビジネススキル養成科 36 03 オフィススキル習得科（短時間） 3 05 介護福祉士養成科３ 36 05
介護職員初任者研修科３
（育児等両立支援）

4 05 介護職員初任者養成科 37 00 仕事で活かせるパソコン基礎科 4 05 介護福祉士養成科４ 37 12 フォークリフト運転技術科２

5 03 パソコン・Ｗｅｂ制作・簿記実務科（短時間） 38 04 医療・調剤事務科（短時間） 5 05 介護福祉士養成科５ 38 03  パソコンIT実践科２（MOS・ITパスポート）

6 03  仕事で活かせるパソコン実践科（託児） 39 05 介護職員初任者育成科 6 05 保育士養成科１ 39 18 建築CADオペレーター科３

7 04 医療・調剤事務科（短時間） 40 00 ビジネスパソコン基礎科 7 05 保育士養成科２ 40 04  医療事務ＤＳ科２（実習型訓練）

8 02
未経験からＩＴ業界へ！
ＷＥＢ系エンジニア養成科

41 11 WEBデザイン科（短時間） 8 05 保育士養成科３ 41 05
介護職員初任者研修科４
（インクルーシブ訓練）

9 11
基礎から学べるＷＥＢデザイン／サイト制
作／マーケティング科（ｅラーニングＡ）

42 04 医療クラーク養成科 9 05 保育士養成科４ 42 03 労務管理・経理事務科

10 11 ＷＥＢデザイン科（短時間） 43 02
未経験からIT業界へ！
WEB系エンジニア養成科

10 05 栄養士養成科１ 43 05
介護職員初任者研修科５
（インクルーシブ訓練）

11 00 仕事で活かせるパソコン基礎科 44 03 パソコン・経理事務科 11 05 栄養士養成科２ 44 03  パソコンIT基礎科３（育児等両立支援）

12 04 医療クラーク養成科 45 05 介護職員初任者養成科（短時間） 12 05 准看護師養成科１ 45 03 ビジネス実践科３

13 05 介護職員初任者養成科（短時間） 46 05 介護職員初任者養成科 13 02 デジタル人材育成科１ 46 05 簿記・パソコン基礎科３

14 03 仕事で活かせるパソコン実践科 47 03 仕事で活かせるパソコン・簿記実践科 14 02 デジタル人材育成科２ 47 12 大型自動車一種ドライバー育成科２

15 11
基礎から学べるＷＥＢデザイン／サイト制
作／マーケティング科（ｅラーニングＡ）

48 03 パソコン・経理事務科 15 05
介護職員初任者研修科１
（インクルーシブ訓練）

16 00 基礎から学べるパソコン・簿記基礎科 49 03 パソコンも学べる簿記スキル養成科 16 05 介護福祉士実務者研修科１

17 11
ＷＥＢや動画も学べるグラフィックデザイン

科（短時間）
50 03 ＯＡ事務・ウェブ制作科（短時間） 17 05 簿記・パソコン実践科１

18 05 介護職員初任者育成科 51 03 総合事務科 18 03 簿記・パソコン基礎科１

19 03 ＯＡ事務・ウェブ制作科（短時間） 52 18 建築ＣＡＤ・ＢＩＭオペレーター科（短時間） 19 03  パソコンIT基礎科１（育児等両立支援）

20 03 簿記・パソコン・事務職科 53 05 介護職員初任者育成科 20 03 簿記・パソコン実践科２

21 04 医療・調剤事務科（短時間） 54 03 仕事で活かせるパソコン実践科 21 05 介護職員初任者研修科２

22 05 介護職員初任者育成科 55 11 Ｗｅｂデザイン科 22 02  ITエンジニア育成科（基本情報技術者）

23 05 介護職員初任者養成科 56 03 パソコン・Ｗｅｂ制作・簿記実践科（短時間） 23 03 ビジネス実践科１

24 03 仕事で活かせるパソコン・簿記実践科 57 03 パソコン・経理・労務管理実践科 24 18 建築CADオペレーター科１

25 11 ＷＥＢデザイン科（短時間） 58 05 介護職員初任者育成科 25 11 Webデザイン基礎科１

26 11 Ｗｅｂデザイン科 59 00 ビジネスパソコン基礎科 26 03 簿記・パソコン実践科４

27 04 医療クラーク養成科 60 00 仕事で活かせるパソコン基礎科 27 05 介護福祉士実務者研修科２

28 05 介護職員初任者養成科（短時間） 61 04 医療クラーク養成科 28 20 ビル設備管理科

29 03 総合事務科 62 00 ビジネスパソコン基礎科 29 04  医療事務ＤＳ科１（実習型訓練）

30 05 介護職員初任者育成科 63 02
未経験からIT業界へ！

AI+WEB系エンジニア養成科
30 03 簿記・パソコン基礎科２

31 03
基礎から学べるパソコン・
簿記実践科（短時間）

64 05 介護職員初任者養成科（短時間） 31 03  パソコンIT基礎科２（育児等両立支援）

32 03 仕事で活かせるパソコ実践科 65 00 基礎から学べるパソコン・簿記基礎科 32 03 ビジネス実践科２

33 00 ビジネスパソコン基礎科 33 03 簿記・パソコン実践科５

令和７年度　求職者支援訓練コース一覧 令和７年度　委託訓練コース一覧
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委託訓練 分野別取得（目標）資格一覧

分野 訓練科名 訓練修了後に取得できる資格【目標資格】
０3 パソコン基礎コース（育児等両立支援）  ＭＯＳ２０１９（Ｗｏｒｄ）

０3 ビジネス実践コース
ＭＯＳ２０１９（Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ・ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ）
コミュニケーション検定上級
ビジネス能力検定（Ｂ検）２級

０3 パソコンＩＴコース
ＭＯＳ２０１９
（Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ・ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ・Ａｃｃｅｓｓ）

０3 事務ベーシックコース
  （簿記・パソコン基礎科）

日商簿記３級
ＭＯＳ２０１９（Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ）

０3 事務スペシャリストコース
  （簿記・パソコン実践科）

日商簿記３級・２級、
ビジネス能力検定２級
電子会計実務検定３級
ＦＰ技能検定３級
秘書検定３級・２級
全経電卓３級
ＭＯＳ２０１９（Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ）

０3 労務管理・経理事務コース
日商簿記３級
ＭＯＳ２０１９（Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅｌ・ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ）

０４ 医療事務コース 医療事務管理士（医科）

０５ 介護職員初任者研修コース

介護職員初任者研修
認知症サポーター
強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）
同行援護従業者養成研修（一般課程）（応用課程）
介護保険事務

０５ 介護職員実務者研修コース

介護福祉士実務者研修
強度行動障害支援者養成研修
同行援護従業者養成研修
サービス提供責任者

１１ Ｗｅｂデザインコース Ｗｅｂクリエーター能力認定試験（エキスパート）

１１ Ｗｅｂ・広報制作コース

Ｗｅｂクリエイター能力認定試験（スタンダード）
Ｗｅｂクリエーター能力認定試験（エキスパート）
アドビ認定プロフェッショナル
（Ｉｌｌｕｓｔｒａｔｏｒ・Ｐｈｏｔｏｓｈｏｐ）

１２ 大型自動車一種運転業務従事者育成コース 大型自動車一種運転免許
１２ フォークリフト実践コース  フォークリフト運転技能講習修了 
１８ 建築ＣＡＤオペレーターコース 建築ＣＡＤ検定２級

２０ ビル設備管理コース

ボイラー技士（２級）
危険物取扱者（乙４類）
第二種電気工事士
第三種冷凍機械責任者

求職者支援訓練 分野別取得（目標）資格一覧

分野 訓練科名 訓練修了後に取得できる資格【目標資格】

０0 基礎
ＭＯＳ２０１９（Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃｅｌ）
ビジネス能力検定（Ｂ検）ジョブパス３級・２級
Ｐ検３級

０２ ＩＴ分野

基本情報技術者試験
ＷＥＢクリエイタースタンダード／エキスパート
ＨＴＭＬ５レベル１／レベル２
ＩＴパスポート
ＰＨＰ７初級／８初級試験

０３ パソコン実践科 ＭＯＳ２０１９（Ｗｏｒｄ・Ｅｘｃｅ・ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔ）
Ｐ検３級
日商ＰＣ検定３級
日商簿記検定３級

０３ パソコン・経理事務科 簿記検定３級・２級
０３ 不動産ビジネススキル養成科 宅地建物取引士

ファイナンシャル・プランニング技能検定３級

０４ 医療事務分野

医療事務技能審査試験（メディカルクラーク）
医事オペレータ技能認定試験（メディカルオペレータ）
調剤報酬請求事務技能認定試験
医療事務管理士
調剤事務

０５ 介護・医療・福祉分野 介護職員初任者研修修了

１１ デザイン分野
Ｗｅｂクリエイター能力認定試験（エキスパート）
アドビ認定 プロフェッショナル
（Ｐｈｏｔｏｓｈｏｐ、Ｉｌｌｕｓｔｒａｔｏｒ）

１８ 建設関連分野 建築ＣＡＤ検定２級
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別　紙　２

回答

令和7年度 第2回群馬県地域職業能力開発促進協議会　≪確認事項≫

確認事項

・令和８年度計画（案）によりコース設定を進めていくこと

となりますが、就職に結びつくコース設定を今後進めていく

にあたり、企業ではどのような知識・資格を習得した人材が

求められるか、そのためには、どのようなカリキュラムを盛り

込んでいくことが良いか、また、既存コースで力を入れた方が

良いコースや新規開拓を要するコースなど、理由も交えて、各

構成区分（行政機関・労使団体・教育訓練機関等）から感じ

た率直な御意見をお聞かせください。

・ＤＸやＧＸの知識・技能を、自社で活かせる人材が求められるのではないかと思いますが、特に若年者の採用が益々困難になっていく

であろうと想定されるので、在職者訓練に、リスキリング的な科目を加えてはいかがかと思います。

 

・企業から具体的な知識・資格を習得した人材の要望は把握していない。

しかし、実践的かつ能動的な人材が欲しいとの要望はある。資格等の取得をゴールにするのではなく、実践的な訓練を取り入れることが

必要かと考える。

　

・どのような人材が求められているか、どのようなカリキュラムにした方が良いかなどの問題は県内の若手経営者等にインビューするの

が解決の糸口になるのではないか。

　

・過去の実施実績や課題を踏まえた適切なコース設定と考えられ、異存ありません。

・企業に対するヒアリング調査で把握した「中途採用」の際に求められる職業能力（職務内容）を踏まえて、令和８年度計画（案）の訓

練科を設定させていただきました。

（調査概要）

➤機械関連では、「30代以下」「40台以上」ともにトレース、部品設計、製品設計、外径加工（旋盤加工）、品質管理のニーズが高い。

➤また、その他のニーズは、「30代以下」では治工具設計、生産システム設計、機械測定、生産管理のニーズが高く、「40台以上」では

プレス金型設計、マシニングセンタオペレート、出荷検査のニーズが高い。

➤電機関連では、特にソフトウェア開発、電気機器組立、自動化制御のニーズが高い。

➤設備工事関連では、特に電気・通信設備における設計、施工管理。施工、試験・検査などのニーズが高い。

➤情報・通信関連では、プログラミングやネットワーク構築に加えて、ソフトウェア開発、ソフトウェア販売、ネットワーク設計などの

ニーズも高い。

　

・生活困窮者の場合、車を保有していなく、訓練に通うことが困難な場合や給付金が支給されるまでの生活も余裕がない場合が多くあ

る。そのため、公共交通機関で通いやすいコースや、給付金が支給されるまでの期間が短い訓練コースがあると利用者が現れる可能性が

あると考える。



別　紙　２

回答

・まずはこの訓練制度の概要（歴史、目的、成果等々）を、分かりやすく説明することが必要かと思います。

・業界団体を通じて呼びかけるのが、最も合理的かと思います。

・新規に訓練機関の認定を考えていると思われる事業者をピックアップし、直接打診する（アウトリーチ型にする）ことも検討した方が

良いのではないか。

　

・企業におけるDX推進やAIツールの進化など、急激に変化する就業環境において、よりニーズに合致した訓練を設定するために新規訓練

機関の参入は必須と考えます。

・新規参入の要件等は存じ上げておりませんが、参入にあたっての支援や既存の訓練機関との連携、ｅラーニングの拡充などにより参入

障壁を下げることが必要と考えます。

・認定している求職者支援訓練の実施機関では、応募者の減少や人件費・物価の上昇などを要因として訓練関係の事業の見直しや縮小等を

検討されるケースが見受けられます。

・新規参入の促進にしろ、既存訓練の継続にしろ、求職者のニーズ（受講者）無しには訓練そのものができなくなります。求職者との接

してらっしゃるハローワーク窓口の職員の方に訓練機関と訓練内容の理解を深めていただくことが、求職者の方と訓練とを結びつける一

助となると考えます。このため、実施機関の見学会を継続して企画していくこと を考えています。

令和7年度 第2回群馬県地域職業能力開発促進協議会　≪確認事項≫

確認事項

・開催訓練機関の既存の設備等に頼らざるを得ない状況の中、

求人ニーズに即した効果的な訓練コースを増やすために、新規

訓練機関が参入しやすい有効な施策等について、また、効果的

な訓練機関への呼びかけ方法など、各構成区分（行政機関・労

使団体・教育訓練機関等）から感じた率直な御意見をお聞かせ

ください。
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